


嘉永6年（1853）小田原地震

江戸時代末の嘉ホ 6年 2月 2日（ 1853年 3月1I 

日）午前 10時過ぎ、相模湾北西部沿岸の，j、田原地

方を、 M（マグニチュード）6. 7と推定される大地震

が襲った。南関東 ・東海地方はそれまで数十年以

上大地震がなかったが、この「嘉永，j、田原、地震」の

あとは、翌年の安政東海 ・南海両巨大地震、翌々

年の安政江戸地震が続〈。また、約 4か月後には

ペリーの黒船が来航 し、幕末の垂枯しが始まる。つ

まり、この地震は、日本列島のま也よど地下が騒然

どなる時代の幕聞きとなった。

震害がもっとも激しかったのは、大久保和賀守

｜｜万 3千石の城下町，j、田原、のうち、城の北東側の

街区と、北に続〈足柄平野西縁の村々、および平

野の北東側の現在の大井町付近だった。この範囲

では震度 6以上 に達しただろう。

城下では、藩士の屋敷の全・半壊が約60軒、大・

中破が 100軒以上、伝馬人足役の町家の全・半壊は

123軒、破損は430軒であ った。それ以外にも 、土

獄、長屋、社寺、土木構造物などの被害はおびた

だしかった。，l、田原城 も天守閣が大破し、藩主の

屋敷や役所が半壊したのをはじめ、櫓、門、歳、

塀、石垣などが大損害を受けた。激甚被災地域は

現在の，J、田原駅の東側の繁華街だが、もともど地

盤が悪〈て地震に5か、所である。 一方、領内の百

姓家の会 ・半壊は約 2,200軒、破損は I,200軒以

よといわれる。

震度 5の被害域は箱根 ・御殿場 ・真鶴などに及

び、箱根山中では、落石や道路 ・橋の損傷などに

よって東海道の交通が約 l週間途絶した。

不幸中の幸いは、サ、田原、の町の 3か所の出火が

すぐに消し 止められたことと、；＊波がなかったこ

どである。死者も案外少なく、農村部の24人程度

といわれるが、 天気がよい 自の昼前だった好条件

が大きいだろう。

江戸では近来になく強〈長い揺れを感じたが、

震度は 4の強か 5の弱で、青山などで粗末な人家

ド数軒つぶれて怪我人が出たほかは、天水桶の水

が揺りこぼれたり壁が落ちたりする程度だった。

ところで、もし今日これど同じ地震が起こった

とするど、当時大被害を受けた場所の地震動災害

が現代的に形を変えて生ずるほか、中間の過密観

光保養地の地盤災害や交通災害、初めて直下から

の強地震動に直撃される新幹線 ・高速道路の被害

など、新しい型の震災が大規模に発生して、空前

の大惨事になるおそれがある。静岡県東部の御殿

場 ・沼津 ・熱海方面も大きな被害を受けるだろう

し、京浜地方にも忠わぬ影響がでるかもしれない。

実は、，j、田原、地方は、江戸時代初期以来、嘉永

6年以外にも 4回の大震災を受けている （それ以

前は記録が乏し〈 てわからなL、）。それらは、寛永

10年 （1633）、 元禄16年（ 1703）、 天日月 2年 （1782）、

大正12年（1923）で、合計5回を平均すると、 73.0土

0 q年の間隔で非常に規則正しく繰り返した。ただ

し、現在の ホ公式的なか考え方によると、 「これら

の震災のうち元禄と大正は相撲卜ラフ；谷、、のM 8

級のプレート境界巨大地震によるもの、イ也の 3回

はM7級地震によるものらしいが、震災の様相が

少しずつ遣うから同じ場所の地震の結果どはL、え

ず、大地震が，j、田原、直下で規則的に繰り返したわ

けではない」という 。 けれども、いろいろなま里由

から、 フィリピン海プレートの運動に起因する弱

面が，j、田原付近にあ って、それが約70年ごとに池

渡すべりを起こすのではないかという考えもある。

あちこちで気まぐれに起こった池震の結果、，j、田

原、で400年間非常に規則正しく震災が繰り返した

というよりは、大地震そのものがプレートの運あ

に支配されて規則的に発生したというほうが、自

然なようでもある。

L、ずれにしても、やがて前回の震災から70年に

なるから、気休めの理屈をつけて万がーにも大地

震の不意打 ちを受けるよりは、研究も含めて、適

切な備えを心掛けるほうが賢明であろう 。

建設省建築研究所国際地震工学部／石橋克彦
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嘉永6年小田原地震絵図（早稲田大学演劇博物館蔵）
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事古賀を還と言うものですから・．．

受通事故ガ減りません。最近は増えてさえいます。交通事故防1t活

動にかかわりをもっ一人として、大変頭の痛いことです。

人聞は、どうして受通事故を起こすのかと考えているうちに、事

故を繰り返している運転者の寄在に気伺きましだ。

人間は、学習ガできるはずです。失販経験についての害観評価を

墓に行動改善を行い、適応行動をつくりあげます。二度と事政を起

こさないはずです。ところガ、事担をなんべんでも起こす運転者ガ

いるのです。

交通事故は、〔不安全行動〕＋〔怒ましくない環境〕→〔事故〕といつ

だ図式で発生すると考えられます。事故は、運転者の不安全行動と

衝突する相手や不具合な変通環境との出会いによって発生します。

雨条件ガ揃わなければ事故とはなりません。

ところガ、どういうわけか事政を起こし疋運転者は、運ガわるか

つだと言います。事故発生の図式の第オ項を消去して、〔好ましくな

い環境〕→〔事故〕だけを言います。環境条件への出会いは確かに偶然

です。ぶつかる相手との出会いは運です。だが、運転者の不安全行

動ガなければ事故ガ起こるはずはありません。どうして、〔不安全行

動〕を消去して運と言うのでしょうか。

人間というものは、自分の行動についての評価を普通・みんな並

みとするのガ普通のようです。みんなと同じように、普通の会社に

勤め、普通の家庭をもち、普通の生活を送り…・・・といつだ具合で弘

普通という言葉は、空気と同じで「なし」と同じもののようです。

事故を起こしたとしても、自分はほかの多くの運転者となんら変

わることなく、ごく普通のみんなと同じ運転をしていだの｜こ……と

なりますから、事故の原因は環境条件にしか求めようもなく、運ガ

わるかつだとなります。真の原因ガ自分の不安全行動にあつだなど

とは、つゆ思ってもおりません。

不安全行動を消去してしまっているものですから、重要な事政発

生条件のーっとなっている不安全行動についての害観評価ガできな

いことになります。自分の行動についての害観評価ガなければ、学

習は成り立だず、行動改善もできません。運ガわるかつだと思って

いるうちは事担と縁ガ切れません。事故を運と言わずに、自分の不

安全行動を直視しなければなりません。
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防災言

大塚博保
科学審察研究所変造部長

本誌編集委員
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救急医療と災害医療

大塚敏文
日本医科大学付属病院院長

救急医療と災害医療は似て非なるものであ

るが、残念なことに、我が国においては災害

医療の専門家は育っていない（欧米にみても

その数は極めて少ない）。平時の救急医療を充

分に修得することにより、多数の被災者の発

生する災害の医療にその知識、技術などを応

用し得るという意味では、救急医が災害医療

に対応し得る最適任者かもしれない。

実際、救命救急センターでは日夜いろいろ

な患者が救急車により搬入されてくる。それ

らの患者の多くは従来の内科、外科、整形外

科といった診療科では対応しきれない面が少

なくない。

たとえば交通事故で頭部には急性硬膜下血

腫が存在し、瞳孔が大きくなってくる。一方

では腹部に損傷を受けており、肝破裂や腸管

破裂があり、腹腔内に大量に出血し、次第に

腹部が膨隆してくるとともに血圧が下降して

くる。このような患者が病院に運ばれてきた

6 

ときにまず何科に連れて行けば助かるのであ

ろうか。

脳外科では急性硬膜下血腫には速やかに対

応してくれるはずであるし、．外科に連れて行

けば腹部の損傷に対しては適当な治療が施さ

れる。しかし、脳外科では腹部の損傷を、外

科では頭部の損傷を治療できない。そのまま

一方の処置や手術を待って、他の一方の治療

に移るという時間的余裕はない。こうなると

残念なことにこの患者を死に追いやることに

なってしまう。

このような患者を専門語で多発外傷（身体

の複数部位に損傷を受けているもの）と呼ぶ

が、あまりにも専門分化した医療のなかでは、

この種の患者の治療は宙に浮いてしまうわけ

である。

そこで救命救急センターでは、このような

患者を収容し、 2か所の損傷がいずれも致命

的な損傷と判断した場合、手術チームを 2チ

ーム編成し、 1チームは開頭手術、他のチー

ムは開腹手術を同時に行って救命するなど工

夫を躍らしているわけである。

また最近では、私どもの救命救急センター

に D0 A (dead on arrival)患者が急増し、年

間200例をこす勢いである。

つまり搬入したとき、すでに心停止、呼吸

停止に陥っている患者で、その原因には心発

作、脳血管障害、外傷、窒息などいろいろあ

るが、直ちに心肺蘇生（人工呼吸、心マッサ



ージ）を開始しなければならない。そこには

秒を争う医療が展開されるのである。

このように見てくると、なるほど救急医療

の専門家が災害医療に最も適切に対応できそ

うである。事実、私の所属する救命救急セン

ターの仲間たちが外務省の要請を受け、カン

ボジア難民救済医療、エチオピア難民救済医

療、メキシコ地震救援医療、カメルーンのオ

ニス湖災害医療、ジャマイカハリケーン災害

医療、アルメニア地震救援医療など、次々に

日本国代表チームとして国際災害救援医療に

出動し、成果を挙げてきている。

災害は地震、台風、津波、地すべりなどの

自然災害と航空機事故、列車事故、コンビナ

ート火災、放射能漏出などの人為災害に大別

されるが、その規模、被災者の数など、災害

ごとに異なるものである。したがって、人為

災害では災害発生の予防に重点を置かなけれ

ばならないし、いったん災害が発生した場合

には、一人でも多くの人命を救助することが

災害医療に課せられた使命であることは論を

またない。

しかし、多数の死傷者が発生した場合の医

療で最も重要なことは、死傷者の選別（tr包ge)

である。 1人の死傷者をわずか数秒で、その

重症度を診断していかなければならない。こ

の判断能力は、日ごろトレーニングを受けた

有能な医師でなければできない仕事である。

多くの自治体で防災計画が策定され、災害

’89予防時事1159
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時に地区医師会の医師、看護婦たちが出動し、

救援医療を担ってくださるように協定書が取

り交わされていることは大変有り難いことで

あるが、災害医療の教育を受け、果敢に行動

できる医師が多く欲しい。もちろん、医師の

みが整備されればよいというものではなく、

レスキュー隊、救急隊員の救出能の向上も図

らなければならない。そのためには、日ごろ

の災害に対する備え、住民を参加させた訓練

も必要である。

災害の種類、規模、被災者の数など異なる

すべての災害に応用可能な防災計画はあり得

ないと思っているが、まったくなくてよいと

いうものでもない。その上に住民には自分で

自分の命を守る自己防衛能を教育していくべ

きである。自治体が、関係官庁がなんとかし

てくれるであろうという考え方は誤りである

ことを徹底させるべきと思う。

一方、災害に関係する官庁は数多くあるが、

それらがまったく統ーがとれていないことも

問題である。災害対策基本法は国土庁が、災

害救助法は厚生省が所轄しているなどである。

このことは、災害時に命令系統の統一が図れ

ず、混乱を拡大する原因にもなりかねない。

救命を目的とした災害医療にあってみれば、

医師団をはじめとする人材確保、医療資器材、

食料の備蓄など全国規模で考えるべき時が到

来しており、私は災害救急医療公団の設立を

夢みる日々である。
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ワープロ作業時の姿勢と頚肩腕部筋負担

い たに とおる

井谷徹
岡山大学医学部衛生学教室助教授

私が初めてコンビュータによる漢字入力シ

ステムを見たのは、 11年前に、カンテックと

いう会社が開発した漢字入力システムでした

が、その方式は漢字 1字 1字をカタカナでコ

ード化し、実際の文章や読み方とは関係なく、

漢字変換コードと入力したい漢字に対応した

カタカナ2文字を入力するという方式でした。

このシステムを見学した時には、一般の人

聞がコンビュータで漢字を扱えるようになる

のは、まだまだ先の事だと思っていました。ま

してや、我々のような研究者が、漢字混じり

の日本語を英文タイプのようにタイプできる

ようになるとは夢にも思いませんでした。

ところがその数年後から、日本語ワードプ

ロセッサ一、いわゆるワープロが急速に普及

し始め、今日では、ワープロを置いていない

職場を捜すのが困難なくらいになっています

し、私自身もワープロを愛用しています。

現在もワープロでこの文相を書いています
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が、文章の書き直しゃ挿入、コピー、移動など

が簡単で、もはやワープロでなければ文章が

書けないというほどになってしまっています。

漢字変換のミスによるとんでもない誤字、

（たとえば、前記の文相＝文章）を見逃した

り、コ ンビュータによる漢字変換に頼りすぎ、

ちょっとした漢字を思い出せないこ－とがある

などの弊害もありますが、ワープロは私たち

の職場や生活の中にすっかり組み込まれ、便

利に使われています。

ワープロが普及するまでは、日本語や英語

のタイプを打てるのは特殊な技術をもった、

いわゆるタイピストと呼ばれる人であり、会

社のなかでも専門的な職種と見なされていま

した。ところが、ワープロが普及してからは

タイプ作業の専門職的な性格が薄れ、極端に

言えば、職員全員がタイピストになってしま

いました。

そもそもタイプ作業は、キーボードを長時

間使用する作業であり、頚や肩、腕、手の筋

肉に対する負担の大きな作業の一つです。以

前から、 頚肩腕手部の誕り ・痛み ・だるさの

訴えや筋力の低下、知覚異常、自律神経失調

などの症状を呈する職業性頭肩腕障害 （ケイ

ワンとか腫鞘炎、キーパンチャー病と呼ばれ

ることもあります）の多発職種として注目さ

れていました。

ワープロが普及し、専門職としてのタイピ

ストが減少したことは、長時間連続して作業



する者が少なくなったという意味で、頚肩腕

障害の発症予防上有利なことですが、一方で

は、きちんとした訓練を受けていない者が局

所筋負担の大きな作業に従事するようになっ

たために、新たな問題も発生しています。

たとえば、タイピストの場合は、その教育

過程で、作業姿勢は背筋を伸ばして座り、肘

の位置は、わき腹の横に卵一個が入るくらい

の姿勢で、キーボードの高さは肘の高さとほ

ぼ同じか、やや低い位置にするといったこと

を教わっていました。

ところが、最近のワープロ ・コンビュータ

教室では、ワープロ機器やソフトの操作方法

のみ教え、筋負担を軽減するための正しい作

業方法、作業姿勢などについてはほとんど教

えていません。ましてや、職場においては、

ワープロを新規に導入した時や新入社員に操

作方法を簡単に教える程度で、うまく使えば

短時間に楽に作業できる便利な＝少し高度な

機能さえ教えていない場合が多いようです。

まさに、「習うより慣れろ」的な教育しか行わ

れていません。

ワープロ作業時の頚肩腕部筋負担の大きさ

を決定する要因としては、作業時間、休憩の

頻度と長さ、休憩時間の過ごし方、作業のス

ピードなどの他に、机や椅子の高さ、テレビ

画面の高さなどの作業姿勢に影響を与える要

因があります。そのなかでも、作業姿勢は机

や椅子、機器の配置場所などを工夫するごと

’89予防時報159

ずいひつ

によって、比較的簡単に、しかも少ない費用

で改善することのできる作業条件です。とこ

ろが、作業者自身は作業姿勢に対してあまり

関心を払っていません。

私どもが最近行った、椅子の高さとキーボ

ードの高さについての調査結果でも、せっか

く簡単に高さ調節のできる椅子を使用してい

るにもかかわらず、自分の体格に合わせて椅

子の高さを調節している作業者はほとんどい

ません。

また、キーボードの高さを一定にし、作業

するのに最も適当と思われる椅子の高さを選

択させたところ、一人の例外もなく、キーボ

ードが肘の高さより高くなるように椅子を調

節しました。この高さは、打鍵時に手首を固

定する筋肉にとっては負担の少ない姿勢で‘す

が、肩の筋肉への負担は極めて大きな姿勢で、筋

負担の面からみて最適なものではありません。

こうした状況を見るにつけ、作業による過

労や健康障害を予防するためには、作業時間

や作業機器の改善とともに、作業者に、健康

管理の面からみて正しい作業方法についての

知識を普及し、さらにその知識に基づいて作

業を行うための動機づけをすることの重要性

を痛感します。

作業環境、作業条件の改善と健康教育は、

作業負担を軽減し、作業に起因した健康問題

の予防、さらには快適な職場をつくりだすた

めの車の両輪だと思います。

9 
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台風予報に関する新いミ動き

展示t露
気象庁予報謀

気象庁では、本年 7月から台風の 2日先（48

時間先）までの進路予報を始めた。また、東

アジアなどの 9か国の気象機関に対して、台

風情報などを国際気象専用回線で提供するサ

ービスを始めた。ここでは、これらの台風予

報に関する新しい動きを紹介する。

1 .台風の48時間予報

気象庁では、台風の進路予報はこれまで 3

時間ごとに、最長24時間先までの予報を発表

してきたが、予報をさらに先へ伸ばしてほし

いとの船舶関係者をはじめ各方面からの要望

に応えるため、スーパーコンビュータの導入

（昨年 3月）、台風進路予報モデルの開発、改

良等を進め、本年7月1日から台風の48時間

予報を発表することとした。また、 48時間予

報の実施に合わせて、各種通報内容等を一部

変更した。図1は、今年 7月27日に九州に上

陸した台風第11号について、 7月26日21時に

10 

発表した24時間先および48時間先の進路予報

である。なお、今回実施を開始した48時間予

報の概要をまとめると、次のようになる。

(1) 対象とする台風 ：東経 150度以西 （図 l

の太線の枠内）にある台風、または、今後

24時間以内に太線の枠内に入ることが予想

される台風 （それ以外の台風については、

従来どおり 24時間先までの予報を発表）。

(2) 予報時刻・発表回数 ：1日に 4回、 3時、

9時、 15時および21時の解析結果に基づき

実施（0時、 6時、12時、18時については、従

来どおりの24時間先までの予報を発表）。

(3）予報の内容：従来の24時間先の予報と同

様に、 48時間後の予報円の中心の緯度、経

度、予報円半径および暴風警戒域の半径を

発表（注）。

台風の48時間予報の予報円の半径は、現在

の技術水準では、 300～ 450km程度で、あり、気

象庁では、引き続き各種の技術開発・改良等

を進め、精度が高く、より有効な情報の提供

に努めたいと考えている。

2 .東アジア諸国に対する台風に関する情報

の提供

貿易、観光、海運等を通じて、日本と密接

な関係にある東アジア諸国は、台風常襲地帯

にあり、的確な気象情報が不足しているため、



防災・産業活動等が大きな制約を受けている。

気象庁は、日本の国際社会に対する立場と責

任から、国際協力の一環として、東ア ジアな

どの 9か国（中国、香港、韓国、フィリピン、

タイ、マレーシア、カンボジア、ベトナム、

ラオス）の気象機関に対して、今年 7月より

台風に関する情報などの一部を、国際気象専

用回線で提供するサービスを始めた。

さらに気象庁は、今年の10月より「太平洋

台風センター」を設置するなどの体制整備を

図 l 平成元年台風第日号の 6時間ごとの経路と 7月26日21時
の24時間先および48時間先の進路予報

(0印は 9時の位置、点線の円は予報円、実線の円は暴風域または暴

風警戒域）
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ずいひつ

行って、本格的に台風に関する情報などの提

供を行い、 台風に関するデータパンクの設置

や国際的な技術移転や研修を行うことを考え

ている。これにより、①東アジア諸国の防災

対策の向上に寄与する、②東ア ジア諸国の防

災対策等社会基盤の強化により日本の繁栄に

寄与する、 ③海上交通や航空路の安全性が高

まる、④東ア ジアを中心とした広域的な観光

の安全・利便の増進に寄与する、⑤日本の平

和外交の一助となる、といった効果が期待さ

れる。

（注） 予報円とは、 「台風の中心が到達すると予

想される円」で、予報円の大きさは、台風の中心

が予報円内に到達する比率がおよそ60%となるよ

うに決めている。また、暴風警戒域とは、「台風

の中心が予報円内に進んだ場合、暴風域に入る可

能性がある範囲」である。

図2 台風の48時間進路予報を行う領域

11 
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若年ドライノ
一戸ンケートにみる若者の意識と運転行動－

山口車耶

問題

若年ドライパー（youngdriver）の呼称については、

年齢によって定義する場合が多く、その下限はお

おむね免許取得資格年齢によっている。上限につ

いては、その設定が一様ではないが、事故、違反

の相対的頻度や意識・態度の変化等から、 24歳あ

たりが妥当であると考えられている。ここでも運

転免許との関係から、 16-24歳の年齢層のドライ

パーを若年ドライパーとして扱うこととした。

今、若年ドライパーの問題は、高事故率、とり

わけ死亡事故発生率の高いことで象徴されている。

図 1は、最近 5年間の全運転免許保有者に占め

る若者の構成率と死亡事故に占める第 1当事者の

若者の構成率の推移を示したものであるが、いず

れも構成率に大きな変化は見られず、一定の比率

で推移していることが理解されよう。そして、全

運転免許保有者に占める若者の構成率は、 17%前

後と他の年齢層に比べて決して高い比率ではない

にもかかわらず、交通事故は40%弱と高い比率で

推移している。これを、免許人口 1万人当たりの

60 
（%） E二コ免許保有者

c:.:::J死亡事故50 

40 

門ハハ
5唖 60 61 62 63 （年）

図 1若年遷転者の免許保有者数と死亡事故件数の織成率の推移

12 

事故者率で見ても、若者の比率の高いことが確認

されており？ドライバーの数以外の要因によって

事故率が押し上げられていることが示唆される。

次に、走行距離についてみても、若者は他の年

齢層に比べて決して高い数値を示しているわけで

はない。図 2は、実際に交通事故を起こしたドラ

イパーの年間走行距離を年齢層別に示したもので

ある。最も事故発生率の高い20歳未満のドライパ

ーでは、 1/4が年間 5,000kmに達しておらず、平

均の走行距離は約 12,000kmにとどまっている。20

～24歳の年齢層では、平均 15,000 kmと若干高い

が、 25歳以上の年齢層（16,000km）に比べると

1,000 km程度低い。

このように、若者にみられる高い事故率を、母

集団の大きさや暴露度だけで説明することは困難

である。

そこで、自動車安全運転センターでは、若者の

運転行動の方向づけに重要な役割を果たす運転に

対する意識・態度、そじて運転行動の実行にかか

15~： 1 ~~I l引返｜瓦 1 ：~1叫
（年齢）；

～19援護24.9物 :21. 5：、1 28. 7 I 13. l 3.8 113.0 

20-24~14.5~）5.吐 l 37. I I 15.9作2'?.8liu

25～29f10.2} 23.9 :I 36.7 ) 11 . 0111 .0)6. ~o .4 

30～39b:§ 19:9l 36.2 113.819.319.61h.6 

平均彦14.3］）~.9 H 35 .1 I 13. 617.9)7.S)ji. 6 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 

図2 1年間に走行した距厳（四槍群）



わる価値観等の在り方に事故多発の背景があると

考えて、昭和62年度と昭和63年度の 2年間にわた

って調査を行ったア 4)

ここでは、若年ドライパーの意識・態度、運転

行動の特性等について、その一部を紹介する。

なお、本文中、四輪群というのは、乗用車・軽

四輪車・トラック・ワゴン等で、また、二輪群と

いうのは自動二輪車・原付等で比較的過失度の高

い事故を起こしたドライパーをいう。

2 若者の運転に対する意識

1) ドライパーの意蛾

構造

無謀運転という言葉で

表現される一部の若者の

運転行動は、その運転の

仕方から若さ、経験不足、

未熟等の要因によって説

明される場合が多い。確

かに、現実の若者の運転

の姿を見ていおと、未熟

ゆえ、若さゆえに起因す

ると恩われる場合も否定

できない面がある。しか

し、ドライパ一教育の側

面から考えると、一定の

発達段階に到達するまで

手をこまねいてもいられ

ないという現実の問題が

ある。一般的には、人が

場に臨んでどのような行

動をとるかは、意識・態

度の在り方に方向づけら

れると考えられる。

そこで、今回の調査の

なかで、運転に対する16

個の意識項目の回答を因

子分析の手法により分析

することとした。

その結果は、表 1に示

すように、固有値 1を超
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えるものは第 3因子まで見られ、この 3因子の累

積寄与率は47.5%と元の16項目の半分近くを説明

している。

次に、この第 3因子までの因子軸の空間に質問

項目を付置レて示したのが、図3および図4である。

同図から各因子軸に因子負荷量の高い質問項目

を検討した結果、第 1因子を「違反容認の因子」、

表 l 因子分析結

果の概要

因子 固 有 値 寄 与 率 累積寄与率

1 5 .2069 0.325 0.325 

2 !. 2405 0.078 0.403 

3 1.1566 0.072 0.475 

4 0. 9733 0.061 0.536 

5 0.8525 0.053 0.589 

6 0. 7931 0.050 0.639 

FACTOR! 
II 

叫 スピードを出しても、機敏に行動できればそれほど
I 危険てtまない

違反をすることと事故の発生にはあま q関係はない1 ． 
、‘ ’ ＂少疲れていても、運転に支樟はない
N Oノ
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図 3 運転意自民に関する因子分析結果（第 l因子と第2因子）
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図 4 遭転意自民に関する因子分析結果（第 l因子と第3因子）
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第 2因子を「運転軽視の因子」、第 3因子を「危険

性容認の因子」と考えた。つまり、ドライパーの

意識構造を「スピードを出しでも機敏に行動でき

ればそれほど危険ではない」とか「違反すること

と事故の発生にはあまり関係はない」というよう

に、違反を容認しようとする意識、「交通事故はお

Eいにルールを守れば起きない」とか「運転は慣

れれば簡単」というように、運転を楽観的にみる

意識、「運転に多少の危険はっきもの」とか 「事故

が起きるのは運が悪いから」というように、車の

運転を本来危険なものと見なす意識の三つに統合

することカfできた。

2) 若者の意由民特性

次に、上において抽出された 3因子に対して因

子得点張を算出し、これを年齢層別にプロットした

のが図 5である。

図から明らかなように、四輪群、二輪群ともに

年齢の若いグループほど右上部分、つまりプラス

の因子得点のほうに布置しており、好ましくない

傾向を強くもっていることがうかがわれる。反対

に高年齢層では、左下部分、つまりマイナスの因

子得点のほうに布置しており、好ましい意識傾向

を示している。

このように若年ドライパーは、違反を容認する

傾向、運転を軽視する傾向、危険性を容認する傾

向のいずれの因子に対しでも因子得点が高く、特

に20歳未満のドライパーにこれが顕著に現れている。

また、閉じ若年ドライパーのなかでも、四輪群

のドライパーに比べて二輪群のドライパーのほう

がより好ましくない意識傾向を示しており、特に

20歳未満の二輪ドライパーに違反を容認する傾向

と運転を軽視する傾向が強く現れている。

※ 因子得点は、たとえば第 1因子に負荷の高い「スピー

ドを出しても機敏に行動できればそれほど危険ではない」

や 「途反することと事故の発生にはあまり関係はない」と

いった項目に 「あてはまる」と回答していると、第 1因子

の因子得点が高くなるように計算されている。そして、因

子得点は、平均がO、分散が1に基準化されているので、

これがプラスの場合はその因子に関して平均より強い傾向

をもっており、反対にマイナスの場合は平均より弱い傾向

をもっているといえる。

3 若者の運転行動

I) ドライパーの運転行動の構造

運転に対する意識と同様に、普段の運転行動か

らその危険性を採ることを 目的として、運転行動

に関する21項目の回答について因子分析を試みた。

その結果、表 2に示すように、固有値が 1を超え

るものは第 4因子までで、その累積寄与率は50.4

%であった。この第 4因子までの因子軸の空間に

質問項目を布置して示したのが図6と図7である。

同図から各因子軸に因子負荷量の高い質問項目

を検討 した結果、第 1因子を「攻撃的傾向の因子」、

第 2因子を「性急的傾向の因子」、第 3因子を「運転

表 2 因子分析結
果の概要

因子 固有値 寄与率 累積寄与率

1 7 .0217 0.334 0.334 

2 1.3380 0.064 0.398 

3 1.1649 0.056 0.454 

4 1.0481 0.050 0.504 

5 0.8971 0.043 0.546 

6 0.8785 0.042 0.588 

（第1因子と第 2因子）
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図5 年齢層別にみた運転意識の因子介析結果
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ていてあまり危険を感じたことはない」とか「狭

い道でも不安を感じたことはない」という項目に

見られるように危険性に対する感度の低い行動の

四つに統合できた。

2) 若者の遺伝行動の特性

前項で抽出された四つの因子に対してそれぞれ

因子得点を算出し、これを年齢層別にプロットし

てみると（図 8）、第 1因子と第 2因子の因子空間

に布置した結果では、若年層ほど右上の攻撃的傾

向と性急的傾向の両傾向を強くもつ方向にある。

そして、年齢とともに左

下の両傾向の弱い方向に

向かっていることが読み

取れる。

第 3因子の運転への集

中欠如傾向は、四輪群の

ドライパーでは年齢とと

もに弱まる傾向を示すが、

二輪群のドライパーでは

一定の傾向はみられない。

第 4因子の危険性不感傾

向については、年齢層に

よって変化しているとは

への集中欠如傾向の因子」、第 4因子を「危険性不

感傾向の因子」と考えた。

つまり、ドライパーの運転行動を、「追い越され

ると腹が立つ」とか「前の車がノロノロしている

と追い越したくなる」という項目に見られるよう

に攻撃的な運転行動、「無理な割り込み」とか「追

い越し禁止場所での追い越し」に見られるように

性急的な運転行動、「運転中ふと他のことを考える」

とか「同乗者とよくしゃべる」という項目に見ら

れるように運転への集中に欠ける行動、「運転をし

FACTOR I 

.81 前向車がノロノロしていると、つい追い越したくなる

追い越れLると腹が立つはヲだ＼ ｝ 慣れた道ではかなりスピードを出して運転するほうだ
.71 R O I 

事~~t訟をもうとしたら、入れないように九S p ／故意にスピードオ パーをすることが、よくある

横断歩むの歩行者側しバl思つ川、ヤ増計）めを加速して交差点を通町
徐行せず通過することがj.い .s I N 」

大抵の場合、スピードを落ときずにJ、ノドルだ『 U L←車初速、急ブレーキを掛けることが多い
けで港沖する自信がある ！ ／ 車問距維を詰めて走行することが多い

行ニヲか行くまL哨・と迷った時は、進むことが多L、、 K ノ無理な割リ込みをすることが多い
友達が同乗している刷、よ〈しゃべる、 B .31 D ι 
はヲだ わき腿円することがか＼ う個~·~~~：註：！立主立ら~，＂＇~

狭い道でも、あまり才安を感じたことはないーー T J F I← 一時停止すべきところで停止せずに徐 F.I, 行捕ませることが多い
c－一運転中、」と他のことを考えるほうだ c 

I .9-.8 7-.6 .5-4-3 .2-.IE:._Ol.I .2 .3 .4ι.6 . 7 .8 9 I 0 A 
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図6 運転行動に関する因子分析結果（第 l因子と第2因子）

FACTOR3 

.9 

8 
運転中、ふと他のことを考えるほうだーーC,

，＿友達が同乗している時は、ょくしゃべるほうだ
718 

わき見運転をすることが多いーーJ6 

大抵の場合、スピードを落とさずに、 内

ハンドルだけて痩ける自信がある ’ 
- 4 

図7 運転行動に関する因子分析結果（第3因子と第4因子）
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いえない。

このように、若年ドラ

イパーは、四輪群、二輪

群ともに攻撃的な運転行

動と性急的な運転行動が

極めて特徴的に現れてい

る。また、同じ若年ドラ

イパーのなかでも、車種

によってその｛頃向を異に

しており、二輪群のドラ

イパーのほうがより攻撃

的、性急的な行動傾向が

強く現れている。

反対に、運転への集中

欠如傾向と危険性不感傾

向は、四輪群のドライパ

ーに特徴的である。これ

は、車の特性による違い

であると考えられ、ドラ

15 
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イパーの身体が露出している二輪車は、ひとたび

事故が起きるとドライパーも大怪我を避けること

ができないことが多いため、運転に集中せざるを

得ず、また危険を感じることも多いと考えられる。

4 意融と運転行動の関係

これまで運転意識については 3因子、運転行動

については 4因子が抽出され、これらの因子得点

を年齢層別に比較・分析した結果、若年層はいず

れの因子軸においてもプラス側に布置しており、

好ましくない意識、行動の特徴を現していること

が明らかとなった。

そこで、ここではどのような意識をもったドラ

イパーがどのような運転行動をとりやすいかとい

う、意識と行動の関係について分析してみる。

表 3は、運転意識に関する16項目から抽出され

た三つの因子得点（プラスとマイナスに分類）か

ら8タイプに分類したものである。タ イプ 1は、

3因子すべてがプラスの因子得点を示しており、

最も危険な意識傾向をもっ者である。反対にタイ

プ 8は、すべての因子に対してマイナスの因子得

点をもっており、危険な意識傾向の弱い者である。

この 8タイプに分類したものを年齢層別に比較

してみると、最も危険な意識傾向をもっタイプ l

が若年層に多いことがわかる。タイプ 2からタイ

プ 7までは、年齢層による差は小さいが、最も危

険傾向の少ないタイプ8が25歳以上の年齢層に多

く、意識構造面からみても若年層は危険な考え方

をしている者が多いことが明らかとなる（図 9）。

そこで、この 8タイプ別に運転行動の各因子得

点を算出して因子空間にプロットしてみると、若

年層に特徴的であるタイプ 1は攻撃的傾向、性急

的傾向、運転への集中欠如傾向、危険性不感傾向の

いずれもがプラス側の高得点を示しており、普段

から危険な運転行動をとっていることがうかがわ

れる。反対に高年齢層に多いタイプ8は、いずれ

の運転行動因子においてもマイナス側にあり、相

対的に危険な運転行動が少ないといえる（図10）。

また、運転意識の第 1因子である 「違反容認傾

向」がプラスであるタイプ 1からタイプ 4までの

表3 運転者意践の因

子分析結果によ

るタイプ分類

タイプ
第 1因子 第 2因子 第3因子

逮反容認 運転軽視 危険容認

I ＋ ＋ ＋ 

2 ＋ ＋ 

3 ＋ ＋ 

4 ＋ 

5 ＋ ＋ 
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7 ＋ 
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図 9 年齢層別意微行動パターン比率

（第1因子と第2因子） （第3因子と第4因子）
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図 8 年齢層_jjljにみた運転行動の因子分析結果
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（第3因子と第4因子）
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対する過度な価値傾斜が安全意識を後退させ、危険

な運転行動の引き金になっていると考えられる。

運転に対してどのような価値をおくかというこ

とは、運転以外のものに対する価値のおき方との

相対的な問題である。つまり、運転以外に自己を

表現し得る手段を見いだせなければ、車の運転に

より大きな価値をおくことになるし、それ以外に

自己を表現し、実現する手段があれば、運転それ

自体への価値意識は相対的に弱まることになる。

そして、運転以外に自己実現の方向が見いだせる

ならば、事故を起こすことの損失を充分に理解す

ることができ、危険な運転行動も減少すること と

0.6 

図10 運転意後パターンと運転行動の因子得点

分布を見ると、攻撃的傾向、危険性不感傾向の因

子でプラス側に分布しており、特に意識面で違反

容認傾向の強いドライパーは、普段も危険な運転

行動をとりやすいことが明らかであり、意識と行

動が密接に関連していることを示唆している。

若者は、「スピードを出しでも機敏に行動すれば

危険ではない」、「見通しのいいところでは一時停

止しなくてもよい」、「違反と事故は無関係」等の

項目に見られるように、違反行為を容認する意識が

強い。また、「運転は機敏に行動できるかが重要」、

「運転は慣れれば簡単なもの」と理解しており、

運転を軽く考える意識も強い。

さらに、「運転に多少の危険はっきもの」、「事故

が起きるのは運が悪いから」と考えており、自ら

の努力で事故を防止するという意識の低いことな

どが明らかとなった。そして、これらの意識のなか

でも、特に違反を容認する意識傾向が危険な運転

行動と強く関連していることが確認された。

このような意識が運転行動に結び付く背景には、

若者の運転に対する認知構造（価値観など）が重要

な役割を果たしているように思える。彼等は、車

を単なる移動の手段として見ておらず、運転する

こと自体に楽しみを見いだしており、「人より速く

走れる技術を身につけたい」、「友人との付き合い

で車は欠かせない」と考える傾向も強く、車を単

なる交通の手段としてよりも、自己表現の重要な

手段として認知している。このような若者の車に

0.4 -0.4 0.2 0 0.2 
第2因子（性急傾向的因子）

まとめ

なる。

このように若者の認知機造を変化させることに

より、好ましい運転行動への自己改善が可能にな

ると考えられる。

若者にどのような自己実現の機会を与えるこ と

ができるか、また、若者自身がどのような自己実

現の場を見いだすかは、単に交通の問題だけでは

なく大きな社会的な広がり をもった問題として、

家庭、学校、社会等が一体となって真剣に取り組

んでいかなければならない重要な課題であるとい

たくや／自動車安全運転セ ンター調査研修部）
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自動車安全運転センタ一 平成元年3月
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I はじめに

我が国の産業経済の高度成長は、商品流通量の

飛躍的な増大をもたらし、貨物輸送量を著しく伸

長させた。このような背景のもとに、陸上輸送の

主役的存在としてトラック輸送が産業経済の発展

に大きく貢献していることは事実である。

交通を手段とする以上は、当然、能率的かつ経

済的であることが要求され、そのためにより迅速

に、そしてより大量輸送の方法が試されてもきた

ところである。

（億ト ンキロ）
2,500 

内航海運

2,000 

1,500 

1,000 

国内航空（×10)

鉄道 ，，，， 
500-i . . . -----

二H・a・r-:’F----- ... 

。
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62年度

台数
（万台）
5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

貨物自動車の
週積載の現状と
亥通事故

秋葉和巳

その結果、輸送の長距離化と車両の大型化が一

層進み、重大な交通事故の発生や、道路における

市民生活の平穏を直接的に脅かす震動、騒音等の

交通公害を生み出していることは、見逃してはな

らないことである。

交通ルールの遵守や運行管理を含めた安全対策

の面においては、それなりの改善努力が続けられ

相当の効果をあげていることは認められる。 しか

し、一部には「過積載は、現代社会の必要悪であ

る」として過積載運行を指示し、輸送費用の削減

を図ろうとする経営者がいまだに存在する。一般

交通の場にきわめて危険な要素が潜在していると

。 昭和田 59 60 61 62 63年

図｜ 輸送機関別貨物愉送置の推移（昭和53-62年度）

注 l 運鎗省資料による

2 トンキロとは、繍送量を表す単位で、 1トンの貨

物を 1キロメートル輸送すれば、1トンキロである

図2 自動車保有台数の推移 （各年12月末現在）

注 l 運輸省資料による

2 第1種および第2種原動機付自転車ならびに小型特殊自動車を除く
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とが予想されるので、その実情等を追ってみるこ

ととする。

2 自動車輸送量と

自動車保有台数の伸び

運輸省の統計資料によると、昭和62年度の自動

車による貨物輸送量は約 2,241億トンキロで、前

年度に比べ約79億トンキロ（3.7%）増加し、圏内貨

物総輸送量の50.2%を占めている。

過去10年間の輸送機関別貨物輸送量の推移をみ

ると、昭和62年度の鉄道による輸送量が、昭和53

年度に比べ49.2%減少しているのに対し、自動車

による輸送量は43.6%の増加となっている。

今後は、車両の大型化と道路網の整備が進むに

つれ、自動車による貨物および旅客の輸送は、さ

らに量的拡大が進むものと考えられる。

また、我が国の自動車保有台数は、昭和63年末

現在で約5,516万台となり、前年に比べて約275万

台（5.2%）増加している。

軽自動車を含め貨物自動車も逐年増加を続けて

おり、貨物輸送業務の増進に寄与している。

3 過積載（重量）違反の現状

1) 過去5年聞の過積載違反取締り状況

警察の資料によれば、過積載としての取締り実

施車両台数は暫次減少しているが、昭和63年中に

’89予防時報159

状況にある。

2) 車種（用途）別の違反状況

前記表 1について、さらに、昭和63年中の車種

（用途）別違反の実態を調査したところ、次のよう

な結果が得られた（なお、特別手法による集計の

ため、統計数字に若干の差異があるので承知願い

たい）。

ア 取締り実施台数に占める違反率は、自家用車

両が38.3%に対し、営業用車両が37.0%とほと

んど差がない。

イ ダンプカーが、 27,905台（全体の29.4%）で最

も多く、次いてい木材運搬車の 9,358台、保冷車

の 4,675台、冷凍車の 3,859台、コンクリート

ミキサー車の 725台の順となっている。

ウ これを取締り実施台数に対する違反率でみた

場合には、ダンプカーの67.8%を筆頭に、木材

運搬車35.8%、コンクリートミキサー車23.8%、

冷凍車、コンテナ車の順となる。

エ さらに、 5割以上積載制限を超えている状況

を車種別にみると、ダンプカーの85.3%を最高

に、コンクリートミキサー車67.2%、木材運搬

車67.1%、保冷車59.4%、冷凍車59.1%、鋼材

運搬車56.3%、コンテナ車53.2%の順となり、

総計でも67.1%の高率を示している。

以上の諸点から考察すると、積載状況が外観か

ら見えるダンプカ一、木材運搬車等の違反件数が

多いことがわかり、一般交通への危険性、国民の

要望に沿った取締りの結果がうかがえる。

ついてみると、車両約25

万台中38.6%が違反をし

ていたということであり、

過去 5年間では、最も高

率な違反割合となってい

表 l 過積載取締り状況

る。

同年中、全国における

道路交通法違反総件数約

1,100万件中0.9%に相当

する違反となるが、重量

超過が 5割以上に及ぶも

のが65.2%を占めている

；示取締りを実 過積載検挙一
施した台数 総件数

違反率

昭和59年 332,507 
103, 233 

31.0 (loo) 

昭和60年 331,919 
106, 756 

32.2 
(100) 

昭和61年 331, 704 
101,576 

30.6 
(JOO) 

昭和62年 288,090 
99,512 

34.5 
(JOO) 

昭和63年 252,002 97' 199 38.6 (JOO) 

注1 （）は、過積載総件数中に占める割合（%）である

5割以上
5割未満 10割以上

10劃未満

36,564 44,654 22,015 
(35.4) (43.3) (21.3) 

月7,267 45,610 23,879 
34.9) (42. 7) (22.4) 

35,824 44,010 21, 742 
(35.3) (43.3) (21.4) 

35,131 42,230 22,151 
(35.3) (42.4) (22.3) 

33,817 41,241 22,141 
(34.8) (42.4) (22.8) 
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一方、保冷車やコンテナ車等の積載物が外から

見えないパン型貨物車両についても20%以上が違

反しており、事故防止の観点からは注意を要する

ところである。

3) 過積載造反の背後責任検掌状況

重大交通事故の誘因となる過積載違反運行につ

いては、個々の運転者に対する処分にとどまるこ

となく、その背後に潜在している荷主や運送事業

者等の背後責任を追及し、関係業界の体質の改善

を図っていくことが望ましいところである。

昭和63年中間違反の背後責任検挙は、下命・容

認で 478件、両罰規定で 3,123件、教唆ほう助で

54件あり、さらに、自動車の使用制限処分を51件

125台に対して実施している。

悪質・危険性が著しく、他人への迷惑度の高い

交通違反を重点に取締りを行うことは当然なこと

であり、このような意味からすれば、過積載違反

は、さらに取締りの強化カ宅室まれるところである。

4 過積載が勝因となった重大交通事故

平索、一般交通のなかに含まれて運行している

表2 過積般の車種別、用途別取締り状況

自家用

過積載違反車両の多いことの実態を述べてきたが、

この種車両の通行頻度に比較して、過積載が直接

の原因となった交通事故の発生は統計上は割合に

少ないのが現状である。

不適切な運行管理等から生ずる居眠り運転、わ

き見や車間距離不保持、その他安全運転義務に違

反した運転によるものが多く、過積載はその誘因

とされている例がほとんどである。

しかし、明らかな重量超過違反を認識しながら

運行する行為は、法無視も甚だしく、車両走行中

の不安定や緊急時における制動機能の減殺等によ

り重大事故をひき起こしている例が多い。

〔事例 1〕

一一踏切で立ち往生のトレーラーと電車衝突

昭和60年 8月某日の午前 7時過ぎ、福岡市西区

の旧国鉄筑肥線路切において、大型トレーラーと

電車が衝突し、約 250人の重軽傷者をだし、地域

の交通を大混乱に陥らせた事故の発生があった。

この事故は、岡市内に所在する運送会社の大型ト

レーラーが、制限積載量25トンのところを大幅に

超える44.3トンの杭打機を積載して同踏切を通過

しようとしたが、その荷重によりトレーラー荷台

昭和63年中

よトご区 取締り実施
営業用 過 積 載

した台数 5割未満 10割未満 10割以上理I)

冷凍車
自家用 7,566 1,503 566 634 303 

営業用 11,246 18,812 2,356 3,850 1,014 l，見。 994 1,628 348 651 

保冷車
自家用 19,992 1,839 671 785 383 

営業用 II, 134 31,126 2,836 4,675 1,227 1,898 1, 120 1,905 489 872 

コンクリート 自家用 1,407 371 117 171 83 
ミキサー車 営業用 1,638 3,045 354 725 121 238 .172 343 61 144 

ダンプカー車
自家用 33,686 18,106 3,304 7 ,269 7 ,533 

営業用 7 ,502 41, 188 9,799 27 ,905 802 4,106 8,599 15,868 398 7,931 

コンテナ車
自家用 1,147 237 97 116 24 

営業用 2,103 3,250 252 489 132 229 99 215 21 45 

木 ＋オ
自家用 13,645 5,553 1,559 2,420 1,574 

営業用 12,482 26, 127 3,805 9,358 1,524 3,083 1,493 3,913 788 2.362 
そ積

自家用 668 114 50 48 16 
の織 鋼 材

営業用 692 1,360 85 199 37 87 35 83 13 29 

他4主~ 物貨
米・飼料

自家用 809 Ill 50 43 18 

車別
営業用 お4 1,373 75 186 46 96 26 69 3 21 

その他
自家用 57 ,364 24,306 7,194 12,997 4, 115 

営業用 68,357 125,721 23,296 47 ,602 11,971 19,165 8,708 21,705 2,617 6,732 

計
自家用 136,284 52,140 13,608 24,483 14,049 

営業用 115, 718 252,002 42 ,858 94 ,998 16,874 30,482 21, 246 45,729 4,738 18, 787 

昭和62年中
自家用 151, 279 54,628 15' 523 23,033 16,072 

営業用 136,811 288,090 41,020 95,648 19,788 35,311 16,259 39,292 4,973 21,045 

注： 本表は、都道府県における過積報取締り実施速報を集計したもので、電算による統計とは若干差異がある
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が下がり、踏切路面に車底部がつかえて動けなく

なり、そこへ通勤客多数を乗せた 6両編成の電車

が衝突したものである。

同トレーラーの最低地上高は、空車時で約24cm

だが、過積載のため19cmまで沈んでいたという。

一方、同踏切の構造は、中央部が最高33cm盛り

上がった状態となっており、同車両の運転者は、

これらの状態に気付いていながらあえて踏切を通

行しようとしたもので、警察および検察庁は、事

故発生の予見可能性は充分存在し、結果回避義務

を怠ったとして起訴した。

その結果、同運転者は、業務上過失傷害、過失

往来妨害、道路交通法違反として、禁闘 2年 6月、

執行猶予 4年の判決が言い渡され、また、同人等

に対し、発後19回にわたって最大積載量を超過し

て建設機械を積載運行させた同運送会社と運行管

理者についても、道路交通法違反で罰金刑が科さ

れている。

道路運送車両法や道路構造令の薗からも幾つか

の問題点が提起されたが、基本の遵守を怠った運

送会社の責任は免れないところであった。

なお、同トレーラーは、道路管理者の通行許可

を得なければ運行できない特殊車両であったが、

この事故を発生させた踏切は、無許可のコースで

あったことも判明している。

重量制限を越えた過積載の大型トレーラーによ

る踏切事故は、全国で、年間数件発生しており、

車両運行および道路通行の両面からの管理の徹底

が望まれるところである。

〔事例2〕

一一ハンドル操作不能となった死亡事故

昭和62年 4月某日午後 5時過ぎ、千葉県旭市の

国道（126号）において、大型トレーラーが道路左

側の縁石にタイヤを乗り上げてハンドル操作が不

能となり、センターラインを超えて右側に暴走、

対向進行してきた普通乗用車に正面衝突し、 18歳

の女性を死亡させた事故が起きた。

事故車両は、事業用の大型 トレーラーであるが、

茨城県の漁港から冷凍サパを積み込み、愛媛県ま

で運搬する途中に起こした事故で、その原因はー
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方的で明白であった。

最大積載量を 2.5倍も超えた約32トンを積載し

て車道片側 3.3m の狭い道路を、時速約50キロで

走行中にハンドル操作を誤ったということである

が、その要因は、トレーラーの冷凍荷箱に無造作

に満載した貨物重量が走行車両の安定を奪い、ハ

ンドルおよび制動能力を失ったための暴走事故と

みられている。

同トレーラーの運転者は軽傷ですんだが、その

春に高等学校を卒業し就職したばかりの前途ある

女性は、帰宅途中一瞬にして命を奪われ、また、

横転した車両や路上に散乱した積載物のために国

道は翌朝まで通行止めとなり、大混乱を生じさせ

たということである。

同国道においては、以前にも冷凍魚を運ぶ大型

保冷車が、下り坂のカーブを曲がり切れずに道路

外に転落し、民家を損壊した事故の発生をみてい

るが、外部から見えないため、これら保冷車によ

る過積載運搬が行われやすく、重大事故の続発が

危倶されるところである。

このような危険な違反を助長する関係者の責任

追及と安全運行管理の徹底が望まれる。

〔事例3〕

一一フェード現象で暴走、乗用車の 5人死傷さす

昭和63年 8月某日午後 2時過ぎ、静岡県小山町

の国道（246号）において、鉄道の廃材レールを満載

した大型トレーラーが下り坂でプレーキが効かな

くなって暴走を続け、やむなく道路左側の法面に

接触させながら停止を試みたが及ばず、ちょうど

坂下の交差点で信号待ちをしていた普通乗用車の

上に積荷ごと転覆した事故が発生した。

緑閣上山点｜ 工場 ｜ 

大型トレーラー

（保冷車）

｛制限速度50km
交通規制｛右側はみ出し禁止

l駐車禁止

図3 交通事故の現場略図
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この事故で、レールの下敷きになった乗用車に

乗っていた墓参帰りの家族 5人のうち 3人が死亡、

2人が重傷を負ったというものである。

調べによると、大型トレーラーの最大積載量を

大幅に超えてレール鋼材を積み込み、下り坂を 6

キロ以上走行したが、エンジンプレーキのみでは

減速し切れずフートブレーキを多用したため、フ

ェード現象を発生させ、命lj動不能に陥ったという

ことである。運転技術にも問題はあろうが。

安全設計された車両構造であっても、基準を著

しく超過した重量には制動能力も耐えられないと

いう実例であろう。

以上、事例 3点とも大型トレーラーによる事故

を紹介したが、いずれの場合も、安全基準を無視

した無謀な積載方法が原因であることは明らかで

ある。

5 過積載の行われる誘因と抑止効果

過積載違反が行われる誘因としては、経済の好

不況が輸送産業に大きく関係し、輸送物資の増加、

貨物自動車の大型化と構造上の耐久性の向上、さ

らには、労働力である運転者不足などが直接・間

接的に影響を及ぼしているものと思われる。

それを、業界関係者の各立場からみると、次の

ような理由があるようである。

( I ) 雇用主・経営者側からの誘因

ア 運行時間の短縮による運送経費の節減と利潤

の増大を図ることができる。

イ 労働時間の短縮によって、人的小規模経営を

もって大口需要に対応することができる。

ウ 運行回数の減少によって、車両台数的にも効

率回転を可能にできる。

エ 雇用人数の減少によって、労務管理上の煩わ

しさを回避できる。

オ 荷主側の要求を満足させるために、やむを得

ず過積載となる場合がある。

カ 交通渋滞や給料の上昇による経済的損失を、

過積載によって対抗する安易な解決策を選んで

いる。
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キ 運送距離が逐次遠くなり、コストが高くつく

傾向にあるにもかかわらず、物品単価は必ずし

もスライドされない。

( 2) 荷主側からの誘因

ア 鋼材等の大型物件を運搬する場合に、これを

分割すると現場で再度組み立てる二重工法とな

り、損失が大きい場合が多い。

イ 運送に長時間を要しては、過積載を容認して

いる他の業者に対抗できなくなる。

ウ 運送契約に当たって、過積載によるコスト節

減をあらかじめ折り込んだ運賃積算となってい

る例が多い。

エ交通事故、騒音、 震動等、運搬中に予想され

る一切の負担は、荷主側にはない。

オ 過積載による一定のサービスを当然視する風

潮がある。

( 3) 運転者側からの誘因

ア 低い本俸と出来高に対応した高い歩合給によ

って相当の高収入が維持できる。

イ 過積載の違反で取締りを受けるのは、雇われ

運転者であり、雇用主からの圧力に屈する弱い

立場にある。

ウ 違反に対する反則金や罰金等の経済的負担は、

雇用主において制度的に肩代わりする仕組みに

なっている例が多い。

工 業界全般にわたって過積載を容認する風潮が

根強いため、善良な運転者が存在しにくい。そ

のため、違反が日常化し、「取締りを受けた者は

運が悪い」「正直者は馬鹿をみる」との思想を生

んでいる。

以上、考えられる各種誘因を挙げたが、関係者

が改善に努力し、過積載を抑止した場合には、次

のような効果が生ずると思われる。

( I ) 雇用主、経営者側に対する効果

両罰規定の適用を含む過積載違反取締りの徹底

により、非近代的な経営の改善を迫り、労働管理、

運行管理の適正化と合理的な採算の保障された正

常な業界の生長発展を促すと考えられる。

そして、一匹狼的な単独経営が困難となり、企

業の組織化が進み、業界の安定が促進される。



( 2) 荷主側に対する効果

重大交通事故の発生が防止される正常な運輸業

界の生成発展は、荷主の貴重な貨物を不慮の事故

の危険から守り、若干のコスト高とはなっても、

運賃の安定性が保障される。

( 3 ) 運転者側に対する効果

遵法精神を植え付け、重大な交通事故の発生か

ら運転者自身を守ることができ、また、疲労、酷

使等不利な労働条件から解放される。

そして、賃金体系の正常化により、高額な実収

入は望めないものの、安定した賃金確保が可能と

なる。

( 4 ) 公共的な効果

過積載による車両の不安定、制動機能の減殺、

踏切等の一時不停止などに起因する重大事故を防

止し、震動、騒音、排気ガス等の公害を減少させる。

また、道路損壊、汚れ飛散、貨物の転落等を防

止し、道路の保全と安全な交通が確保できる。

6 過積載を防止する方策

警察による街頭での指導取締りと背後責任の追

及をより強力に推進することは当然であるが、違

反の根源が産業構造のひずみにあることは、単に

取締りのみによっては防止・排除できるものでは

なく、これと相まって各般の行政施策が一体的に

推進されることが望ましいと考える。

1) 適正な符政処分

背後責任追及に当たっては、雇用者等に対する

刑事処分のほかに行政処分が適正に行われる必要

がある。

事案を取扱った警察は、速やかに関係行政機関

である運輸省陸運支局や労働基準局等に通報（知）

し、これを受けた各行政庁が、処分なり指導を適

切に行うことにより一層の予防効果が発揮される

ものと恩われる。

2) 道路管理者による指導

道路法によれば、一定基準を超える構造の車両

に対する通行の禁止 ・制限と、特殊貨物の積載車

両に対する通行許可は、道路管理者の事務とされ
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ている。

道路の構造を保全し、または交通の危険を防止

するための行政措置ということであるが、大型車

両による陸上輸送時代に最も有効的な規定と恩わ

れるので、その指導に期待がもたれる。

また、固定式重量計の設置により、通行車両の

重量測定を行い、過積載抑止の実績を挙げている

とのことであるが、その効果も大きいと恩われる。

3) 賃金体系および労働条件等の改善

歩合給制度等にみられる賃金体系や傭車制度、

過重な労働条件などが過積載違反の誘因の一つに

なっているところから、適正な賃金体系の確立、

輸送コストの安定、運転時間の短縮等の労働条件

の改善を図るため、さらに、関係機関の指導が望

まオlる。

4) 各種協会による指導

トラック協会、建設業協会、採石業協会その他

各種協会においては、交通事故防止のための活動

を続けているところであるが、さらに、過積載に

至る誘因の排除および安全運転励行等についての

指導を強化し、違反や交通事故の防止に努めるこ

とが望まれるところである。

7 おわりに

最近における過積載違反の実情と交通事故の発

生事例、違反に至る誘因と抑止の効果、違反を防

止するための方策等について述べたが、平素、私

どもが何気なく行きかう車両のなかには、大変危

険な状態がi替んで、いることを理解していただけた

ことと

交通事故の当時者にならないという保障はどこ

にもなく、事例で説明したように、出勤途中の電

車内で、あるいは家族連れで墓参帰りの乗用車の

中にいて大惨事に巻き込まれ、大勢の人が死亡・

重軽傷を負っている。

このような悲惨な交通事故の発生を防止するた

めに、過積載を容認する風潮を排し、違反に対し

ては厳しい目を向けていく必要があろう。

（あきば かずみ／警察庁交通局交通指導課）
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ジャンボ機ことボーイング 8747旅客機は1969

年の初飛行から20年になり 、すでに 720機以上が

飛行し、受注機数は 900機を超えている。21世紀

まで飛ぴ続け、航空機の歴史のなかで傑作機のベ

ストテンに残ることは確実である。

8747は第 3世代のジェット旅客機といわれる。

第 1世代は1950年代半ばに就航したボーイング

8707、ダグラス Dcsに代表され、それまでのレ

シプロ機の約 2倍のスピードが特色だが、システ

ム的にはレシプロ時代と共通部分がある。たとえ

ば操縦は油圧システムによるが、トラブルが発生

したときのため、従来どおりのケープルがパック

アップとして残されていた。第 l世代ジェット旅

客機が墜落したり大破して機体を失う全損事故の

発生率をみると、 100万回の飛行について 8707も

DC8も約 5固という結果がでている。

第 2世代は1960年代後半のボーイング8727、B

737、マクダネルダグラス Dc 9といった機種で、

油圧システムも 2重、 3重にすることで旧式部分

を省いている。各システムの自動化が進むととも

に、ジェットエンジンの信頼性の向上が大きい。

全損事故は 100万回飛行で約2.5回に減っている。

第 2世代の自動化、エンジンの信頼性向上の上

に生まれたのがジャンボ機を中心とする第 3世代

のジェット旅客機で、ワイド ・ボディ時代が始ま

る。 8747はケネディ大統領がメーカーに競争設

計させた戦略輸送機計画の、民活’というべきもの

である。ボーイング社はロ ッキード社に破れたが、
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ジャンボ旅客機の聾備方式

その変遷と現状

鍛治壮一

その技術を巨人旅客機に転用する。 INS （慣性

航法装置）の採用、 シス テムの多重装備、燃料消

費率がよく騒音も低いフ ァンエンジンが第 3世代

を支えている。閉じく全損事故発生率は 100万回

飛行に約 1.7回にとどまっている。

だが、最近起きたショッキングな航空機事故は、

航空機の故障と整備の不備が直接の原因であった

ため、改めて機材と整備の現状について航空会社、

監督官庁、メーカーから再検討の声があがった。

ショッキングな出来事とは、 1985年 8月12日の

日航ジャンボ機の墜落事故（520人が死亡）、1989年

2月24日のユナイデッド航空ジャンボ機の胴体外

板が破れ飛ぴ、乗客 8人が空中に投げ出された事

故である。この様相の異なった二つの事故には、

金属疲労、整備点検の不備という共通点があった。

しかも、単に 2件にとどまらず、大事故に至らな

いまでも、同じようなトラブルが多発しているこ

とが、時間とともに明らかになった。

いま、 8747ジャンボ機がどう整備されている

かを理解するため、旅客機の整備方式の変遷をみ

てみよう。

旅客機の整備方式の変遷

ハードタイム整備

航空機は、それがどのように設計され、製造さ

れたかによって、それぞれがもっ信頼性が違って

くる。整備の直接の目的は、この製造したときの



信頼性を、いろいろな検査や修理という整備で維

持することである。また、その信頼性が満足でき

る水準にないときは改修して、その水準を向上さ

せ、航空機の安全性を保つことである。したがっ

て、笠備方式は航空機の安全性、信頼性の向上と

連動して移り変わってきた。

1903年にライト兄弟によって初めて動力飛行に

成功し、第 1次大戦後に民間航空が誕生する。第

2次大戦直後までの旅客機は、現在からみると機

体もエンジン も信頼性が低く、飛行中に機材上の

トラブルが発生したとき、それをカバーするパッ

クアップ・ システムもなかった。このため、安全

を保つには航空機の各部品の信頼性によるしかな

かった。機体にしろエンジ ンにしろ、各装備品に

ついて使用時間を定めておき、その使用期限のく

る前に分解整備、チェックや新品と交換すること

にした。

つまりオーバーホールであって、 DC3は約3,000

飛行時間ごとに実施された。戦後のダグラス DC4 

や最後のレシプロ機といわれたDC6B旅客機の

整備も同じ考え方で、機材の進歩でDC4が8,000

飛行時間というように、オーバーホールの間隔が

のびただけである。 しかし、完全なオーパーホー

ルは 1機に何か月もかかり、作業量が集中するた

め運航と生産管理のやりくりが難しくなる。この

ため機体の各部を分割して少しずつオーパーホー

ルする方法が採られるようになる。プログレッ シ

プ ・オーパーホールと呼ばれるもので、 DC4な

ら間隔が 1,000時間から 2,000時間ごとに 1か月

程度ずっかけてオーパーホールした。

いずれにしてもオーバーホールは、航空機のシ

ステムが現在のように 2重、 3重となっていない

時代の基本的な整備の手法だった。各部材は一定

の期間を過ぎると故障率が急激に高くなるから、

その前に交換するのが、最も効果的な整備だとし

た。 これは 、予防墜備砂である。

オン・コンディション聾備

次にでて くるのがオ ン ・コンディ ション、通称、

オンコンと呼ばれる整備法である。

故障の多発を予想して一定の期限で部品を交換

してきたが、実際には故障の発生がこの寿命期間

とずれたり、まったく関係なく故障が発生するこ
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とがわかってきた。順次に部品が交換されていく

ため、全体としての故障発生率が一定の時間後に

急増することなく、漸増傾向もみられた。さらに、

オーバーホール直後の初期事故が意外に多いこと

に気付いた。調子の良いエ ンジンを、定められた

時聞がきたためオーバーホールしたが、その直後

の飛行でトラブルが起きるというケースだ。たと

えば、部品がある程度使用されてナ ジミができて

いたのに、オーバーホールで新品に交換してしま

い、かえってギク シャクしてしまうというもので

ある。

一方、戦後のジェット旅客機時代に入り、航空

機そのものの設計思想が変わってきた。フェール・

セーフとシステムの多重化である。フェ ール ・セ

ーフの例は、飛行中に胴体外板にクラ ックが発生

したとしても、小さくとどめて大事に至るのを防

ぎ、安全に着陸できるような設計である。システ

ムの多重化には、たとえば操縦を行うための油圧

システムがある。一つの油圧システムが故障、あ

るいは破壊されても、 他の油圧システムがカバー

するため 2重、 3重装備が採用され、 B747では

1部で4重になっている。

こうした背景をもとに1950年代後半からオ ン ・

コンディ ションによる整備の導入が始まった。オ

ーパーホールを繰り返すだけでなく、機体の各部

やシステムに一定の検査期間を定め、その状況を

チェ ック し、コ ンディ ションによって修理や交換

が必要と認めたら実施する。オン ・コンディ ショ

ン整備は装備品からスター卜したが、やがて構造

部分にまで進んでいく。

しかし、オン ・コンディ ションも予防整備の考

え方であり、ハードタイム方式のオーバーホール

笠備と併行して実施されていた。

日本航空は1960年（昭和35年）に初めてジェット

旅客機Dc 8を就航させ、昨年まで使用してきた。

そのDCBの導入時の具体的な整備状況をみてみ

ょう。

飛行前点検＝ T整備ともいわれ、毎飛行前に行わ

れる。全般的な外部点検、燃来持南給、タイヤ圧

の点検、機内の清掃、前の飛行で気付いた小さ

なトラブルの調整や修理を行う。

A整備＝25飛行時間ごと。エンジン、灘、脚、胴
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メリカを中心に発展してきており、アメリカ以外

の国の民間航空、航空行政当局も FA Aの規程に

準拠する結果になっている。実際問題として FA 

Aの規準に触れる外国機がアメリカから就航拒否

されるケースもある。 したがって、日本政府も日

航、全日空らも MR Bに基づく FA Aの審査を受

けることになっている。

MR Bはこれまでのハードタイム、オ ン・コ ンディ

ション整備のほかに新たにコンディ ション ・モニ

タリング方式を整備プログラムに採用している。

サブシステムや装備品について、これまでのよう

に使用期限を設けず、その状況や故障の発生具合

を継続的にモニターする方式を承認したのである。

たとえは、ジャンボ機で直接の飛行安全には影

響のない客室の照明のコント ロールスイ ッチ類な

どは、壊れるまで使う。ただし、その壊れ方や使

い方をモニターする。つまり、常にコントロール

スイッチをモニターし、必要と判断したら改善措

置をとって、それぞれの信頼性を向上させていけ

ばいい、という考え方である。

コンディション・モニタリ ング方式の整備による

主なものは航法装置（レーダ一、慣性航法装置な

ど）、 与圧装置で、故障しても飛行安全（耐空性）上

問題がない装備品で、トラブルが起きたとき交換

すればいい。MRBでもオン・コンディションとされ

るのは、機体の構造部分、エンジン、操縦コント

ロール・ システム、発電機などである。 また、ハー

ドタイムとして定時交換が義務づけられたのは、

油圧ポンプ、着陸装置、燃料ポンプなどである。

しかし、 ジャンボ機になって、 T、A、B、C、D

（オーパーホール）繋備のうち、 Dがなくなり、新

体など外部状態を点検する。

B整備＝ 120飛行時間ごと。外部だけでなく、エン

ジンや補機類、 脚、昇降舵など動翼部分など必

要に応じて内部までチェックする。

C整備＝330飛行時間ごと。機体やエンジンに設け

られている点検孔から各システムの機能テスト、

行動テストを点検。各システムの配線や配管を

検査するなど、かなり細かい検査を実施する。

D整備＝4,000飛行時間ごと。いわゆるオーパーホ

ールである。

このA、B、C、D各整備の間隔は、機材の構造、

装備品、システムの信頼性が向上するにつれイ ン

ターパルが長くなる。また、機種によって異なり、

一般的に新しい機種ほど長くなっている。上記の

日航Dc 8も30型、 50型、 60型と新しくなり、最

終段階では、 A整備 100飛行時問、 B整備 500飛

行時問、 C整備 2,000飛行時間、 D整備15,000飛

行時間と約 4倍にのびている。

コンディション・モニタリング方式

1970年のB747ジャンボ旅客機の就航を前に、

これまでの整備の考え方を変えることになる。 も

ちろん第 1世代のDc 8、B707に続いた第 2世

代の 8727や8737、あるいはDc 9の整備から新

しい方式や考え方が一部で採用されていたが、そ

の集大成を目指したのは、やはり ジャンボ機から
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である。

就航 2年前の1968年、メーカーのボーイング社、

発注した航空会社と FAA（米連邦航空局）が集ま

り、 MS G （メンテナンス ・ステアリング・グルー

プ、繋備方式検討会）が聞かれた。実際の主導権

を握ったのは開発中のメーカーのボーイング社で、

ユーザーの各航空会社も要望を出しているが、形

の上では FA Aが責任者である。ここでMSG-1 

という新しい整備方式が検討された （後にMSG 

-2がDc 10とロ ッキード L1011用に、MSG-3 

がB767用に開発される）。

この結果がFA AのMRB （メンテナンス ・レ

ビュー・ボード、整備方式審査会）レポートとし

て発行された。ジャ ンボ機の整備方式はこれを基

準として、 FA Aが各航空会社から出されたプロ

グラムを審査し承認することになった。

戦後の国際航空路、ジェット旅客機の生産はア
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たにH整備が導入されている。 Hはホスピタリゼ

ーションの略で、オーパーホールではない。従来

のA-D整備が一定の時間ごとに実地されたのに

対し、 H整備は特定の時間制限がついていない。

日航のジャンボ機の場合、A整備は250飛行時間ご

と、 B整備は1,000飛行時間ごと、 C整備は3,000

飛行時間ごとになっていたが、 H整備は、これら

の定期整備では実施困難な修理が、ある程度以上

に蓄積されたときや緊急度をもったときに実施さ

れる。この結果、 H整備のタイミングを選択する

ことができ、運航計画や整備計画にフレキシビリ

ティを与えることも可能となった。

信頼性管理に基づく整備

H整備という名で、ジャンボ機から従来のオー

バーホール（ D整備）を廃止するに当たって、 MR 

B、つまり FA A、メーカ一、航空会社は、もっと

積極的な理由づけをしている。これが信頼性整備

方式やサンプリング方式と呼ばれる考え方である。

まず、 D整備というオーバーホールは、第 2世

代のジェット旅客機B727や新型化された第 1世

代のDC8ではすでに当初のような完全な総分解

を実施しないようになっていた。 D整備といって

もサンプリング的な整備であって、とれまでのよ

うな本格的なオーバーホールは 4回目のD整備で

実施するようになっていた。もし20,000飛行時間

ごとに D整備をするなら 4回目の80,000飛行時間

目のD整備で完全なオーパーホールをしたのが、

B 727や後期のDC8の実状だった。

サンプリング検査というと一般社会では、手抜

き。のようなニュアンスをもつが、メーカーや航

空会社は、その逆だと説明する。 D整備にしろH

整備にしろ、機体の内部構造に関する飛行安全に

直接関係のある部分を対象にしている。

「Dc 8でもサンプリング検査的なことをやっ

てきた。その機体を80,000飛行時間たって内部構

造までチェックするのと、サンプリング方式で、

もっと飛行時間の少ない機体を含めてチェックす

るのと、どちらがいいか。ベーシックな守るべき

期間はあるが、サンプリング検査の方がベターで

ある」という。

日航のジャンポを例にとると、内部構造まで徹

底的にチェックするリミットは 100,000飛行時間
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となっている。しかし、サンプリング検査方式を

採用しているから次のようになる。

平均して、 20,000飛行時間飛んだジャンボ機の

20%の構造についてサンプリング検査を実施する。

もし該当するジャンボ機が10機あったら20%に当

たる 2機分（ 2機ではない）ということになる。

サンプリング検査は 1機まるごとでなく、 1機を

5区画に分けてチェックする。つまり、 5機につ

いてそれぞれ異なったチェック区画をすれば 1機

分となる計算だ。 「こうしたサンプリング検査方

式の方が、より安全性を維持できる整備だ」とい

う考えである。

信頼性整備について、日航ジャンボ機事故をキ

ッカケにその是非が問われた。正しくは「信頼性

管理に基づく整備である」であって、これはハー

ドタイム整備やオンコン整備であろうと、コンデ

ィション・モニタリング整備であろうと、常にそ

れらの状態をモニタ一、監視して、整備の項目や

内容を改訂していく整備である。抽象的でわかり

にくいが、先に触れた 3つの整備手法をモニター

し、うまくミックスさせることにより、相乗効果

を生み出す。これで、安全維持について効果的で

かつ経済的な整備が可能だという理論である。

なぜニつの事故は起きたのか

さて、以上みてきたように、プロペラ機、ジェ

ット旅客機、そして大量輸送の花形 ・ジャンボ機

に至って、整備手法も熟成され、信頼性管理によ

る整備、あるいはサンプリング検査方式、 FAA  

による整備の基本MRBも確立したかに思われた。

しかし、設計と整備（本来、一体不離なものであ

る）に起因するショッキングな大惨事は起きたの

である。まず日航ジャンボ機事故の原因から分析

してみる。

事故を起こしたジャンボ機は 8747SL-100型

JA 8119号機（以下 JA8119）で、大島付近の上空

約 8,000m を飛行中、与圧されている客室の後部

与圧隔壁が破れ、その勢いで垂直尾翼の一部を吹

き飛ばすとともに、操縦のための油圧系統4本を

すべて破壊した。このため JA8119は操縦不能と

なり、約32分後に群馬県の御巣鷹山に激突する。
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与圧隅壁がなぜ破壊したかに疑問が集中したが、

この JA8119には、その 7年前に、大阪空港で着

陸時に胴体後部を滑走路にぶつけるという、しり

もち事故。の前歴があった。 JA8119は現地で仮

修理のあと、羽田の日航格納庫でボーイング社の

修理チームにより本格的な修理が行われた。修理

は後部与圧隔壁の下半分を新品と交換し、上下の

隔壁をリベットで継ぐ方法がとられた。

運輸省の事故調査団が調べたととろ、この継ぎ

方に重大なミスが発見された。簡単にいうと、上

下の隔壁は 2~1］ のリベットで継がれるべきところ、

一部で 1列しかリベットが打たれていなかったの

だ。外見上は 2列でも、 1列は裏の補強板から外

れ、何の役にも立たない、いわば、飾り釘かのよ

うなものだった。

航空機は通常の飛ぴ方に対して充分なマージン

を持った強度で設計されている。しかし、軽量化

が前提だから、必要以上の強度はない。 2列のリ

ペッティングを 1列にしては設計強度を維持でき

ない。このため JA8119は、飛行のたびに修理し

た与圧隔壁とリベットに異常なカが加わり、小さ

なクラックが発生、やがて運命の1985年 8月12日

午後6時24分、爆発的な隔壁の破壊となった。

問題は、なぜボーイング社の修理ミスに日航の

担当者と航空局の検査官が気がつかなかったか、

なぜその後の整備でクラックを発見できなかった

か、の 2点である。

法的責任論は別にして、前者は FA Aから特に

権限を与えられているボーイング社の修理チーム

の仕事であり、また、リベットを打ったあと防腐

剤を厚く塗るため、防腐剤をはがさない限りミス

を発見できない。後者について、 JA8119は最後

に 3,000時間ごとのC整備を受けてから 1,700時

間余飛行し、着陸回数は 1,240回だった。このC

整備で与圧隔壁のクラックに気づいていない。

事故調査報告書によれば「修理ミスをした付近

に、長さ llmm以下のクラックが数か所生じていた

可能性がある」と推定している。C整備でこの部

分のチェックは目視検査という肉眼によるもので

ある。さらに、同報告書は「クラックを発見でき

た確率は14～60%」と推定している。思I]の表現を

すれば「40～ 86%」は発見できないということだ。
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しかし、この発見率は、与圧隔壁の修理部分を特

に細かく目視検査したときの確率であって、一般

的な目視検査では、この程度の大きさのクラ ック

の発見確率は数%になってしまう。 FA Aのデー

タでは、特定部分を指定しないで目視検査をする

場合は、 25mmのクラックでも発見率は 5～ 50%で

ある。

それでは、与圧隔壁の修理という、人間でいえ

ば大手術を受けた JA8119を、その後の整備で、

なぜ特別な配慮をしなかったのか、という疑問が

残る。その理由は、修理には仮修理と恒久修理の

2つがあって、 JA81l9の修理は後者になる。恒

久修理を行えば、機体構造は完全に設計強度へ戻

ったことを意味し、次の定期点検でも特別配R響、は

しなくてもいい、という考え方だからだ。

結論すれば、ジャンボ機になって採用された整

備方法は、ジャンポ機が設計どおり製造され、修

理されていることが前提になっている。しかるに

ボーイング社の行った与圧開壁修理ミスは、整備

の常識を著しく逸脱した、故意またはサボタージ

ユとみられるほどズサンなものだった。 したがっ

て、その後のC整備でも発見できず、またクラッ

クを 1区画にとどめておくフェール ・セーフ設計

をも無力にしてしまったのである。

この 2月、ユナイテッド航空のジャンボ機の胴

体に大きな穴があき、乗客 8人が行方不明になる

惨事は、経年機の金属疲労問題をクローズア ップ

することになった。メーカーが設定している旅客機

の寿命は、一般的に20年の運航、飛行回数20,000

回、飛行時間60,000時間である。この期間は通常

の運航と整備を続けていれば、特にコストのかさ

む改修は必要なく、経済的に運航できるという考

えである。 もちろん部品の更新などにより、旅客

機の寿命はもっとのぴるものである。いま、ジャ

ンボ機でもっとも長く飛行している機体は25,000

回を超えている。

だが、こうした極端に長い経年機に限らず、実

は数年前からジャンボ機に予想以上の金属疲労に

よるクラックが発見されていたのだ。それは特に

セクション41と呼ばれる機首の操縦室付近に集中

している。原因は幾つかあるが、その一つは、ボ

ーイング社が開発段階でジャンボ機の疲労テスト



を設計寿命と同じ20,000

回しか実施していなかっ

たことが挙げられる（昨

年暮から追加テストを行

った）。他の機種では設計

寿命の 2倍か、それ以上

を実施している。

進む機体改修と新整備方式

M 

’E 

国際線使用機
貨物専用機

備
国内線使用機

c 
型量

備 国際線使用機
貨物専用機

国内線使用機

こうした実情に対し、 FA A、ボーイング社、

航空会社は、 10か月にわたってジャンボ機の改修

計画について協議し、この 5月、 FAAは機体改善

命令を出した。その内容は B727、B737を加える

と160項目、 1,300機が対象になる史上最大の規模

である。ただし、経年機のトラブルがかなり前か

ら起きており、 FAAや日本の航空局もそのつど

緊急点検を指示してきた。また、これとは別に、

航空会社は、自発的H に整備間隔の短縮、項目の

強化などを実施している。 5月の機体改善命令の

内容は、日航と全日空のジャンボ機では、すでに

改修ずみという事実が、この間の状況を示してい

るだろう。

ジャンポ機の整備方式についても、応急処置的

でない、もっと根本的な見直しが必要である。特

に、 JA8119事故を起こした日航は急務と感じて

いた。このため、社内に整備方式検討委員会をつ

くって案をまとめ、運輸省航空局と FAAへ申請、

4月28日付けで認可を得た。大要は次のようなも

のである。

新整備方式の主眼は「経年機への対応を考慮し、

機齢に応じた整備」 「国内線・国際線の差など使用

条件に応じた整備」「過去19年間の使用経験を反映

した整備」となっているが、一番大きな変更は、

H繁備に代えM（メジ ャー）整備を設けたことだ。

またM整備・ C整備とも次のように整備間隔を短

縮している。（表参照）

M整備はかつてのオーバーホールではないが、

かなり大規模に強化された内容をもっている。現

行の整備に新しく加わるプログラムはこうなる。

① 新胴体検査プログラム
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No. IとNo.2M筆備 No.3とNo.4M盤側 No.5 M聾備以降

5年 4.5年 4年

4.5年 4年

Na2 M盤側以降 Nu4 M盤備または機齢

No.2 M整備まで No.4 M整備または機齢 16年いずれか早い方以降

16年いずれか早い方まで

4,000時間 3,500時間
3,000時間または14か月
（いずれか早い方）

3,000時間 3,000時間または14か月 （いずれか早い方）

10,000飛行回数を超える機体の桐体の検査域を

拡大していき、 20,000飛行回数までに与圧胴体内

部構造を全部検査する。

②領域構造の追加検査プログラム

H整備にはなかったもので、主翼タ ンク内の構

造などこれまでサンプリ ング検査、腐食検査のー

っとして実施されていたものを、 10年以上の経年

機に対し、つまり 3回目か 4回目のM盤備で全機

を検査する。

③ ゾーナル検査プログラム

これまでワイヤ一、パイプなどを システムごと

に機能検査していたが、やはり10年以上の経年機

は、その区画にあるすべてのシステムについて目

視検査をする。

④試験飛行プログラム

M整備後に、経年機のため飛行特性に変化がで

ていないか、また、地上では確認できない機能（ヒ

ドン・ファンクション）を調べるため、サンプリン

グによるテスト飛行を行う。

恐らく現在の時点では、この日航のジャンボ機

墜備方式が、世界の航空会社のなかでもっともシ

ビアなものである。メーカ一、監督官庁、航空会

社は、このジャンボ機の整備方式の変更について、

「モニターやサンプリ ング検査で整備方式を改善

していくのが信頼性管理による整備である」とい

うだろう。 しかし、ジャンボ機の整備方式でリー

ダーシップをとっていたメーカーのボーイング社

には、明らかに開発から製造に至るプロセス、ま

たその背景となる設計思想、にミスがなかったとは

いえない。技術の進歩を進める人々に故意はない

が、技術万能主義の結果としては、その代償が大

きかったことを、関係者は銘記すべきだろう。

（かじ そういち／航空評論家・ TFOS航空運航システム研究

会理事）
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｜座談会 ｜ 

ホームオートメーションの光と影
出席者 青柳秀夫 （株）菊竹清訓建築設計事務所九州支社長

浅村伊佐男 （財）電気通信端末機器審査協会専務理事

小林和生 （社）日本火災報知機工業会システム企画委貝長

中島禎治 沖電気工業（株）電子応用ンステム事業本部

複合システム事業部長

宮内宰治 セコム （株）取締役テクエカルセンター長

富永英義 早稲田大学教授．電子通信工学／司会

進むHA化のなかで必要なのは

ヒューマンの視点

司会（富永う オフィスオートメーションがOA 

なら、ホームオートメ ーションはHAということ

になりますが、 HAとなったとたんに、 Hのイメ

ージがヒューマンあるいはハウスと広がります。

今日はホームオートメ ー ションのイメージを統

一しようという気持ちは全然ありませんが、まず

それぞれのお立場でホームオートメーションのイ

メージをお話しいただいて、読者の方々にホーム

オートメーションとはどんなものか、とらまえか

たをおわかりいただければと思います。小林さん

からお願いします。

小林 もともとホームオートメーションへのア

プローチはいろいろあったと思いますが、私ども

の場合は、セキュリティというもののなかにいろ

いろなニューメディアといいますか、情報機器が

入り込んできたことによってホームオートメーシ

ョンという言葉が生まれたという感じです。

情報機器にセキュリティ機能を付加する。その

主役がどちらかということについての考え方につ

いては、一戸建て住宅と集合住宅ではずいぶん違

います。

一戸建ての場合は、 比較的生活が豊かになって
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きたなかで、快適、便利、安全ということに対す

る設備に投資する余裕が生まれ、まず来客電話機

能とセキュリティ警報機能を複合したホームテレ

ホンが中心となり、さらに照明器具だとか、空調

設備とか、給湯設備の集中 ・遠隔制御およびテレ

コントロール機能が加わってHAシステムが展開

してきました。

もう一つの集合住宅ですが、消防法の規制によ

る火災報知設備の機能と情報機器としての住宅情

報盤の機能が一元化され、住宅用として P型 3級

受信機が生まれています。

一般的には、これに加えて、共用玄関の出入管

理に必要な来客確認用集合インターホン設備、 I

T V設備、および電気錠システムを組み合わせた

ものが基本設備として普及するようになったのが

現状です。

中島 一般に言われていることだと思いますが

ホームオートメー ションは、ホームセキュリティ、

ハウスコントロール、ホームマネ ジメント ホー

ムカルチャ一、それからホームコミュニケー ショ

ンですね、この五つぐらいにセグメ ンテーショ ン

されると思います。

現在では、主なものは何といってもセキュリテ

ィです。 これには、防犯と防災がありますが、防

犯のほうは、被害者になるだけですが、防災は、

火災などを起こすと加害者になるという面があり



ますから、ニーズとしては防災のほうが多いだろ

うと，思います。

2番目はコミュニケーションだろうと思います。

というのは、電話にいろいろな付加価値を付ける

というのが簡単ですし、わかりやすいですから。

3番目にハウス コント ロールがくる。あとマネジ

メント、カルチャ ーと、考え方としてはいろいろ

あるが、メーカーが何とか商品化しようと研究し

ている手交階じゃないかと思います。

0 A、FA（ファクトリ ーオートメーション）と

いうのはプロを対象にしたものですが、私は当初

ホームオートメーションをOAとかFAと同じよ

うにとらえていました。ハウス、ホームの中には

プロもいます。炊事洗濯のような作業は、主婦の

プロとしての仕事ですが、そのようなもののオー

トメーションが電気洗濯機であるとか、電気炊飯

器ですね。あるいはハウス、ホームの中でビジネ

スをやる場合もあるでしょう。こういう仕事はO

A、FAと閉じ考え方をしてもいいわけです。

しかし、ハウス、ホームに住んでいるのは大部

図 l 緊急通報システム

7 イ コン下＼

·~司l店
セコム・コントロ
ールセンター

セコム方式の緊急通報システム
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分がアマで老若男女、あるいは身障者と、機能に

大きな差のある人たちが、住んでいるわけです。

こういう多様なヒューマンを考えると、ホームオ

ート メーションはOA、FAと同じとらえ方では

ダメです。たとえば機器の取り付け位置や大きさ

も単純には決められない。

ですから、ホームオートメーションは 5つのセグ

メンテーションだけでは割り切れません。 ヒュー

マンという視点がどうしても必要と考えています。

司会 浅村さんは通信端末機器を審査するとい

う仕事をしておられるわけですが、そのお立場で

どういうイメージをお持ちですか。

j受村電話機の話がでましたが、電話機という

のはだんだん変わってきております。その変わり

かたをみると、最初は黒電話で、端末も 1端末と

相場が決まっていました。次の段階は親子電話と

いうか、複数の端末を持つようになりました。 そ

れがホームテレホンに発展しますが、回線は 1回

線のものがほとんどでした。

その次の変化というのは、通話以外のいろいろ

他の緊急通報システム
各方式の比較一覧表

区 分 セコム方式
市町村方式

消防機関方式
ボランティア方式 業者委託方式

対処貝 警 備員 ポフンティア 民間委託業者 救急隊員

対処時間 専用車があり早い
緊急時に即対処できるとは限

時間帯により差がある 消防機関のため早い
らない

対処可能時間 24時間体制
24時間体制、ただしポランテ

24時間体制 24時間体制
ィアが不在時は対処不可能

責任の所在 明確 不明確 明確 明確

対処貝のレベル 警備業法で定められた専門家 素人 講習を受けた委託業者 専門家

オプション機能 火災、ガス漏れ、非常 なし なし 火災

ポフンティアの不足が問題と 対処員の委託先の例としてタ 去年から始まったばかりで

備 考
セキュリティの体制lとノウハ なっている。また、お年寄り クン一会社がある。この場合 まだ普及していない
ウがいかされている がボランティアに気兼ねして は空車の運転手が対処にあた

使われないケーえもある る
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な機能を追加した。電話を使いやすくする機能と

か、構内の設備と電話を一緒に組み込んだりとい

う、あるいは、データ通信とかファク シミリと電

話が結び付いた、いわゆる多機能化です。 この次

の変化は何になるだろうかというと、コードレス

化というのがあるような気がします。

電話機を新たに取り替えた家庭に対して、ア ン

ケート調査をしたことがあるんです。 「今度電話

機を買うとしたらどんなものを買いますか」とい

う質問をしたんですが、

には、自治体、消防、警察とかのパックア ップが

必要と思います。医療情報ネットワークみたいな

ものも必要でしょうし。ですから、ホームオー ト

メーションは単に家庭の中に独立したシステムと

して存在するのではなくて、外側の社会の仕組み

とのつなカfりをもったもの、というイメージでと

一般の電話機....・ H ・...・ H ・...・....……・……・・約20%

コードレス電話一一一一「

留守番機能付一一一一→…・…・……………約80%

テレビ画像付 1 
ファク シミリイ寸 〉ー」

データ機能付などj

（それぞれ約1/3)

らえていいんでしょうね。

宮内 緊急通報システムは、私どもは現在各自

治体からの委託を受けてサービスを行っています

が、消防関係、タクシー会社、あるいはボラ ンテ

ィアによっても行われています。 それぞれに特徴

がある訂けですが、 システムを簡単に比較すると

図 1のようになっています。

司会 ところで青柳さん、建築の立場でホーム

オートメーショ ンにどういう期待をもっておられ

るか、どういう課題をもっておられるのか、問題

提起も含めてお話しください。

青柳 ホームオートメーションには、たしかに

期待と不安と、相反する 2面があります。期待と

しては、多様な生活のパターンが可能になる。選

択肢が増えるということですね。 たとえば、情報

通信が発達すれば、遠く離れたところでも情報を

受けられる。今のマイドクター、こういったもの

があれば、多少不便なところでも充分生活できる。

つまり生活のパターンあるいは生活の広いエリア

でした。電話機という点からだけみても、

動きをしていると思います。

司会 宮内さんはセキュリティが専門ですが、

具体的なお話として、宮内さんのところの老人、

ハンディキャップのある人に対するサービスにつ

いてご紹介いただけませんか。

宮内 「ホームセキュリテイ」と「高齢者向け

緊急通報システム」の 2種類のサービスがありま

す。いずれもマイドクターというペンダン ト型の

救急ボタ ンを使っています。救急ボタンを握ると、

微弱電波を発して、家庭内のコ ン トローラーから

電話回線を通じて、私どものコントロールセンタ

ーに自動的に救急の信号がくる システムになって

そんな

が現出できるという期待はあります。

ただ反面、そうなりますとヒューマンな部分が

ややもすると欠落してしまうおそれがあります。

今まで体の悪い人、あるいはお年寄りがいると、

隣近所の人たちがみんなで気をつけながら、いた

います。

信号を受けると、まず電話で確認します。 もし

電話に応答がなければ、何か事故があったという

ことで 119番に通報する。あるいはあらかじめ決

められた家族やホームドクターに連絡する。単に

アラームの機器を売るのではなく、ソフトをイ寸け

てトータルのサービスを提供しているわけです。

こういうサービスが、肉体的に衰えのきた老人な

どには必要ではないかということです。

これは一つの例ですが、このように人のライフ

サイクルに応じた個別のニーズに対応できるシス

テムということを私どもは考えております。

司会 このシステムを実効的に機能させるため
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い技術を利用することがあるということです。こ

の場合に、ユーザーの積極性をどこまで期待すれ

ばよいのか。ユーザーの満足度の把握が課題です。

司会 ユーザー側からの要求はあまりなくて、

ステータスシンボル的に付けておく。だから見掛

け上大変格好いいものが付いているけれども、ど

う使っていいかわからない…・・・。

小林 技術的な新規性とか、高機能化そのもの

が目的となり、ソフト的な裏づけがないまま上滑

りしているなと感じるときは問題です。特に、操

作のしやすさは、多機能化に対応して配慮が必要

となってくると思います。

司会情報機器というのは一般にそういう面が

ありますね。たとえば、ワープロを使いこなすに

は、分厚いマニュアルを読まないと全部の機能を

使いこなせない。そのため、実際にはありきたり

の機能しか使っていないのが現実ですね。

設計するときにはかなり汎用的で、あれもこれ

もと盛り込みますが、実はユーザーの立場で考え

るとあまりいらないということで「使いやすさ」

と、エンジニアの考える「汎用的な便利さ」との

聞にギャップがあるような気がします。

中島 たしかに今小林さんが言われたように、

宣伝文句として使われる“付加価値”として入っ

てきたものも多いでしょうね。住宅産業の方は、

あれもいれろ、これもいれてみろと言うわけです

ね。メーカーは何とかいれるわけです。それでい

ざ使ってみると操作がややこしい。

象徴的なのば、さっき話にでた多機能電話だと

思います、ボタンだらけの。いろいろな機種があ

って、どうやって操作するのか聞かないと使えな

い。とにかく操作が面倒です。今のホームオート

メーションの問題が集約したみたいな感じですね。

司会 ISDN (integrated記 rvi田 sdigital net-

work）というのがありますね。 NTTでは INSと

呼んでいるものですが、これはサービスを統合し

てディジィタル網で提供するということです。こ

のシステムも、あれもこれもできる機能をもって

いるけれども、使い方に関するノウハウが非常に

高級になっていて、マニュアルと首っぴきでない

と使いこなせないということになりそうですね。

私はこの次にくるのは、インテリジェントネッ
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わりあって生活していたのが、そういう必要がな

くなる、あるいはそういうことに関心をもたなく

なるという危険性があろうかと思います。

また、ホームオートメーションによって、生活

の機能性が高まり、時間が短縮されるということ

が期待できる反面、そこに住む人たちのコミュニ

ケーションが逆に必要でなくなる。要するに家族

の対話が少なくなるおそれがある。そういうとこ

ろを解決していかないと、生活の道具として使い

こなせないんじゃないかと思います。

ユーザーの使いやすさと

新技術の便利ちとのギャップ

司会 さて、ー渡り伺ったんですが、一歩踏み

込んで、今具体的にどういう機能が提供されてい

るか、提供されたけれども、それは設計の恩惑、

導入の思惑に反してこんな問題点があるとか、そ

ういうととがあるのではないかと思います。

たとえば、電話で電気釜のスイッチを入れたり、

ふろを沸かしたりということが、ホームオートメ

ーションのパンフレットによくでていますね。こ

ういうものが本当にホームオートメーションの狙

うところでしょうか。

それとも一体、家庭生活をしている人たちはど

ういう恩恵、あるいはどういう期待を抱いて、ホ

ームオートメーションを導入するんでしょうか。

小林 そのあたりの問題ですが、建売り住宅や

集合住宅などは、必ずしもユーザーの要望という

よりも、供給者側のセールスポイントとして新し
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トワークだろうと思います。言い換えれば、操作

の簡単なパカチョ ンネットワーク。端末もパカチ

ョンで、たとえばダイヤルも何もなくなった電話

機で、受話器を持ち上げて呼び掛ければ相手がで

てくる。

21世紀になれば、そういうことが実現するでし

ょうが、それまでは混乱があると思いますね。

中島混乱があるでしょうね。 ISD Nに関し

ては、情報イ ンフラとして施設されつつある段階

であり、応用面ではこれからとは思いますが、た

だ、今おっしゃったような端末にするには、ボイ

ス（音声情報処理）の面でもまだまだ問題があり

ますし、とにかくマ ンマシンインターフェイスで

解決しなければならない問題が多い。

将来予測を考えた

規格づ〈り

司会端末審査協会の仕事は、これから大変幅

広くなるんじゃないかと思いますが、浅村さん、

ホームオートメーショ ンの端末について、どんな

ことをお感じになってますか。

浅村新しい審査制度になったのは昭和60年で、

その前は電電公社でやっていたわけですが、 59年

度の電話網に使う端末の認定数は 500弱です。 そ

れが、 63年度にはし300と3倍弱に増えています。

＿＿＿..・

認定数
総既定数

1,000 

500 

59年度 60年度 61年度 62年度 63年度

総 飽定 数 497 852 1219 1268 1299 

電 話 機 138 227 217 238 221 

内相車内交換股備 6 45 55 59 81 

ボ タン 電 話 装置 86 136 155 132 142 

ファクシミ リ 136 109 179 172 157 

変 復調 装 置 56 126 217 193 206 

デ ー タ鴻末義軍 12 96 161 208 199 

訳 監視／通報／制御装置 39 52 122 us 124 

そ の 他 の 俊器 24 61 ll3 148 169 

図2 端末機器 偲 定 数 の 推 移

（注）59年度は電電公社の形式認定数
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端末の種類は、電話機、構内交換設備、ボタ ン

電話装置、ファク シミリ、モデム、その他の端末

機です。その他の端末機というのは、従来10数%

しかなかったんですが、 63年度は40%近くになっ

ています。

その他のなかで多いのは、データ端末とセキュ

リティ関係ですね。セキュリティ関係は、ホーム

だけではないでしょうが、いわゆる通報系の機器、

遠方を監視するための機器、それから遠方を制御

するための機器、その 3種類で大体年間 150ぐら

い認定しています。

司会 宮内さんのところで新しいサービスを導

入される場合、既存のサービスから切り替えると

きに、何かこういうネットワークサービスに対す

る問題点はありませんか。たとえば消防関係の規

制と通信関係の規制の違い、あるいは役所が方針

を変えたときに、次の仕組みと前の仕組みとのつ

ながりをどう考えたらいいか、そんな例はありま

せんか。

宮内 幾つかありますが、一つ端的な例として、

微弱電波の規制があります。今年5月27日から始

まりましたが、私どもは 3年前から準備して、や

っと間に合わせました。

当社の家庭用のセキュリティ システムは、屋内

の配線を省略するために微弱電波を使用してセ ン

サーからの信号を伝送しています。今回の規制を

クリアするため、送信機、受信機を含めシステム

全体をまったく新規に設計をし直しました。 それ

は当然コストアップに跳ね返りますが、すべてを

ユーザー負担にすることが難しいのが現状です。

司会今のお話は若干解説が必要かと思います。

どういうことかと言うと、住宅の中に通信機器を

設置するとき、配線をむきだしにすると大変みっ

ともない。 そのため微弱電波を使って無線にしま

す。その場合に、電波が外側にもれて隣の家のエ

レクトロニクス機器を誤作動させるというような

おそれがあるので、電波の使い方に技術的基準が

設けられるということですね。

ところで、ホームオートメーションを導入する

場合に、住宅をつくる立場から見ていろんな問題

があると思いますが、たとえば、そんなものは使

えないとか、中途半端だとか、もうちょっとこん



なことは考えられないかとか、という注文はあり

ませんか。

青柳 実はメ ーカーに対する要望ということで

まず第一番目に、配線を何とかできないかとお話

ししようと思っていたんですが、今そういうお話

がありまして……。いろいろメーカーのほうでも

お考えになっているようですが、住宅設計の立場

では、やはりそれが一番目に考えられます。

司会 アンテナはどうですか。テレビのアンテ

ナを見るとみっともないんですが、あれは住宅と

一体化して、たとえば屋根自体がアンテナになる

とか、かっこよくできませんか。

青柳 都会で、高層ビルがたくさん建っている

ようなところでは、アンテナで受信するという機

能そのものがちょっと古いものになってるような

気がします。

司会 そうするとCATVというような形で…・
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青柳 ええ、そういうものがどうしても必要に

なってくるような気がするんですけれども。

ですから、規格とか将来に対する予測というも

のが、あらかじめしっかりしていれば、設計のほ

うとしては積極的に採用できると思います。ただ

私どもが危↑具しますのは、規格がよく変わるんじ

ゃないかということです。

基本設備あるいは方式に限らず、こまごまとし

た住宅機器、通信機器にしてもすぐに規格が変わ

るので、なんとなく斜めに見ざるをf辱ないところ

があるんですね。

司会建築の先生とよく話すんですが、建築の

仕事はギリシャ時代に確立されて 2,000年以上の

技術の集積をもっている。エレクトロニクスは長

く勘定しでも60年、コンビュータなどは30年 ぐら

い、ホームオートメーションに至っては10年しか

ない。

話す：知らせる、見宅入守る・・・・・・。

これからの住まいに必要な機能がひとつになった
HAシステムです；
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住宅の規格は 200年のレンジで考えるのに、ホ

ームオートメーショ ンはできたばかりで、しかも

これからますますダイナミックに変化していくと

いうことで、規格に対する考え方もずれがかなり

あるでしょうね。

青柳 そうですね。住宅に真っ先に入ってきた

電気製品は洗濯機、冷蔵庫といったものですが、

これらも規格はそれぞれ違います。ですから、た

とえばこれだけのスペースをあけておこうと設計

しでも、実はそれに合うものがないとか、あるい

は 1つ壊れたから取り替えようということになっ

ても、もうすでに販売されていないということが

日常茶飯にあるわけです。

司会 システムキッチンもその一つじゃないで

すか。

青柳 システムキッチンは中にガスレンジとか

皿洗い機などが収納されています。壊れたらどう

するかというと、閉じものがすでにないというこ

とがあって、寸法が多少違ったものでも入れざる

を得＝ないようなことになりますから、どうしても

斜めに見てしまいます。

それから、今まで住宅の中に入っている電気機

器ですと、たとえば電球が切れたら取り替えると

か、ぼくらでも簡単に対応できます。しかし、複

雑な回路でできているホームオートメーション機

器になると、丸ごと変えなければならないという

ことがあったり、すぐには対応できないという問

題があります。

司会故障した りして取り替えるときに、住宅

の構造本体には傷をつけないようにという ・・・
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そういうものをどうつくったらいいかということ

でしょう。

青柳 それが端的に現れているのが配線だろう

と思います。新たにホームオートメーションを導

入するとき、電波がいいのか、あるいは光通信シ

ステムがいいのか、レーザ一光線がいいのか、超音

波がいいのか、いろんな方式があろうかと思いま

すが、将来的にも多様な選択ができるようなシス

テムを考えていただきたいという希望はあります。

サービス多様化に向けて

考えるべきソフトウエア対策

司会 ホームパスというのが通産省と郵政省で

考えられています。これは、電話機をはじめ、コ

ンビュータ端末、ワープロ、ファクシミリ、ある

いは CAT  V、ハイビジョ ン、 それらを一体化し

たシス テムを住宅の梁とか床下に敷設する規格を

つくろうという作業をしているわけですね。

宮内さんはその委貝会に出ておられたようです

が、大体の見通しはどうですか。

宮内 ホームパスについては、郵政、通産の合

意は昭和61年につきまして、すでに統一の規格が

できており、各社で商品化されています。

小林 ええ、各社で出されています。

司会 しかし、建築業界には意外とそのノウハ

ウが伝わっていないというか、どういうわけか普

及していませんね。

青柳 ユーザー側からのアプローチがまだ少な

いということでしょうb そこまでお金を掛ける必

要があるのかと・ －。

小林情報化の立場からいうと、実はその問題

は、ポームオートメーションの影の部分に話が進

んでいくのではないかと思います。

ホームパスのもっている機能を、設置した家庭

すべてが、フルに活用できるかどうかという問題

がまずあると思います。 情報配線のインフラとし

て、どこまでを先行的に設備させておくかという

ことと、それをユーザーがどう使いこなしていく

かということがあって、多様なユーザーのニーズ

に適合させるのは、なかなか難しい問題だと思い

ます。それをユーザー自身が考えるのは、一般的に
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ュレーションをしながらソフトウェア的な考え（技

法）で HAシステムを構築する必要があります。

ホームオートメーションには、建築部門、電気

部門の方々がかかわりますが、そのプロセスでは

電気の作業は後追い的で、設計段階と設置する段

階で大きなギャップがあります。たとえばネジ 1

本の取り付けでも、普通なら 2センチでいいもの

を取り付け位置によっては、長いネジを使って斜

めにねじ込まなければならない。こういう状態で

はユーザーに対して適切なものはできないですね。

やはり、ソフト的考え、ソフト技法が参加して

三者一体でプログラムをつくって、シミュレーシ

ョンをしないと、最終のお客さんに不便をかけて

しまうという気がします。

中
島
被
治
氏

は無理でしょうから、私はホームオートメーショ

ン ・コ ンサルタン トというようなサービス業があ

システムの

便利ちと保障の問題

司会話は変わりますが、浅村さん、次から次

へと新しいものがでてくると、審査も大変でしょ

うね。しかし何で審査しなければいけないんでし

ょうか。審査がなくなったら大変混乱するんでし

ょうカ益。

浅村 それは規格が必要かどうかということか

ら始まると思います。自分だけのことだったら規

格にとらわれる必要はないでしょうが、通信の場

合は、相手がありますから、ある程度の基準を決

めなければならないということは間違いないよう

な気がします。

今は基準が非常に簡単になっていて、したがっ

て、いろんな製品がつくられるということになり

ますが、その結果、逆に通信のできない端末機が

できてしまうということも起こります。ですから

信頼できるメーカーが、技術基準をちゃんと守っ

ていくという前提であれば、極端な言い方をすれ

ば審査協会はいらないかもしれませんが…・

司会 メーカーは利潤を追及しますから、悪い

言い方をすると、ユーザーのためにならないもの

をつくって売りつける心配もある…・・・。

小林 その問題は、未然に問題を防止するため

の審査コストと、問題が起こってからそれを解決

するためのコストを比較すると、どちらが安いか

ってもいいと考えています。

技術が高度になっても、これは便利だと喜んで

使っているうちはいいんですが、この技術は使い

こなせるかなと不安になるぐらい高度になると、

ハードが優れているだけでは不満で、運用サービ

スやメンテナンスサービスが重要になってきます

が、そういうサービスを独立したサービス事業と

して育成発展させることで、サービス水準の高度

化を図る必要があるのではないかと考えています。

それから集合住宅では、管理する立場から最低

限の管理機能、セキュリティ機能を保証してほし

いという要求がある。

一方、情報化が進んでサービスが多様化し、 24

時間サービスとか、ネットワーク化してスケール

メリットを出してコストダウンするとか、いろい

ろなサービスをやるようになると、オープン化、
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トータル化してくる。

こういうことと、最低限の管理水準、安全水準

を確保したいということには、相反する蘭があっ

て、それを混同して一つのシステムでやってしま

うと問題が生じるということがあります。それを

わきまえて両者の調和をとりながらやらなければ

ならないと思います。

司会 影の部分のお話がでましたが、 中島さん

いかがでしょう。

中島 確かに影の部分はあるでしょうね。です

から、そういうものを解決していくためには、先

程もちょっと言いましたように、いろいろなシミ
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という、いわゆる社会的コストの話で、私は未然

に防止するコストのほうが安いと思います。

ですからセキュリティの分野では、回線接続に

ついては専門的な立場で審査協会で審査をやって

いただく、消防機器については消防検定協会にお

願いするという形が望ましいと思います。

浅村最低限のところまでは審査は必要なんで

しょうね。 しかしあまりやりすぎると・・・・・・。

中島 そのバランスが問題ですね。あまり押さ

えると技術は伸びませんし、野放しにすると、問

題が起こったときの処置をだれがするのかという

の使い方に対する責任の観点で、一緒にならない

ということで、技術的にできるかできないかとい

う議論と、行政の責任で保障するという話と遊離

しているように感じますね。

小林 そうですね。 この問題にもう一つ付け加

えたいんですが、専門職種が二つにまたがった、

いわゆる複合技能をもった専門技術者が育つかど

うかということですね。

司会 消防官とか警察官に電気通信技術の知識

をもたせるということは不可能でしょうね。同時

に電話機器の保障をする専門家に、消防機器に対

する、あるいは災害に対する保障を求めるのも不

可能なわけです。

しかし実は、ホームオートメーションの機器と

いうのは、両方を組み込む形で生まれてこなけれ

ばならないために、これから乗り越えなければな

らない課題が大きいですね。

そんな感じがするんですが、建築のほうにもそ

んな問題はありませんか。

青柳 たとえば、報知器によくある非火災報の

問題ですね。それによってスイッチアウトにして

しまう。逆にたとえば、向こうで煙が出ているの

に、機械が感知していないから火事じゃないよと

いうような機械過信による危険性があります。

こういうことに対してどういう制御性をもたせ

るかということですが、ジャンボ機の制御回路が

4回路もあるのに、それでも落ちることがある。

ということは、保障というのもそれなりの限界が

あるということですね。

一方、住宅について考えると、航空機や自動車、

ことになる。

浅村 電波の使い方でも、違反する人が一人や

二人なら、何も社会的な問題は起こらないでしょ

うけれども、たくさんの人が違反すると、

もないことになりますね。

司会 っくり方にしても使い方にしても、ある

程度の規範をつくって、守っていくということが、

社会秩序のために必要で、それがホームオートメ

ーションのシステムにも当然求められると考えて

いいでしょうね。

火災報知機とかスプリンクラーは消防の関係で

規格が決まっていますね。大分前の話ですが、こ

ういう消防設備の情報伝達に、 PBX （構内交換

機）の内線を使ったらどうかと言って、ひどく反

対されたことがありました。

火災報知機の類は、消防の立場で言えば電話機

と同じ回線にいれると、話し中であったり、ある

いは回線に火災に対する配慮がされていない、さ

らに消防機器じゃないから規制の対象にならない。

一方、電話の立場で言えば、これは電話端末じ

ゃないから取り扱いにくいということで、話が咳

み合わなかった。

小林 確かに、感知器と PB Xと受信装置、警

報装置を接続して通信機能の効率化を図るのは、

技術的には可能だと思いますが、その機能を保証

しようとしますと、オープンシステムであるPB 

Xの機能も含めて、防災側が保障できるかという

と難しい面があります。

司会使い方による問題だと思うんですね。使

い方の条件を、たとえば消防と郵政が一緒になっ

てトータルで考えれば一緒になれる。たまたまそ

とんで

38 
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すから、私はそれを決して失わないような「もの

づくり」をすべきだと思います。

司会 まあひとつよろしくお願いします。

さんいかがですか。

i受村 やはり大切なのはマンマシンインタフェ

イスだと思います。それも表層レベルといいます

か、指先がどうとかいう話でなく、もう少し深層

レベルのマンマシンインタフェイスをどうやって

とっていくかというのが非常に大事なんだろうと

思います。

それからもう一つ。通信というのは自分だけで

できるものではありません。何か起こると問題が

広いですから、たとえば、ネットワークが故障し

て使えなくなったときの責任はだれが取るかとか、

そういうことを明確にしておく必吾妻があるんじゃな

浅村

富
永
英
a
R
氏

いでしょうか。

宮内 ホームオートメーションは便利さだけで

は使ってもらえない、ニーズのあるものしか使っ

てもらえないと考えており、私どもは基本になる

セキュリティだけをサービスしてご利用していた

だき、後はオプションでやってくださいという思

想でやっています。私どもの経験では、いろいろ

な機能を付けても、実際にはあまり使われない。

先程の多機能電話とまったく閉じ話です。

司会青柳さん何かありますか。

青柳住宅の中にハードじゃなくてソフトに入

り込んできて欲しいですね。

小林 そのソフトに入ってこれるようになるの

を待っていただけるかどうか。今のホームオート

メーションの状況には、急ぎ過ぎてはいけないと

いう部分もあると思います。

司会 そうですね。今の住宅事情が少し急ぎ過

ぎてる、異常なところもありますが、それは本質

的には都市計画、都市政策の問題ですね。日本の

持っているいろいろな社会的な歪が、どうも問題

点としてあるような気がします。

ホームオートメーションが健全に発達して、ユ

ーザーが使って本当にハッピーになるためには、

やはり社会機構そのものが原点であって、必要な

ものが適正に提供されて、我々の幸福に結び付く

ものをお互いに考えるというのが、今後の課題の

ようです。今日は大変有り難うございました。

あるいは通信機器などとは比較にならないぐらい

マンシステムの範曙のものですね。やはり最終的

には、マ ンシステムでカバーする、あるいはその

マンシステムをカバーするという基本的な構え方

が必要だろうと思います。 それがなければ、災害

に対する保障とか、快適な住まい方というものは

確保できないんじゃないかという気がします。

住まいは最終の安住の場それを

失わないホームオートメーションを
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司会 そろそろ時間になりましたが、もし言い

残したことがありましたら、一言ずつどうぞ。

小林 火災報知機の非火災報の問題ですが、こ

れは業界として最もカを入れてきたテーマで、最

近は非常に改善されております。

しかし、少なくなったとはいえ、突然ぺルが鳴

り出すという現象はだれでも不快なものです。 そ

こで、アナログ型感知器の機能を生かして、使用

環境に応じた警報レベルを設定し、警報もまず音

声で行い、人間対応がなければ警報音に切り替わ

るようにする。

管理セ ンターでは、各住戸ごとに発報信号が識

別でき、監視用コ ンビュータには関連情報がデー

タペースとして入れられているので、響報確認お

よび指示が電話回線などを利用して迅速に行える。

このように新しい手段をどんどん採り入れて、

その良さによって乗り越えることが、今後は必要

になってくるのではないかと思います。

中島 家というのは、我々の最終の安住の場で



高齢者の労働災害
菅谷政己

はじめに

我が国の高齢化社会への移行は、諸外国に比べ

ても、例をみない速さで進展しつつあり、労働人

口に占める高年齢者の割合も遂年増加している。

この労働力高齢化問題を論議するとき、見落とし

てはならないのは若年労働力不足という問題であ

り、企業にとっては必然的に労働力を強く高齢者

に依存せざるを得ないという社会的条件である。

企業にとっては中高年対策は単に福祉からでなく

企業の論理から発想すべき問題としてとらまえる

べきものであろう。

高齢化問題は、生産性の問題などと、ここで採

l薗t)

8% 6 4 2 0 0 2 4 6% 

（注）平成22年の労働力率は昭和63年と閉じと仮定

図l 昭楠3年、平成22年の労働力人口全体に対する年鈴ごとの密情
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図Z 男女・年齢 s•階級別人口構成の推移
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り上げる労働災害防止ということが大きな課題と

して受け止められ、各業界でも検討されていると

ころである。それは、高年齢労働者の労働災害は

年々増加し、また、それが労働災害全体に占める

割合も高くなっているからでもある。

これらの状況に鑑みて、中央労働災害防止協会

では、昭和56年に、高年齢労働者の安全対策研究

委員会を設置し、研究結果をまとめた。さらに、

昭和61年にはその成果を基にして業種ごとに実態

に応じた具体的な安全衛生対策について検討を加

え、高年齢労働者の労働災害防止対策に関する指

針を取りまとめるため製造 9業種で委員会を設置

し、調査研究に入っているところである。いまだ

表 l 年齢階級別労働人口の推移

項目・年齢 昭和お年 40年 45年 50年 55年 60年

計 4,511 4,789 5,154 5,313 5,514 5, 742 

事E 15～24歳 1,050 1, 117 1,108 818 701 693 

数
25～4411 1,635 l, 778 2,475 2,692 2, 732 2, 721 

万 45-5411 1, 135 l, 187 815 1,001 I, 184 1,258 

人 55-6411 466 478 525 557 623 778 

65歳以上 225 229 231 245 274 292 

計 100.0 100.0 100.0 79.5 100.0 100.0 

偶成
15-24歳 23.3 23.3 21.5 15.4 12. 7 12.1 

25-4411 36.2 37 .I 48.0 50.7 49.5 47 .4 
比

45～5411 25.2 24.8 15.8 18.8 21.5 21. 9 
% 

55～6411 10.3 10.0 10.2 10.5 11.3 13.5 

65歳以上 5.0 4'.8 4.5 4.6 5.0 5.1 

資料出所：総理府および労働省

精神機能

機
能
水
準
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図3 人体後能の年齢的機移



ガイドラインとしてまと

めるところまで至ってい

ないが、調査研究の流れ

に沿って概要を述べてい

こう。

2 高齢化と高年齢

者の特質

I) 高年齢化の現状

労働省の「平成元年労

働経済の分析」（労働白書）

では、労働力供給構造の

変化と就業形態のなかで

高齢化はますます進み、

労働人口は平成22年にか

けて55歳以上の高齢者が

大幅に増加する一方、 55

歳未満の青壮年が減少し

高齢化が進むうえ、労働

力人口総数の伸びも鈍化

すると指摘している。ま

た同白書では、社会の活

力を維持するには、高年

齢労働者や女子パートタ

イム労働者が就業しやす

いよう環境整備を進める

よう訴えている。特に大

企業に対しては、これま

での若年齢労働力優先を

改め高年齢者の活用を進

めるため、人事労務管理

体制を見直すよう求めて

いる。

人口構成の推移は、図

2に示すように、昭和25

年ごろのピラミ ッド型か

ら筒状に移行し、さらに

瓶状になることさえ予想

されている。

このことは、企業内労

働者の年齢構成にも当然
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資料出所：「労働の科学Jより

図4 20-24歳ないし最高潮を基準としてみた55～59歳年齢者の各種機能水準の相対関係

表2 年齢別死傷災害の推移（休業 4日以上の死傷者数） （単位 ：人）

昭和（年度）20歳未満 20～ 29歳 30～ 39歳 40～ 49歳 50～ 59歳 60～ 69歳 70歳以上 £ロ~ 計 50歳以上

48 
13,318 69,810 90, 269 99 ,838 66,053 32,477 4,021 375, 786 102,551 
(3.5) (18.6) (29.0) (26.6) (17 .6) (8.6) (I. I) (100.0) (27 .3) 

49 
10,450 60,232 78, 728 89 ,524 62,024 30, 783 3,857 335,598 96,664 
(3.1) (17 .9) (23.5) (26.7) (18.5) (9.2) (I. I) (100.0) (28.8) 

50 
9,388 57' 702 74,274 88,050 61,324 28,690 3,516 322,944 93,530 
(2 .9) (17 .9) (23.0) (27 .3) (19.0) (8.9) ( 1.0) (100.0) (28.9) 

51 
9,237 59, 137 74,941 95,085 65,317 29,822 3, 712 337. 251 98,851 
(2. 7) (17 .5) (22.2) (28.2) (19.4) (8.8) (1.2) (100.0) (29.4) 

52 
9, 143 57' 798 76,359 99,842 68,604 30,521 3,818 346,085 102,943 
(2.6) (16.7) (22. I) (28.8) (19.8) (8.8) ( 1.2) (100.0) (29.8) 

53 
9,317 54,883 77, 139 98,864 71,847 29. 832 3,891 345, 773 105,570 
(2.7) (15.9) (22.3) (28.6) (20.8) (8.6) (l.J) (100.0) (30.5) 

54 
9,109 50,376 76,246 968488 74,472 30,057 4, 142 340,890 108,671 
(2.7) (14.8) (22.4) (2 3) (21.8) (8.8) ( 1.2) (100.0) (31.8) 

55 
9,189 46,404 73,524 92,529 74. 765 29,056 4,262 329, 729 108,083 
(2.8) (14.1) (22.3) (28.1) (22. 7) (8.8) (1.2) (100.0) (32. 7) 

56 
8,648 42,322 68,148 85,667 72,434 26,667 3,875 307' 761 102, 976 
(2.8) (13. 7) (22.1) (27 .8) (23 .5) (8.7) (1.4) (100.0) (33.6) 

57 8,381 38,855 62,825 79, 230 71,230 24 ,688 3,531 288, 740 99,449 
(2.9) (13.5) (21.8) (27 .3) (24.7) (8.6) (1.2) (100.0) (34.4) 

58 
8,704 36,819 59,271 76,363 71,759 23, 736 3,303 279, 955 98, 798 
(3.1) (13 .2) (21.2) (27 .3) (25.6) (8.5) ( 1.2) (100.0) (35.3) 

59 
8, 741 35,198 54, 123 71,440 69,264 22,417 2,930 264, 113 94,611 
(3.3) (13.3) (20 .5) (27 .0) (26.2) (8.5) ( 1.1) (100.0) (35.8) 

60 
8,212 33. 757 52,891 67' 731 69,040 21,991 2,938 256,560 93, 969 
(3.2) (13.2) (20.6) (26.4) (26.9) (8.6) (1.10 (100.0) (36.6) 

61 
8,178 31,704 49,375 61,099 66,390 21,620 2,613 240,979 90,623 
(3.4) (13.2) (20.5) (25.4) (27 .0) (9.0) (8.4) (100.0) (37 .6) 

資料：労災保険給付デ タ他 注：（ ）は合計に対する割合（%） 「安全の指標」 63年度版より
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影響があ り、年齢階級別労働人口の推移は、表 1

にみるように高年齢労働者の増加が逐年目立ち始

めている。

2) 高年齢者の特質

高年齢労働者は長い期間にわたっての経験の蓄

積によって、知識や経験が豊かになる反面、身体

機能や新しい技術、職場に対する適応能力は低下

してくる。図 3は、 E.J.Stieglityによる人体諸機能

の年齢的推移である。

加齢による諸機能の低下は個人差もあり、

まちであって一様ではない。

図5

表3

八30人一49入 、

30ト一一二
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ぶょこニ5経夫ヨペb~o~一一一 99~~0!>。入、－－ / 
合 2525 35 45 50 I 合 25 25 35 45 50 
計歳 I I 1 歳｜ 計歳 1 I I 歳

未 3444 50以｜未 34 44 50以
満 上｜満卜

男子 ｜ 女子

性・年齢階層別労働災害率

災害の程度 （休業日数）別労働災害者の割合

まち

災害のれ』度（休業日数）

性・年骨骨階級 自十 l～3日 4～7日 8～14日 1以5日～1か内月
以内 以内 以内

Z口入 E十 100.0 32.5 10.4 12.2 16.6 

男子計 100.0 33.3 IO .4 12 .2 16.3 

25歳未満 100.0 46.3 12.4 9.2 12.3 

25-24歳 100.0 37 .5 10.3 12 .5 16.6 

35～44歳 100.0 31.0 10.2 13.0 17. 7 

45-49歳 100.0 26. 7 11.0 12.0 16.8 

50歳以上 100.0 24 .3 8. 7 13.3 17 .3 

女子計 100.0 29.9 10.2 12.3 17 .5 

25歳未満 100.0 55. l 9.1 8.2 11 I 

25～34歳 100.0 41.0 15.0 10.9 11.5 

35～44歳 100.0 31. 5 12.0 14.1 14.9 

45～49歳 100.0 23.5 10.0 15.l 18.l 

50歳以上 100.0 21.2 7 .3 10.4 24.6 
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企業側からみた高年齢者の特質として、メリッ

ト面では「真面白で良心的」「豊富な知識・経験が

ある」「遅刻 ・欠勤が少ない」「若年層が嫌がる地

味な仕事も喜んでやる」など挙げている反面、デ

メリットとしては「体力的に衰えて能率が落ちる」

「新しい技術・技能に対する適応力がない」日昼去に

こだわり、知識経験が陳腐化している」などを挙

げている。図 4は、 20～ 24歳ないし最高期を基準

としてみた55-59歳との各機能水準の相対関係を

示したものである。労働機能として特に低下する

ものとしては、 「平衡機能」「聴力」「薄明順応」

「言己憶力」「夜勤後体重回復力」などである。

3 高年齢者の労働災害の実態

I) 高年齢者の労働災害率は高い

高齢化がもたらすものとして労働適応能力の低

下の問題がある。 この適応能力低下が即高年齢労

働者の労働災害の増加という答えをだせないが、

逐年高年齢者の労働災害が漸増しているのが現状

である。

表 2の年齢別死傷災害の推移をみると、昭和48

年27.3%であった50歳以上の高年齢者が被災する

労働災害の割合が、昭和61年は37.6%と増加して

いることがわかる。

この原因としては、本格的な高齢化社会への移

行心伴い、雇用労働者全体に占める高年齢労働者

の割合が増加していることと、高年齢労働者の災

害率が青壮年齢労働者より高いことが挙げられる。

1か月
以上 死

27 .9 

27 .4 

19. 7 

22.8 

27. 7 

32. l 

35. l 

29.8 

16.6 

21.8 

27 .0 

30.0 

36.4 

0.4 

0.4 。。
0.2 

0.5 

0.5 

0.9 

0.2 

0.5 

0.2 

% 

亡

図 5の性・年齢階層別労

働災害率を見ると、男女

とも25歳以下を除くと加

齢とともに災害率が高く

なっており、 25～ 34歳と

50歳以上の高齢者の災害

率は男子で 1.7倍、女子

では2.7倍となっている。

この災害率の差は、男子

が青壮年から勤めてきた

企業で、慣れた仕事である

のに対して、女子は中高

年になって新たに勤める

などのハンデがその原因

と思われる。



2) 高年齢者の災害は重篤化している

50歳以上の高齢者の災害の特徴は、先に述べた

とおり、数として災害率が高いということと、質

としての災害の程度も高いことが挙げられる。 こ

れは、たとえばわずかな段差で若い人ならよろけ

るか、悪くて捻挫ぐらいの災害が、高年齢者の場

合、転倒して、ついた手を骨折したり、倒れるま

でいかずとも捻っ た足首を骨折するという災害も

まま発生する。

表 3に示された災害の程度別労働災害者の割合

をみると、 1～ 3日以内の災害は高年齢者の災害

者の割合が男子では全体平均より 9%も低いが、

1か月以上の重篤災害になると 7.7%も高くなっ

ており、死亡災害においては男子合計で 0.4%に

すぎないものが、高年齢者の死亡者割合は 0.9% 

と 2.31音となっている。

3) 業種別高年齢者の災害比率について

業種別に高年齢者の被災率が平均値より高い業

種は林業、漁業、電気・ガス ・水道または熱供給の事

業、および控設業である。この埋由として考えら

れることは、これらの業料は高年齢者の就業率が

比較的高いことと、これらの業種が墜落、転倒、

表 4 業種別・年齢別死傷者数（休業 4日以上）

昭和60年度（昭和60年4月～昭和61年3月）

業種
年齢階層別 左ロ、 計 50歳以上 比率%

林 業 7 ,548 4,929 65.3 

漁 業 1,698 861 50. 7 

鉱 業 4,585 1,674 36.5 

建設事業 73,655 28,829 39. I 

製造業 79.823 28,860 36.2 

運 輸 業 24.175 5,075 21.0 

電気・ガス・水道または熱供給の事業 149 62 41.6 

その他の事業 63, 235 23,071 36.5 

労災非適用事業 I ,692 613 36.2 

総 計 256,560 93, 969 36.6 

表 5 9業種高年齢労働者災害基本集計表

ミゥ 転開帳 落落・
飛来 ・落

激突
転 伊l下物に当 はさまtl.

たる 当てられ

セメント JO 15 7 2 17 

電 機 2 3 2 I 2 

Iii 船 I 7 7 4 2 

ガ ス 2 

機 械 2 4 3 7 

鉄 鋼 3 2 2 3 

化 学 5 3 6 

自動車 14 19 5 3 6 

石 油 3 3 2 4 

ぷロλ 計 56 58 23 JO 47 

% 20.0 20. 7 8.2 3.6 16.9 
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感電、爆発など重篤な災害に被災しやすい環境に

あるということである。

4) どんな災害の型が多いのか

昭和58年の製造業全体で休業 4 日以上の災害件

数は合計85,687件で、そのうち50歳以上の高年齢

者の災害件数は28,675件で、 33.5%になる。 この

比率を15% 以上（38.5% ）上回っているものを挙げ

ると 、次のとおりである。

0転倒

滑って

つまずいて

自分の動作の反動で

0激突・激突され

動いているものへの激突

o墜落 ・転落

(45.6%) 

47.8% 

48.8% 

45.6% 

(34.2%) 

41.1% 

(37.4%) 

滑って 38.6% 

自分の動作の反動で 40.1% 

表 5は、 9業種の高年齢労働者労働災害防止対

策調査研究委員会でまとめた高年齢者労働災害表

である。

これによると、中分類で、激しい動作（24.6% ）、

転倒（20.7% ）、墜落・転落（20.0%）、はさまれ（16.9

%）となる。「激しい動作」とは、無理な姿勢をしたこ

とによるもので、不自然な動作によるものも含んでい

る。「転倒」「墜落・転落」は、滑って、 つまずい

て、自分の動作の反動で、ということである。

4 高年齢労働者災害防止対策

労働災害の諸統計資料は、高年齢労働者の災害

発生率がそれ以外の年代層の人に比べて高く重篤

化していることがわかったが、しからば業界とし

て、高年齢者の労働災害をどうみて、どう対応し

切れ・
激しい 破爆発裂・ 有害物と 異常温度

こすれ・ との接触 その他 dロh、 計
すりむき 動作 の接触

等

15 66 

5 15 

5 2 37 

3 

3 5 I 25 

2 14 

I 2 2 I 20 

2 34 3 87 

I 13 

6 69 2 2 6 280 

2. I 24.6 0.7 0.7 0.4 2. I JOO 
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ょうとしているのかに触れていこう。

1) 基本的な留意事項

高年齢労働者安全対策といっても、従来から行

われてきた一般の安全対策とまったく違った別物

表 6 高年齢労働者のための具体的安全衛生対策σト事例

ではありえない。この対策のほとんどは、そのま

ま高年齢者に対して省効である。しかし、種々述

べたとおり 、これだけでは充分でないので、これ

に高年齢者閤有の、あるいは高年齢者に傾斜した

。 ：i高年齢労働者に有効と思われる対策

具体的労働災害防止対策
作業の種類 危険性の種類 ｛庸 考

(1)機械設備の改善 (2）作業環境の改普 (3)f乍業方法の改善

（内業） （急激な動作） ①軽量化した治工具を使 ① iii工具は整傾し軽い物 ① 安全靴に甲プロテクタ

小組立 重量物を取扱う作業で 用する（ライト パロ ） は上、重いものは下にお ーを取付ける

取付 溶接 落下させたり、腰部に負 ②部材の人力選織を悌通 く ② 1寄接俸の運織は俸袋を

1!!をかける 機の設置等により安全化 ② 残悔．スラグなどは除 使用し屑にかけるなどし

定盤上の溶接残棒やス する 去しておく て行う

ラグで滑る ③床上クレ ンの操作ス ＠重量物の速織ではでき

イソチを片手で操作でき るだけ動力を活用する

るよう小型化する （クレ ン、 電動車など）

④ パレッ卜 を利用し部付

運織を行う

⑤ 作業終了時には一斉消

婦を行う

（管工場） 運織中につまずき転倒 ＠情内運般車、フォ ク ＠安全通路、作業通路の ① 人力による運織は決め 。事前、事後、腰

入力運綴 する リフト、プレーキ付き手 路面上の凸凹をなくし、 られた30kgまでを厳守し、 痛予防体操の実

押車など、 小型連慣用機 幅も拡げる それ以上は運継用冶工具 地

器を使用する ＠定盤内の段差をゆるや を使用する

さらに手抑車を電動式 かな傾斜にする ② 共同作業 （入力選徹）

に切替える。 では作業指簿者（合図者）

を決めて作業する

中組立 部材の転倒により挟ま ① プロックおよび部材に

部材取付 れる 適応した倒れ止め治具を

製作し、確実に使用する

② 倒れ止め泊具の使用に

併せ．部材の仮溶接を舷

実に施工する

目違い修正等に使用す ① 油圧ジャッキは閏縛す ① 油圧ジャッキが落下し

る油圧ジャ ッキが作業者 る ないよ．う、困縛するとと

にあたる ② ジャッキ受けピースを もに、受けピースは、力

能力に合せて、色別する 方向に全溶接する

プロック上より墜落す ＠油圧式作業台車、また ① 高所作業事等が安全に ①高所作業では、安全管

る は高所作業車を導入する 作業できるよう地面を盤 を完全に使用する

備する ②安全管取付治具 （クラ

② ブロック周囲に、幅の ンプ） を携借する

広い足場を架設する ③ 足場ピースの溶接は専

③ 2m以上のプロ ックで 門職に施工させる

は、安全帯取付用続綱を c定盤上に設置する脚立、

展張する 踏み台等は自縛もしくは

④ 大組立前に足場、手指 ボルト締して使用する

等を可能な限り取り付け

ておく

⑤ 脚立、踏み台等を設置

する （アルミ製等の軽い

ものを使用する）

マンホール関口部等に ① マンホール開口部等に

踏み込んだり、墜落する あった仮プタを製作する

とともに、黄色に塗装し

注意を喚起する

高所作業車上から墜落 ① 2台以上使用する場合 ① 安全帯を使用する 0ブームを伸ばし

する は、同ーメーカー製を使 たまま走行しな

用するか、誤操作のない p 

ようにする 。高血圧など健康

要管理者の就業

については配慮

する
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安全対策を加味しなければならない。

全体的にみれば、加齢とともに心身機能は衰え

てはゆくが、仕事をしていく うえで必要な心身機

能は一つでなく幾つもの複数の機能が統合し、相

互に補い合って、その仕事を完遂していくもので

ある。したがって、ある一つの機能の低下が必要

とされる総合した形としての労働機能に大きな悪

影響を与えるような場合には、企業のちょっとし

た配慮や措置でその低下した機能をカバーするこ

とにより安全を充分確保することができるわけである。

2) 災害防止対策の進め方

(1) 第 1段階として、どこでもすぐにできる対策

を実施する。

イ 労務管理上のきめこまかい配慮をする

ロ 健康の保持増進を図る

ハ 「転倒」「墜落・転落」の防止対策を見直す

ニ 「表示の拡大」「照明の再点検」を行う

ホ慎重な行動をとるよう指導する など。

(2) 第 2段階として、事業所固有の問題点を見出

して対策を選定する。一般作業者、管理監督者

がそれぞれ理解し、協力して、「危い」「やりに

くい」「つらい」仕事を摘出し改めていくような

安全活動を展開していく。

改善の方向としては、

①生産システム等を働く人の負担を一層少な

く、楽に安全に仕事ができるよう改善する余

地はないか

②現在高年齢者が行っている作業の方法をー

層働きやすく安全になるように改善できないか

③ 進行しつつある技術革新の流れのなかで高

年齢者に適した新しい職務を開発できないか

④ 早い時期から、計画的な配転、教育、多能

工化、健康増進運動等を進めることにより、

高年齢者の就業可能範囲を拡大することがで

きないか

(3) 第 3段階は、災害要因からのアプローチを行

う。「高年齢労働者災害要因分析表」を使用。

イ 過去に発生した高年齢労働者の災害を何件

か集めて分析する

ロ もし災害が発生したらこの分析法を活用する

3) 具体的な対策の$例

T造船事業所の高齢化対策は、昭和58年ごろよ

り検討され、災害防止対策の進め方の第 1段階と

第 3段階をミ ックス したような形で進められた。
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(1) 作業方法の見直し

・高所作業を地上作業に ・地上作業を屋内作業

に・無浬な作業姿勢を楽な姿勢に ・ムダな動き

をなくす

(2) 設備、治工具類の検討

・重筋作業をなくし機械化・治具化する

・治工具類の軽量化と使いやすさの追及

(3）安全面からの検討

高年齢者の過去の災害事例から高年齢者の災害

原因の調査分析を行い対策を立てた。高齢者が、

楽に、安全（類似災害防止）に仕事ができるよう

検討するなかで、 1）および2）へのフィードパッ

クも行った。この事業所で立てた対策の一部を

参考に記載しておく （表 6）。

5 むすぴ

60歳定年制も世間の常識となり、 65歳への移行

も近い将来本格化するであろう。

高齢化対策は、高齢者だけの問題だけではない。

身体面からいえば35歳から取り組むべきものであ

る。職場において安全で健やかに充分に能力を発

揮できる環境をつくるために、高年齢者の労働災

害を防止する対策の推進とともに、広義の高齢者

対策の実施が望まれる。

I) 安全衛生教育の実施

(1) 高年齢労働者の心身機能の変化、行動の特徴、

災害の特徴などを管理 ・監督者に教育し、現場

管理に役立てる

(2) 高年齢労働者に対し、新技術習得など職務能

カ向上のための教育訓練を行う

2) 安全衛生管理組織の改善

(1）高年齢労働者の心身機能を考慮して、設備・

環境・作業方法の改善をし、作業基準を整備し、

周知徹底する

(2）健康診断有所見者は適性配置や職務内容につ

いて考慮する

3) 健康の保持増進

(1）健康度のチェックと総合的健康管理の実施

(2) 健康・体力づくり活動の推進により健康の保

持増進を図る。

(3) 腰痛防止対策、視覚減退対策の実施

（すがや まさみ／全国造船安全衛生対策推進本部特別顧問・高
年齢労働者労働災害防止対策調査研究委貝会造船部会長）
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21世紀都市の安心と安全を
横浜国際防災コンペンションの概要

平井邦彦

1 はじめに一一横浜消防の社大な試み

横浜市は、今年は市政 100周年 ・開港 130年と

いう記念すべき年に当たり、記念事業のーっとし

て、去る 7月22日から23日まで、「横浜国際都市

防災会議」と「横浜防災システム展’89」を同時開

催する「横浜国際コンペンション」が開催された

（会識は22日まで）。

国際都市防災会議のテーマは「ヨコハマで語ろ

うー 21世紀都市の安全と安心を」であり、 3分科

会で構成されて、国内44人、国外32人、計76人の

コーディネータ ー、パネ リストの参加と、我が国

の産業、学術、官界の各分野から約 1,100人の登

録参加者を見た。国外からの参加は、アメリカ、

中園、イギリス、韓国、フランス、スウェーデン、

オーストラリア、ニュ ージーラ ンド、香港、バン

グラデシュなどからであった。

防災システム展は、「先端技術が可能にする安

全で安心な生活」をテーマとし、今年の 4月に開

業した横浜アリーナを会場として行われ、 159企

業、 18団体の計 177から出展があり、入場者は 6

日間で約 9.2万人にのぼった。システム展への企

業等の出展料は、コンペンション全体を成立させ

る収入源でもあった。

今回のコンペンションの特徴は、実に幅広い分

野をカバーしたということであろう。

第 1分科会の「都市・災害の変貌とそのセキュ

リテイ」とは、都市の業務中心地のセキュリティ

である。これに第 2分科会の「人 ・すまい・地域

とそのセキュリテイ」をあわせれば、要するに都

市のすべてのセキュリティ問題を考えるというこ
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とである。

話は横浜市内だけにとどまらない。 第 3分科会

のテーマは「市民と防災 ・国際交流」であり、世

界にまで手が広がっている。

市の行政セクションで、これだけ幅広い分野を

対象とすることができたのは、このコンペンショ

ンを主導したのが機浜の消防局であったからであ

る。消防行政というものが、実に多彩で、しかも

「総合的」なものであることを強く示したというこ

と、これは今回の会議を語るに当たって、まず強

調しておきたい。

しかしながら、それは、当然のことながら「そ

んなに手を広げて大丈夫ですか。今回の会議は、

1回きりの花火ではないんでしょうね。今後、具

体的に何をやるのかしっかり見させてもらいます

よ」というきつい問い掛けを消防が受けたという

ことでもある。この問い掛けは、消防にだけでは

なく会議参加者に投げ掛けられたものでもある。

2 国際防災会臓を生んだ社会的背景

この会議の企画は 2年前から始められたが、そ

の聞を振り返ってみると、この会議の性格を規定

したものとして、大きく次の四つのことを挙げる

ことができる。

まず第 lは、 MM21計画との関係である。

これは、埋め立てによって新しく土地を生みだ

し（76ha）、これに現在の業務、商業の集積地であ

る関内、横浜駅周辺地区とを一体化して約 190ha 

の地区の再開発を行い、 21世紀までに約19万人の

就業人口と 1万人の居住人口を擁する一大業務中



心地を生みだそうというものである。横浜市政の

21世紀の夢を託した一大プロジェクトである。

しかしながら、ウォーターフロントに熱いまな

ざしが注がれるとはいえ、成功が約束されたプロ

ジェクトではない。

現在急速に進んでいる東京都南西部の臨海部開

発に加え、都が総力を挙げて13号埋立地開発にか

かる。千葉では幕張メッセ計画が進み、コンペン

ション都市としてライバルになろうと している。

業務集積を張り合わなければならない相手は、

臨海部ばかりではない。内陸部では、浦和・大宮

は中枢都市圏構想を掲げ

ているし、川崎では内陸

部を中心に新しい業務集

積が進んでいる。

こうしたなかで、 MM 

21独自の魅力を形成して

いかなければならない。

埋立地一地震一液状

化 一都市機能マヒー

業務地域として適切か？

という疑問に応えなけれ

ばならない。とりわけ関

東地震で大きな被害を受

けた横浜では、 MM21地

区を語る時には、そのセ

キュリティ問題は真っ先

に採り上げなければなら

ない課題であった。

第 2は、 1980年代に入

り、未来社会を語る時の

枕ことばとなった観のあ

る高度情報化、国際化、

高齢化との関連である。

圏内的のみならず国際

的にも諸機能の東京圏へ

の一極集中が進み、東京

が国際金融等世界の中心

の一つになったことは、

実感としてわかるように

プログラム進行
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なってきた。コンビュータとオンラインシステム

の発達に代表される情報化の進展は、地縁や国境

を越えて多様な人々や組織同士を結びつけるよう

になった。

高度経済成長期に大都市に流入してきた人たち

もリタイアの時期を迎え、高齢化社会への移行と

いうことも実感されるようになった。

しかし、光のみならず陰もまた否応なく見えて

きた。世田谷ケープル火災事故（1984年）、首都圏

大雪停電（1986年）は、情報化社会といわれるもの

の脆さを見せつけた。増え続け、しかも我が国社

会の防災対策の視野の中に入らない外国人就労者
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を見ると、国際化を襟携することにもためらいを

覚えるようになった。地価の高騰は、 3世代住宅

など夢のまた夢、一人ぽつねんと取り残された老

後の姿を具体的に描かせるようになった。

高度情報化、国際化、高齢化社会のセキュリテ

ィ問題は、最大の都市問題である。

第 3は、住まい環境の激変への予感と、災害弱

者と考えられる人々の孤立化のおそれである。

価値観の多様化、情報化の進展等に加えて、建

築技術や設備の変化は、家族、コミュニティとい

うものを大きく変えていくだろう。一家だんらん、

相互扶助というような言葉が一笑にふされるよう

な事態が起こるのではないか。

そしてそのなかで、危険の覚知、伝達、それへ

の対処というような面でハンディキャップをもっ、

心身障害者、傷病者、老人、乳幼児、さらには外

国人等、いわゆる災害弱者と考えられる人々が孤

立していくのではないか。情報化関連技術等の最

先端技術の思恵を満喫できる豊かな災害弱者と、

そうしたものから隔絶され、行政に頼るしかない

貧しい災害弱者の二極化が急速な勢いで進むので

はないか。

第 4は、災害緊急援助、防災をめぐる国際協力

に対する意識の高まりである。

1985年のメキシコ地震、コロンビアのネパド ・

デル・ルイス火山噴火災害は、欧米諸国に比べた

時の、我が国の海外災害緊急援助体制の立ち遅れ

を認識させ、翌年の国際消防救助隊の発足、エル

サルパドル地震への我が国初の救助隊の派遣、さ

らには1987年の「国際緊急援助隊の派遣に関する

法律」の制定へと急速な展開をもたらした。

さらにまた、 1987年12月には、我が国も共同提

案国となり、 1990年からの20世紀の最後の10年聞

を「国際防災の10年」とし、自然災害による被害

の軽減のために世界の各国が特別の努力をする10

年としようということが決議された。

この一方で、地球温暖化、森林破壊、オゾン層

破壊等の地球環境問題は国際的にも大きな課題と

なり、この面でも新たな国際協力の枠組みの構築

が必要とされるようになった。
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こうした背景を踏まえ、横浜国際防災会議のキ

ーワードとして「安全と安心」、「パックアップ」

カr:t~M ら オ1た。

3 会識概要

会議初日、コンペンション実行委員会長 （細郷

道一横浜市長）、特別顧問（木村仁自治省消防庁

長官）のあいさつ、企画運営委員長（伊藤滋東京

大学教授）の基調報告に続き、ロイズ保険組合の

アンソニー・テイラ一氏の特別講演があった。

テイラー氏は、ロイズの指導的アンダーライタ

ーで、巨大な損害をもたらす自然災害、特に地震

保険に関するエキスパートであるとのことであっ

たが、その招聴に当たっては日本損害保険協会の

尽力があった。

氏の講演からもうかがえたことであるが、保険

業というものが、都市や地域のリスクを冷徹に分

析するとともに、その分散、軽減に積極果敢に挑

戦しているものであること、未来の都市や社会を

語る時、基本的コンセプトを提供し得るものであ

ることなどは、もっともっと PRされてしかるべ

きと思われる。

以下、翌日からの会議概要を述べるが、プログ

ラムの各セッションに記した方々が日本側のコー

ディネーターであるとともに、本会議開催に当た

っての企画運営委員会のメンバーでもあった。

第 1分科会

MM21地区のみならず、日本の業務中枢地のセ

キュリティ問題、情報化社会における中枢管理機能

確保問題等は日本に特有の問題で、わずかにアメ

リカとの接点が見出せる程度であり、他のアジア諸

国とかみ合う議論を期待してはなるまい、という

ことは当初からの前提であった。そうではなく、企

画委員会が期待したのは次のようなことであった。

すなわち、技術や経済の水準がどうあれ、社会

の転換点では、中枢となる都市、地区において、

空間利用の高度化、複合化が起こると同時に、神

経系統ともいうべき通信情報面でも大きな変革が

起こることは変わらないであろう。その転換点に



おいて、各国の関係者はどのように対処していこ

うとしているのか。その議論にこそ大きな意味が

あるのではないか。

以上のような認識のもと、高層建物やコンビュ

ータ等の火災、犯罪等からの防御面での先進国と

してのアメリカ、イギリス、オリンピックを契機と

して首都の姿を一変させた韓国、唐山地震（1976

年）で地下空間の耐震性と情報通信確保の重要性

を認識させられるとともに、今、軍事目的で掘ら

れた中国諸都市の地下空間の新しい利用問題に直

面している中園、それに都市や建物のインテリジ

エント化、ライフライン問題等に取り組む我が国

の研究者等により議論が行われ、次のような取り

まとめがなされた。

(1）都市の業務中心地では、高層化、地下化を前

提とした空間構成が要求され、それに応じた防

災情報システムの形成が必要であるし、また可

能である。

(2) しかしながら、大規模かつネットワーク化さ

れたシステムに頼りきりになることはきわめて

危険であり、情報パックアップシステムの構築

や大災害時でも必要な中枢機能だけは守る小規

模自立システムの形成等が必要である。

(3) 技術が高度化すればするほど、ブラックボツ

クス化して人間の思考放棄をもたらすおそれが

あるため、高度技術と人間の思考との聞のやり

とりカfスムースになさ才Lるようなインターフェ

イス（相互接続）技術の開発にカが注がれなけれ

ばならない。

(4) 災害を防止することが対策の第ーであるが、

不幸にして災害が発生した時は、これを素早く

感知し対処できるよう、災害についての充分な

知識の普及と、人間にやさしい技術の開発にカ

が注がれなければならない。

第 2分科会

人と、それを包み込む器と（住宅、施設、地域）、

災害と、情報の相互関係は、地域により、国によ

り、時代により、それぞれに多様である。

発生災害がさまざまな情報を生むだけではない。

予知技術や情報通信技術の発達は、災害が発生し
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ていないのにさまざまな情報を生み、それがまた

社会に対してインパクトを与えるということも起

こってきた。

人はといえば、急性ど慢性の両面において、災

害弱者となる可能性が増大してきた。

交通と通信技術の発生は、急性的災害弱者発生

対応としての救急医療の重要性をますます増大さ

せているし、医療福祉の向上が慢性的に増大させ

続ける災害弱者には、新しい住まいやケアーが必

要とされるようになった。

しかし、その一方でリスクのとらえ方も多様化

し、災害体験を風化させることなくライフスタイ

ルのなかに組み込み続けていくことはますます難

しくなっているようにみえる。

災害と人間の心理の関係を重視するとともに、

リスク軽減のための選択を費用効果のなかで合理

的に選択することを追い続けているアメリカ、国

境を越えた救急医療活動に大きな実績をもっイギ

リスとフランス、世界に先駆けて高齢化社会、福

祉社会を実現しようとしているスウェーデン、戦

争という最大の人為災害を経験した後、戦争が再

発するかもしれぬという災害予知情報を数十年に

わたって経験し続けてきた韓国、そして社会科学、

救急医療、建築および都市計画、リスク問題等に

携わる我が国の研究者等の議論の結果、次のよう

な合意をみた。

(1）情報通信手段、各種観測機器、学問研究の発

達は、災害がまた発生していないのに、ある種

の警報や信号を個人や住まいや地域に与え、さ

まざまな混乱を発生させる可能性を増大させて

おり、予知型災害ともいうべき災害を引き起こ

さないための情報の的確な伝達がますます必要

とされると同時に難しくなりつつある。

(2) 高齢者、身体障害者、子供、さらには外国人

も含め、いわゆる災害弱者対応ということを、

情報通信体制づくり、住まいづくり、地域づく

り等、ハード・ソフトの両面にわたって考えな

ければならない時代、つまり、災害時にも災害

弱者にやさしい都市づくりということを考えな

ければならない時代となった。
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(3) 大災害時の救急医療体制は、日常の救急医療

体制の延長上にあるものであり、医療体制の充

実を図るとともに、大災害時の負傷者発生を減

らし、発生した負傷者への的確な対応ができる

よう、救急医療と都市計画の連携は、今後特に

重視されなければならない。

本会議は、我が国での、救急医療と都市計画

の初めての出会いの場であったともいえる。

(4）都市化の進行とともに、人々や地域の災害体

験が風化するとともに災害対応力が弱くなって

いっているために、家庭や地域での日常生活の

なかで、特に普段の遊ぴ等のなかで、災害に対

する知恵や技術が身についていくようにしかけ

づくり、場づくりのための努力が必要とされる。

第 3分科会

海外災害緊急援助や国際防災協力は、国家レベ

ルだけではなく、市民、非政府機関（ NG0）、民

間会社、あるいは自治体レベルでも多様な形で可

能なのではないか。

しかしながら、現在は、現地の事情、援助や協

力の方法などに関し、圧倒的に情報が不足してい

る。市民レベルでの交流推進のためには、どのよ

うなととが必要とされるのか。

以上のような問題意識のもと、アメリカ、オー

ストラリア、ニュージーランド、香港などの消防

や自主防災組織関係者、フランスやバングラデシ

ュの研究者に、我が国の防災研究者、マスコミや

NG Oの関係者、医療や救助の国際緊急援助経験

者に横浜市民が加わっての討論の結果、次のよう

な取りまとめがなされた。

(1) 防災技術の進歩は、ハード依存、行政依存に

つながりやすいが、防災のためのコミュニティ

形成などソフト面での充実は、先進国、途上国

のいずれにおいても、常に忘れてはならない重

要な課題である。

(2）大規模災害時には公共セクターの対応能力が

不足することは明白であり、ボランティアや自

主防災組織の充実は必要不可欠である。

(3) 災害発生後の緊急援助はむろん重要であるが、

現地のニーズに適合したものでなければならな
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いし、災害時のみならず、日常の地域開発や都

市形成のなかでの防災性充実への協力が必要で

ある。 このため、日常的な交流のネットワーク

形成に努める必要がある。

(4）海外災害に対し、市民 ・企業ともに何かでき

ることをしたいと思っているが、それを受け止

めマネージメントする場がないために、折角の

意志が生かされない状況がある。

市民・企業の行動と、海外のニーズを結ひ・つけ

る情報センター的機構の生みだしが必要である。

4 今後への期待

今回の会議での検討領域は、非常に多分野に及

び、今後さらに何回もの議論を重ねる必要がある

と思われるものから、すぐにでも始めることがで

きそうなものまで、多様な課題が提出された。

こうした会議は、継続されなければならない。

継続の仕方はさまざまであろう。

今回のテーマのあるものについて、今度は横浜

市の消防以外の部局が引き受けて展開してもいい

であろうし、また、学会などに引き受けてもらっ

てもいいであろう。固などに働きかけて、環太平

洋諸都市の持ち回り防災会議に展開してもいいで

あろう。

さまざまな展開が湾えられるとしても、今回の

会識を踏まえ是非とも実現してほしいと考えるこ

とは、市民の防災国際交流を促進するための 「情

報センター的機構」の生みだしである。

今回の会議が横浜という自治体の主催であった

こと、なかでも消防の果たした役割が非常に大き

かったことを考えると、市民の活動の可能性を大

きく広げていくものの実現を優先させてほしい。

私は、昨年の鹿児島国際火山会議にも参加させ

ていただいた。

昨年、今年の会議をみて、自治体がダイレクト

に世界との結びつきを目指す時代、しかも防災を

掲げて世界との結びつきを目指す新しい時代、と

なりつつあることを感じている。

（ひらい くにひこ／（財）都市防災研究所事務局長）



’89予防時報159

・・・・・・・・..・............・・・・・・・・...・・・・・・・防災基礎講座

コンビュータと知能情報処理

今日では、技術の世界だけでなく、産業や生活

にかかわる極めて広い範囲で、コンビュータは不

可欠の道具になっている。 そのコンビュータはも

う少し正確に言うと、フォン・ノイマン型のディ

ジタル・コンビュータのことである。ディジタル・

コンビュータとは、装置の内部ではすべて Oと 1

の組み合わせで表現された信号を扱うコンビュ ー

タという意味であるが、さらにフォン ・ノイマン

型というのは、プログラムに指定された手順に従

って、唯 1個のCPU（中央情報処理装置）ですべ

ての信号（データ）が逐時的に処理される（本質的

には加減乗除演算）方式のものである。さらにそ

のプログラムも処理の対象となるデータとともに、

あらかじめメモリ（記憶裳置）に蓄えられているの

で、プログラム内蔵方式とも呼ばれる。

プログラム内蔵方式の最大の長所は、プログラ

ム、つまりソフトウェアを変更することにより、

同ーの電子回路の仕掛け、つまり同ーのハードウ

エアを使ってさまざまな計算を実行できるという

点である。 また唯 1個のCp Uを使うので計算の

手）I頃が明確であり、ハー ドウェアに故障が生じな

い限り常に閉じ答えがでてくるというのも大きな

特徴である。

最初につくられたノイマン型コンビュータは、

1950年にアメリカで始動した真空管方式のEDV 

A Cであるが、その後40年間に半導体（トランジ

スタやメモリ）とその集積回路（ LSI)技術の目

覚ましい進歩によって、演算処理の高速化、メモ

リの大容量化、素子・回路の小型化が著しく進み、

また、実用に耐える高信頼化も実現して今日に至

っている。

コンビュータは日本語で（電子）計算機と訳され

s・..・・・・・m・・・・・・・.............・・・・・・・・.........
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ているように、もともと高速 ・大量計算のための

道具と考えられていた。しかし、その動作原理を

うまく利用すれば、より広い範囲の情報処理、特

に厳密な論理に基っ・く情報処理が行える。その点

に注目してコンビュ ータを知能機械として使う手

法の研究が1950年代半ばから始まった。たとえば、

チェスやチェッカーなどのゲームの実行、論理的

な命題や数学の定理の証明、より一般的な問題解

決手法・推論手法、自然言語処理や機械翻訳、図

形 ・画像や音声などのパターン認識と理解、コン

ビュータ・プログラムの自動生成、知能ロボット、

そういった研究が次々と行われ、そのうちの幾つ

かは工学的応用の段階にまで発展した。それらは、

総じて人工知能（ArtificialIntelligence, AI ）の

研究と呼ばれている。

そのなかで近年ポピュラーになったものの代表

に、知識工学と呼ばれる手法の体系がある。我々

人聞は幼少のころからさまざまの手段によって知

識（データ）を採り入れているが、それが問題解決

に役立つためには、単にデータが蓄積されている

というだけでは駄目である。外界から採り入れた

データが適当に記号化・抽象化され、また、推論

と結び付いて利用できる状態に構造化されて蓄え

られていることが必要である。 そのモデルとして

今日主流になっているのは、数学の集合論でいう

“関係”を用いて構築される関係データペースに、

さらに一定の推論規則を持たせたもの、すなわち

知識ペースと呼ばれるものである。

知識ペースに種々の推論システム（推論エンジン）

を結び付け、そとから問題に対する答え（結論）を

導き出すシステムが知識工学システムであり、そ

の知識の範囲を特定の専門分野、たとえば医療診

断、回路設計、列車運転などに限定したものがエ

キスパート・システムである。

このような知識工学システムのためのプログラ

ム言語として最もよく用いられているのは、プロ

ダクション ・システムと呼ばれるもので、そこで

は「もし……ならば（前件部）、……である （後件

部）」という、いわゆる IF-THENルールで命題

の因果関係が表現される。もちろん、命題はすべ

てディジタル記号で表現される。

このようなルールを内蔵したコンビュータにあ

るAという命題を入力すると、コンビュータはA

をすべてのルールの前件部と照会して、 Aがある

前件部Aiと一致すれば（データ・マ ッチング）そ

の後件部 Biを結論として出力する。さらにこの

Biを入力として再びデータ・マ ッチングを試みる

というようにすれば、必要に応じて何段階もの推

論が繰り返され、やがて最終結論を得ることがで

きる。

このように知識工学システムの本質は、データ・

マッチングという論理操作、ディ ジタルであるか

ら、まったくあいまいさのない論理操作にある。

さて、このようなAI技術は我が国においても、

いわゆる第5世代コ ンビュータ・プロジェクトな

どによって着実に発展し、実用化の域に達しつつ

あるものもある。しかし研究が進むにつれて、幾

つかの欠点も明らかになってきた。たとえば、デ

ータ・マッチングによって推論を行う際に内蔵さ

れたルールの前件部の中に、入力Aと正確に一致

したものがなければ結論は得られない。 したがっ

て、物の大きさ、色、品質などの属性は厳密に定

義され、正確に数量化されて表現されなければな

らない。

しかし、我々は日常言語によるあいまいな情報

表現、たとえば、非常に背の高い人’ ‘もう少し

強い力 H といった表現で、結構うまく意志を通じ

合ったり、自動車などの機械装置を運転したりし

・・..............・・・・・・・・・・・a・・・・・・・・・・・・・・・・・・s
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ているではないか。あくまで厳密な表現を要求す

るというのは、考えてみれば大変不便なことであ

る。 もし厳密に数量化された情報しか許されない

としたら、ルールの数は膨大なものとなり、とて

も記憶装置に蓄えられないとか、推論にずいぶん

と時聞がかかつて実用に耐えられないとかいうこ

とになる。

ルールの数がN個で k段階の推論を行う際には

データ・マッチングのために最大 NK回の検索を

行う必要があるので、 Nや kがちょっと大きくな

ると大変な時間がかかることになり、、組み合わせ

の爆発H と呼ばれて、これ自体が一つの大きな問

題点なのである。 さらに、ルールを整備し、必要

に応じてそれを改訂したり、追加 ・削除、 また統

合 ・汎化したりする作業はほとんど人聞がやらな

ければならない、コンビュータ自らはうまく学習

してくれない、というのも基本的な問題である。

こういった従来型 AI技術の欠陥を是正するた

めに、近年幾つかの別のアイディアが登場してき

た。その一つがニューロ・コンビューティングで

ある。別にファ ジー・コ ンビューティ ングの考え

方も最近脚光を浴びているが、紙数の関係上ここ

では触れない。

2 ニューロンと

ニューラル・ネットワーク

我々人聞は、人の顔や姿を見てほとんど一瞬に

それをだれかと特定できるし、また、込み入った

生産プロセスの制御を経験を積み重ねる（学習す

る）ことによって、かなりの程度にうまくやって

のける。このような独特の情報処理あるいは学習

の能力を考えてみると、我々の脳 ・神経系はノイ

マン型コンビュータとはまったくといってもいい

ほど違った特徴と優れた機能を備えている。特に

前述のように、論理的・数量的に明確に規定され

ない対象の認識と理解、広い常識の上に立った理

解と判断、学習による機能の向上といった点はコ

ンビュータでまねができない。 このような違いの

原因はどこにあるのか。

生体の神経系ではニューロ ン（神経細胞）と呼ば

れる特殊な細胞が、 シナプスと呼ばれる小部位を

介して網目状に結合し、ネ ッ トワーク、すなわち

ニューラル・ネットワークを形成している。情報

処理の単位素子であるこユーロンが一つずつ別々

に動作するのではなく、結合して並列的に動作す

ること、つまりネ ッ トワークとして情報の並列処

理を行うこと、これが一つの大きな特徴であり、

そのために各ニューロ ンの動作速度はかなり遅い

（数十msのオーダー）にもかかわらず、ネットワー

クとして極めて高速な処理を行えるわけである。

もう一つの大きな特徴は、 シナプスにおける電

気信号の伝達効率（シナプスの結合強度）が、入 －

出力信号そのものによって可塑的に変化する（生

成や消滅も含めて）という点である。 これによっ

てネ ッ トワークの構造や性質を信号（情報）に適応

した都合のよい形に変えることができるので、情

報適応的なシステムの自己組織化作用と呼ばれる。

この作用が学習や記憶形成の根幹となっているの

である。

さて、ニューロ ンの入出力に関する特性をもう

少し詳しくみてみよう。

細胞体膜内の電位は、通常負の 70mV程度に保

たれているが、他のニューロンからの電気パルス

によってシナプスの入力部に正の電位が発生する

（興奮性シナプス）と膜電位が上昇し、幾つかの興

奮性シナプスが続けて入力を受け取り、膜電位が

あるレベル（しきい値）を越えると、持続時間lms.....................・m・.......................
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程度の正パルス電位（スパイク）を発生する。これ

をニユーロ ンの興奮あるいは発火という。 スパイ

クは出力シナプスを通じて他のニューロンに伝達

される。 ところで、シナプスの入力部に負の電位

が発生するものもあり、これは膜電位を下げるよ

うに働くので、抑制性シナプスと呼ばれる。シナ

プスにはもう 1種類、興奮性シナプスの上に付い

て興奮作用を抑制するものがあり、前抑制シナプ

スと呼ばれる。シナプスにはこれら 3種類しかな

く、こういう単純な仕組みで複雑極まりない多様

なニューラル・ネットワークがっくり出されるの

は、驚くべきことである。

以上を簡単に言えば、 ニューロ ンは多入力、 1

出力のしきい値素子である。 その出力情報はスパ

イクの発生頻度により表されているので、 PMF  

のアナログ素子、すなわち Oと1のみでなく連続

値の信号も取り扱える素子であると考えられる。実

はこのアナログ性が重要な鍵の一つであるらしい。

ちなみに、人間の脳』こはおよそ 1010～ 1011個のニ

ユーロンがあり、一つのニユーロン当たり平均し

て約104個の入力シナプスが付いていると推定さ

れている。

このような入出力特性を表すモデルにはさまざ

まなものが考えられているが、アナログ型の代表

例は、次の形のものである。

X‘。~＝L; WijYJ (t)-81 

Y1(t）＝ φ〔ぉω〕

(1) 

(2) 

ここで局はニューロン i の膜電位、 Y• はその

出力、仏はしきい値であり、 Wiパ正ならば興奮性、

負ならば抑制性）はニューロン jから iへの結合

係数を表す。また φは非減少非線形関数である。

(1）式は、ニューロン iの膜電位は他のニューロン

の出力の重み付き加算で決まり、（2）式は、その出

力は膜電位の非線形関数で表されることを示して

いる。 φとしては

f x (x>Oのとき ）
φ（x) ＝~ 

l 0 ( x孟 Oのとき）
(3) 

なる半波整流型関数や、ロジスティ ック関数

ゅ（x)=1/(1 + e p,) (4) 

が代表的である。

(1）式で重要なことは、結合係数 Wijは一定で

なく、入・出力信号に従って可塑的に変化すると

いう点である。先にも述べたように、これによっ

てネットワークの性質が変わり、学習や記憶の機

能が生まれる。

3 学習・記憶と認識のモデル

人工的なニューラル・ネットワークの口火を切

ったのは、 Rosenblattのパーセプトロン (1957)

である。そこでは 3種類のニユーロンがそれぞれ

入力層、中間層および出力層上に、層上に配列さ

れている（多層型ニューラル・ネットワーク ）。入

力層にパターン信号が入ると出力層のあるニュー

ロンが発火する。その発火ニューロンは入力パタ

ーンのグループ分けに対応するが、それがあらか

じめ指定されたグループ分けと違っていれば、出

力ニューロンは、間i畠いかという指示（教師信号）

を受け、それに従って中間層と出力層の聞の結合

係数を修正することになっている。このような修

正を繰り返すことにより、ネットワークは徐々に

正しい分類能力を獲得する（学習）のであるが、こ

のように結果の正否を教えながら行う学習を 、教

師付き学習。と言う。

その後、パーセプトロンには種々の欠点が含ま

れることが指摘され、研究は一時下火になってし

まったが、最近 R凶 nelhart(1986）らによって、図

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・聞・・・膿冨岡・・・・・・・・・・・
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1の多層型ニューラル・ネットワークに対するよ

り一般的な教師付き学習法が提案された。第 p入

力パターンが提示されたときの第 i出力ニューロ

ンの出力値を町、教師信号の値を d；として

Ep= -!-t:仇－d;), E= L; EP 
~ i p 

(5) 

により誤差関数Eを定義する。 Eの値は各層ニュ

ーロン聞の結合係数回（結合はたくさんあるので

数学的にはベクトル）に依存するから、 Eを聞の

関数とみて、 Eが聞に関して最小になるように却

の値を修正する（修正には、いわゆる勾配法とい

うアルゴリズムが用いられることが多いが、これ

は本質的ではない）。 聞の修正は信号の伝搬方向と

逆の向き、つまり、出力層に近い側から入力層に

向かつて誤差信号を伝搬させながら順次行われる

ので、誤差の逆伝搬（パックプロパゲーション、

BP）法と呼ばれている。 BP法ではすべての結

合係数を修正するので、パーセプトロンに比べて

学習能力は大幅に改善された。そして、文字認識、

計測信号の分類、ロボットの運動規則の学習など

に応用されて、大きな利点のあることが報告され

ている。

ただし、現用のBP法には幾つかの弱点がある。

入

力

信

号

出

力

信

号

入力層 中間層

図 l 多層型ニューラJレ・ネットワーク

出力層

たとえば、修正の繰り返し回数が多く学習に相当

時間がかかること、誤差関数Eは回の非凸非線形

関数であるから必ずしも正しい最小点に収束せず、

いわゆる局所的極小点に陥る可能性があること、

新しい入力パターン群について学習を行うと、そ

れより以前の学習結果が消滅する（忘れる）危険

性が大きいこと、等々である。これらの弱点は扱

う課題が大きくなり、したがって、ネットワーク

も大型化するほど顕著に現れる。それらを克服す

るために、筆者らは入力パターン群を適宜分割し

て学習する NN/ Iモデルを提案し、幾つかのシ

ミュレーションによってその有効性を実証した。

入力の分割に用いたのは、 Kohonenネットワー

クという、教師なし。分類学習を行うニューラル・

ネットワークである。いずれにしても、単純な形

の多層ネットワークでなく、入力の性質に適応し

て何らかの、構造。を持たせるようにすべきであ

る。生体の大脳皮質などにもニューロンの、コラ

ム構造。が実在するのである。

なお、筆者らは、時間的に変化するような信号、

すなわち動画像や音声、あるいは計測などの時系

列信号を取り扱える拡張BPネットワークの開発

も試みている。 その応用のーっとして、熱、震や

ガスなど、各種の火災検出器からの時系列信号を

総合的に処理して、本当に火災かどうかを判定す

るネットワークなどは面白いであろう。

教師付き学習と対比される、教師なし学習H に

ついて少し触れておこう。この学習の生理学的裏

付けを与えるのは、大脳視覚野における（信号パ

ターンの） 、特徴抽出ニューロン。の自己組織化

現象である。

光刺激は網膜から大脳皮質の視覚野に送られる

が、 Hubelと羽「1esel( 1956）は、視覚野において信

号パターンの特定の特徴、たとえば縦・横・斜め

.................・E湖聞閉店・・・・・・・..........・・・・・・m
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などの角度の違った棒状図形、明暗の境界、ある

方向の運動、ある色などに鋭く反応するこユーロ

ンが、入力信号に適応して（簡単に言えば、信号

の入力頻度に応じて）自己組織的に形成されるこ

とを見出した。視覚野からより上位の中枢では、

より複雑な特徴、たとえば丸・三角・十字形に反

応する複雑型、そして、遂には特定の人の顔形に

反応する超複雑型ニューロンが出現するとも言わ

れている。 そのような生理学的知見にヒントを得

てつくられた教師なし学習ニューラル・ネットワ

ークには、先のKohonenのものや、福島のネオコ

グニトロン(1980）などがある（いずれも多層型）。

多層型と違ったタイプのモデルに、多数のニュ

ーロンが相E結合している形のネットワーク、通

常、相互結合型と呼ばれるものがある。 その代表

例は、ニューロンの発火状態が確率的に遷移する

Boltzmannマシンである。 また、決定論的なモデ

ルでよく知られているのは、アナログ型のHopfield

Ii h h 

T13 

T32 

TJ1 

bu 
u
出

CJ C2 

VI V2 VJ 

図Z Hopfieldモデル

モデル(1984）である。図 2にその回路構成を示乱

増幅器 iはニューロン iに相当し、入力電圧 Ui

と出力電圧 Viの関係は（4）式のロジスティック関

数で表される。他のニューロ ンjの出力的がフィ

ードパックされて入力紛との聞につくるシナプス

結合の係数を 1ij(= 7}；）とし、外部からの入力バ

イアス電流を／；とすれば、この回路の動作方程式

は、次のエネルギ一関数Eの勾配系として表され

ることがわかる。

E＝一÷2_;f Jij Vi Vj一zl 

’P 1 ＋手主J。φ，－1（ゆdv (6) 

Hopfieldらは、この性質を利用することによっ

て、第ーには （Eの最小点探索により）最適化問

題（特に組み合わせ問題）の近似解を高速に求め

得ること、第二には （Eの幾つかの極小点により）

、連想記憶伊ができることを示した。

我々生物の記憶は、従来のコンビュータのそれ

とは違って、分散記銘・内容番地方式による連想

記憶が主流であろうと言われている。分散記銘と

は、一つの事項が特定のニューロンに集中的に記

銘されるのではなく、ネットワーク中のニユーロ

ンの結合係数の形で分散して蓄えられるという方

式である。だから、一部のハードが壊れてもある

記憶が完全に失われるわけではない。また、内容

番地とは、事項の内容（属性）によって収納すべき

ニューロン群が決まるという意味で、いちいち番

地を指定する必要がない。

図 2のモデルでいえば、記憶は結合係数 1ijの

値として蓄えられる。 そして、連想記憶の特徴は、

あるキ一入力（記憶内容の一部とか、意味的に関

係の深い他の事項）を入れたとき、それに連合し

た正しい想起出力を出すという点、そして、そのた

めの結合係数を学習的に獲得するという点である。

・・・・・・・・............厩扇調欄隠鴎・・・・・・・・・・・・・・・・・....
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4 ニューロコンピュータの可能性

以上で、ごくあらましであるがニューラル・コ

ンビューティングの基本的な考え方や応用分野の

例について述べた。そのような考え方を踏み台に

して、フォン ・ノイマン型とまったく違ったアー

キテクチュアのコンビュー夕、すなわち、高速 ・

並列処理型のニューロコンビュータをつくれば、

数々の利点が生まれるであろう。その特徴をノイ

マン型と比較して示したのが、表 1である。

初めにも述べたように、ノイマ ン型は強力な万

能選手であり、特に正確な論理演算や手続き型ア

ルゴリズムの実行には欠くべからざるツールであ

る。今後とも、ニユーロコンビュータが独占的に

それに取って代わることはあり得ない。むしろ、

両者はそれぞれ相異なった長所を備えた情報処理

ツールとして、相補的に利用されることになるだ

ろう。たとえば、両者にタスクを適宜分担させる

ような（たとえば、信号の規格化などの前処理を

ノイマン型で行う ）ハイブリ ッド的利用を図るこ

とが大切である。ニュ ーロコ ンビュータは、たと

えば視・聴覚情報処理、画像や音声のパタ ーン認

識（分類）、連想記憶、ロボットなどの運動制御、

ある種の最適化計算など、幾つかの特定の目的 ・

対象・用途に応じてそれぞれ特化された素子とア

表 l 特徴の比較

7~ ン ・ ノ イマン型 ニューロ型

直列処理 並列処理

ディジタル、 集中 アナログ、分散

固定ハード
自己組織機能（結合可塑性）、

代償機能

ソフ ト 学習機能

高速・正確な論理演算、 （大局的）認織、判断、評価、

数値計算 帰納的推論

冗長住小 冗長性大

再現住大 再現性小

ロバス ト性小 ロバスト性大

汎用性大 汎用性小

ーキテクチュアを持つ、専用機的な道を開いてい

くことになると

ノイマ ン型はソフトウエアによつて汎用性を持

ち得るのが大きな長所であるが、それが同時に泣

き所にもなって、最近は、いわゆるソフトクライ

シスを引き起こしている。逆にニューロ方式は、

学習機能などを巧みに利用することができるので、

ソフ トの負担は大幅に軽減される。 しかし、本格

的な実用コ ンビュータに仕立て上げるためには、

特化された機能を持つ素子、しかもディ ジタルだ

けでなくアナログ素子をも必要とするので、ハー

ド的に新しい技術開発を進めなければならない。

すでにアメリカや日本で、エレクトロニグス、フ

ォトニクス（光）、あるいはバイオニクス技術を用

いた素子や（集積）回路が開発されつつあるが、実

用的商品に至るには、今後数年を待たねばならな

いであろう。

率直に言って、ニューロコンビュータの時代は

いまだほんの幕開けに過ぎない。研究者・開発者

側も利用者側も、一時のブーム的雰囲気に惑わさ

れず、特徴の本質を見定めつつ地道に基礎と応用

両面の発展を図ることが望まれる。

（にしかわ よしかず／京都大学工学部教授）
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協会だより
損害保積業界・日本損害保険協会ガ行っている諸事業のうち、

主に防災活動を中山にお知らせするページです。これらの活
動等について、ご意見やご質問ガございぎしたら、何なりと

お気軽に編集部二当協会防災事業室あてお寄せください。

58 

東海地区奥さま防災博士研修会を開催しました

「奥さま防災博士」の制度は、「真の防災の担い

手、責任者は家庭の主婦である」という考えのも

とに、家庭や地域での防災に関心をもたれている

一般主婦を対象に、日本損害保険協会が昭和47年

より防災通信講座を通じて優秀な成績を修められ

た方に認定しているもので、現在までに 768名の

博士が誕生しております。

今回実施した研修会は、九州｜ブロック 、東北プ

ロッ夕、北陸ブロックに続き 4回目の集合研修会

で、神奈川・ 静岡 ・愛知・ 三重 ・岐阜の 5県の博

士を対象に「主婦の自主防災」をテーマに、 7月

27日（木）、 28日（金）の二 日間にわたって行ったも

ので、 44名の参加を得ました。

27日の初日は、当協会の山田裕士防災事業室長

の開会挨拶に続き、聖学院大学教授安倍北夫氏よ

り講演を願った後、 2組に分かれ態談会を開催し、

博士それぞれの最近の活動状況、防災活動上の問

題点、当協会に対する要望事項等、活発な意見交

換が行われ、各地域に帰ってから、一層防災活動

の輪を広げていくことの意志統ーがなされました。

翌28日は、静岡県地震防災センターの見学を行

い、小島副所長の詳細・丁寧な説明およびセ ンタ

ー案内に、地震のメカニズム、防災の心がけ等、

改めて認識を深めました。

なお、次回の研修は、関西地区の博士を対象に

2月初旬を目途に準備をしています。

’89防災シンポジウム長野が開催されました

9月8日（金）午後 1時～ 4時15分にわたり、長

野県伊那文化会館において 1,000名の県民の参加

を得、「大地震に備えるー守ろう、わが町わが命ー」

をテーマに、長野県・伊那市 ・日本損害保険協会

主催で、次の内容の防災シ ンポジウムが開催され

ました。

司会長野県生活環境部豪雪・防災対策幹事桜井孝

13: 00 開会式挨拶

長野県生活環境部長

伊那市市長

吉田和民

原 久 夫

日本損害保険協会防災事業室長 山田裕士

13 : 10 基調講演 演題「長野県と地震災害」

講演者 N H  K解説委員 伊藤和明

14 : 10 休懲

14 : 20 パネルディ スカッション一大地震に備える

コーディネーター NH  K解説委員

伊緩和明

パネラー東京大学助教授虞井倫

15: 50 質疑応答

16: 15 閉会

王滝村村長 家高卓郎

伊那市助役

住民代表

(I処隊防災同士）

唐沢茂人

原 静 江

伊藤和明氏の基調講演、パネルディスカッショ

ンを通じ、長野県は、東北日本と西南日本という

大きな地体構造の接合部であることから、いろい



ろな発生形態の地震を経験していること、また、

地震発生を防ぐことはできないが、被害を最小限

にくい止めることはできる。そのためには、住民

一人一人が地震、特に近い将来訪れるであろう東

海地震という大きな災害について再認識し、今後

の防災活動に生かしていくことが必要であること

を肝に銘じられたシンポジウムでした。

なお、県からの推選によりパネラーを務められ

た原静江さんは、当協会が認定した第14期奥さま

防災博士です。

・89防災シンポジウム福井・宮崎を実施します

’89防災シンポジウム福井および宮崎を、次の内

容で実施することとなりましたので、お近くの方

はご参加ください。

・’89防災シンポジウム福井：平成元年10月6日

（金）、午後 1時30分より福井放送会館 6Fホー

ディングホール、テーマは「気象災害を考える」

（仮題）、コーディネーターはNH K解説委員伊

藤和明氏、基調講演は日本気象協会気象解説家

の宮沢清治氏にお願いいたしております。福井

県下における気象災害に起因するさまざまな問

題点が浮き彫りにされると思います。

・’89防災シンポジウム宮崎： 平成元年11月 2日

（木）、 午後 1時30分よりボンベルタタチバナ 8

F橘ホール、テーマは「都市構造の変化と災害

（防災）」（仮題）、 コーディネーターおよび講演

は、 NH K解説委貝吉村秀賞氏にお願いいたし

'89予防時報159

ております。宮崎県下における都市構造の変化

にともなう災害の変化、住民の災害に対する意

識の変化についての問題点の提起と今後の課題

がわかりやすく展開されると思います。

なお、 12月初旬には、島根県下で 「気象災害」

についての防災シンポジウムを開催する企画を検

討中です。

秋の全国交通安全運動用パンフレツト

を制作しました

警察庁などの統計資料によると、昨年（昭和63

年）の交通事故による死者は13年ぶりに 1万人を

突破しました。そのうち二輪車乗車中の事故によ

る死者数は 2,559人で、 10年前と比べて倍以上の

増加率を示しています。秋の全国交通安全運動（ 9 

月21日～30日）を契機に、日ごろの二輪車運転に

ついて、改めて考え直していただくために、警察

庁の監修をいただき、「みんなで守ろう交通安全、

ーライダーの安全運転ここがポイン トー」（ B6版、

12頁）を100万部制作しました。損害保険会社、関

係機関を通じ、広く皆様に配布しました。

59 
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秋の全国火災予防運動用パンフレット

を制作します。

損害保険業界では、かねてより防災意識の啓発

に努めてまいりましたが、この度「秋の全国火災

予防運動」（ 11月9日～15日）にあわせ配布するパ

ンフレットを伽Jf乍することとなりました。

火災の発生件数は減ってきているとはいえ、ま

だまだ注意を払えば減らすことができます。そこ

で、このパンフレ、χ ト（ 86版、 12頁）を 100万

損害保険会社発行の防災図書の紹介

損害保険協会を通じ一般の方にいろいろな防災

図書を発行しておりますが、各保険会社において

もお客様向けの図書を各種発行しておりますので、

その一部を紹介いたします。

・企業向け総合安全防災誌

Safety Now （季干lj、A4版、 20頁）（安四社） ・

安全のための情報誌 FORSAFETY（季干lj、A4版、

10頁）（興亜社）・リスクレーダー（月刊）（東海社）

・セーフティセンサー（A4版、 1枚）（千代田社）

・リスクマネージメン ト通信（ A4版、 10～20頁）

（千代田社） ・WorldReport ( B 5版）（共栄社）

・ SAFETY INFORMATION （季刊、 A4版、10頁）

（日新社） ・SAFETYNEWS （季刊、 A4版、 18

頁）（大正社） ・セーフティ・アプローチ（季刊、

A4版、 7頁）（同和社）・リスク ・レポー ト（季

刊、 B5版、 12頁） （大成社）

・企業向け特定テーマ安全防災誌

安全技術ニユース（年 6回、 B5版、 8頁）（安

田社）・自動車防災ニュース（季刊、 B5版、 16

頁）（安田社） ・海外PL情報（隔月、 A4版、 50頁）

（安田社）・ SAFETY ENGINEERING NEWS 

（年 1、A4版、 12頁）（安田社）・安全技術資料

（不定期）（東海社） ・ANSWER ( B 5版） （共栄

社）・SAFETY DRIVEインフォメーション（季

刊、 A4版、 1枚）（同和社） ・安全データファイ

ル（隔月、 B5.版、 7頁）（住友社）・インフォメ

ーション （毎月、 B5版、 22頁）（住友社）

部ほど印刷し、消防機関等を通じ、ご家庭に配布

することとしました。

今年の防火ポスターができました

平成元年度防火標語（おとなりに あげる安心

火の始末）をもとに、全国火災予防運動等に使用

される防火PRポスターを65万枚制作し、消防庁

に寄贈（62万枚）いたしました（表4掲載）。

・家庭向け総合安全防災誌

セーフティーシリーズ（ B 5版、 6頁）（千代田

社）・SAFETYSERIES(A4版）（共栄社） ・SAFETY

REPORT （毎月、 A4版、 16頁）（ 日本火災社）

・家庭向け特定テーマ安全防災誌

あん ぜん かわ ら版 （年 4回、 A4版、 1枚）

（大正社）・家庭の安全シリーズ （年数回、 B5版、

10頁）（住友社）

‘［rf¥, 
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新保険の発売

・遊漁船業者総合保検の発売（ 9月 l日より ）

この保険は、遊漁船（釣り船）業者の業務遂行に

伴う各種の賠償危険等の損害に対して幅広い補償

を提供するためのものです。

「遊漁船業総合保険」は、去る昭和63年12月に

公布された 「遊漁船業の適正化に関する法律」で

規定される「損害賠償の実施の確保」に対応する

ために開発された新商品です。 この法律は、遊漁

船業者の営業適正化および遊漁船利用者の安全確

保等を目的としておりますが、これにより、遊漁

船業者は、次のような形で遊漁船利用者などに与

える煩害に対する賠償に備え、賠償責任保険を付

保することなどにより「損害賠償の実施の確保」

を行うことが求められることとなります。

①遊漁船業を営む者はすべて、その営業所ごと

に、営業所を管轄する都道府県知事に、所定の

事項を記載した届出書を提出しなければならな

いが、利用者に対する賠償責任保険契約締結の

有無が届出事項のーっとして定められている。

② 遊漁船業の健全な発達を図ることを目的とし

て設立が予定されている 「全国遊漁船業協会」

は、遊漁船業の 「適正営業規程」を定め、これ

を遵守して営業を行う遊漁船業者について登録

を行い、登録を受けた業者は、営業所および遊

漁船ごとに農林水産大臣の承認を得て、定めら

れた標識 （通称⑧マークと言われている）を掲

示する（法第15条）こととなる。 この適正営業規

定のーっとして「損害賠償の実施の確保」が定め

られており、遊漁船業者は賠償責任保険への加

入により、この要件を満たすこととなる。

協会だより

遊漁船業者が利用者などに与える損害に対する

賠償に備える既存の保険商品としては、船客傷害

賠償責任保険や施設所有（管理）者賠償責任保険な

どがありますが、今般の法律を契機に、遊漁船業

者の業務の実態および法律に規定される 「損害賠

償の実施の確保」に適合した専用の商品とすると

ともに、捜索救助費用や傷害見舞費用なども新た

に担保することができる総合保険として開発した

ものです。

※上記保険についての詳細は、お近くの損害保険

会社または代理店にお問い合わせください。

第9固損害保険大会を開催しました

社団法人日本領害保険協会（会長徳増須磨夫）

では、損害保険に対するより深いご理解とご信認

をいただく べく 、昭和56年以来毎年、損害保険大

会を開催し、各界から多数のご参加をいただいて

おります。

本年も「第 9回損害保険大会」を下記のとおり

開催いたしました。

コ
し

Z
一一
ロ

1.日 時平成元年度9月8日（金）午後3時

2.場 所経団連会館(14階 ・経団連ホール）

東京都千代悶区大手町 1 9 4 

3. 大会次第会長挨拶 徳増須磨夫

来賓講演

内閣総理大臣 海部俊樹殿

（代読官房長官 森山真弓殿）

大蔵大臣 橋本随太郎殿

日本銀行総裁 澄回 智殿

経済団体連合会会長 斎藤英四郎殿

｜ 寄贈図書のご紹介 川竹本il>，~r￥~

うわさと誤報の社会心理
虞 井筒著

日本放送出版協会発行

B 6判 224ページ 750円

宮沢清治のウェザーボックス

宮沢清治著

毎日新聞社発行

新書判 192ページ 750円
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祉会掴櫨施臆縛の夜間の防火管理

体間指事マ1=31’~IIについて

小林恭一

1 はじめに

東京都東村山市の松寿園火災において17人のお

年寄りが亡くなられてから、すでに 2年聞が過ぎ

た。この 2年の聞に、この火災を教訓として、社

会福祉施設や病院に対しスプリンクラーの設置強

化を中心とする消防法施行令の改正等の防火安全

対策の強化がなされ、東京消防庁においても、後

述の直接通報の導入をはじめとする諸施策を実施

してきたところである。

このような諸施策により、社会福祉施設や病院

等の防火安全性は急速に向上しつつあると考えら

れるが、「万一初期消火に失敗した場合の対応体

制」については、これから整備を進めていかなけ

ればならない事項であり、この種の施設の残され

た課題であると言えるだろう。

この対応体制に関しては、自治省消防庁に設け

られた学識経験者や関係諸官庁からなる委員会に

おいて研究が続けられていたととろであるが、去

る3月31日付けで「社会福祉施設及び病院におけ

る夜間の防火管理体制指導マニュアル（以下「マ

ニュアル」という）」が出され、当庁においても、

去る 5月 8日付けでこのマニュアルに基づく指導

方針を各消防署に指示したところである。

本稿では、マニュアル作成に携わった者の 1人

としての立場からこのマニュアルの考え方を紹介

するとともに、マニュアル作成に当たって当庁管
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内で行ってみた検証結果について報告し、併せて

このマニュアル作成の過程で気付いた社会福祉施

設等の防火安全上の問題点等についてまとめてみ

ることとしたい。

2 火の用心と初期消火

この種の施設で、万一初期消火に失敗した場合

には、避難誘導が極めて困難であることはいまさ

ら言うまでもないだろう。

とのため、この種の施設の防火安全対策の基本

は「とにかく火を出さないこと」とされており、

どの施設でも火気管理については最大限の注意が

払われているようである。

また、万一火災が発生した場合に、火災をでき

る限り早く発見し、消火することについても、そ

の重要性はよく認識されており、消火器や屋内消

火栓を用いた初期消火の訓練なども、他の用途の

施設に比べればはるかに熱心になされていると言

ってよいだろう。

むしろ、「初期消火に失敗したらそれで終わり」

とすらひそかに考えて、火の用心と初期消火まで

の対応に全力を傾注している、と言ってもよいか

もし才lない。

この考え方は、もちろんそれなりに正しい。現

に神戸市陽気寮火災（1986年 8月、 8人死亡）まで

は、社会福祉施設で 6人以上の死者をだす火災は

18年間もの開発生しなかったのだから。

それでも、陽気寮と松寿園では初期消火に失敗

し、多数の死者が発生してしまった。そして、究



極の初期消火対策とも言うべきスプリンクラーの

設置規制の強化が行われたのである。

3 施設職員の対応

スプリンクラー設備の設置規制の強化が行われ

た今、社会福祉施設等の職員は、「火災が発生して

も初期消火に 100%成功する」という前提で対応

してよいのだろうか。

やはり、そうではないだろう。スプリンクラー

設備が設置されれば、これまでとは比べものにな

らないくらい、初期消火の成功率が高まることは

間違いないが、それでも、施設職員は万一初期消

火に失敗した場合も含めて対応行動を考え、訓練

しておかなければならないことは当然だろう。

まして、スプリンクラー設備が既存対象物に遡

及的に設置されるのは、遅いものでは1996年にな

るし、スプリンクラー設備の設置義務がない1,000

M未満の福祉施設や 3,000M未満の病院も相当数

あることを考えると、この残された課題に真剣に

取り組まなければならないことは言うまでもない。

4 初期消火に失敗した場合の

対応行動についての基本的な考え方

I ) 迅速確実な 119番通報（本能158号参照）

松寿園火災後の1987年 7月15日、東京消防庁は、

社会福祉施設と病院等について、自動火災報知設

備（自火報）が発報した際に自動的に消防機関にそ

の旨を通報する「直接通報システム」を承認する

ことに決定した。

「直接通報システム」とは、社会福祉施設等に

設置されている自火報（非火災報対策がなされて

いるものに限る）を通信回線で 119番に直結し、

自火報が発報するのと同時に、その情報（「自火報

が発報した」という情報）を合成音声で自動的に

消防機関に伝えるシステムである。この情報を受

けた当庁では直ちに 4隊の消防隊を出場させるた

め、通常、自火報発報後数分で消防隊が到着する

ことになる。

また、自火報が発報した後、当直の寮母等が現

場を確認に行き、本当に火災であることを確認し
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たら、所定の押しボタンを押せば、今度は「火災

が発生した」という情報に切り替わって、再び自

動的に消防機関に通報されることになる。この場

合は正式の火災通報であるから、本格的に大部隊

の消防隊が出場することになる。

つまり、この直接通報システムを導入した社会

福祉施設等においては、自火報が発報して数分後

には、屈強な消防隊員が続々と到着することにな

るのである。

これを前提として考えるのであれば、社会福祉

施設等の当直の寮母等の行動はかなり楽になる。

119番通報に要する時間を、押しボタンを押すだけ

の時間に短縮できるだけでなく、とにかく「自火

報発報後の最初の数分間をいかにしてしのぐか」

を考えればよいことになるのだから。

2) 一次安全ゾーンへの避雄・救出

これまで、火災が発生した場合の避難・救出先

は、最終的には「安全な地上」とされていた。こ

の考え方はもちろん正しいが、もし自火報発報後

一定時間で消防隊が到着することを前提とするの

であれば、当直の職員の行動としては、必ずしも

「最終的に安全な場所」まで入園者を搬送するこ

とを考えなくてもよいかもしれない。

少数の入園者を安全な地上まで搬送することに

より多数の入国者を火災ゾーンに残すことになる

のであれば、閉じ時間内にすべての入園者を一時

的に一定時間安全な場所に搬送しておき、地上へ

の救出は結果的に消防隊にゆだねることとするほ

うが、被害が少なくてすむ可能性が高いと考えら

れるからである。

ただし、このような避難・救出プログラムは、

消防隊が一定時間後には必ず到着することが前提

となっており、その前提が崩れると、一次安全ゾ

ーンに一時避難した人がすべて危険にさらされる

ことになりかねない。

その意味では、このような避難・救出プログラ

ムを採用するためには、当庁のように直接通報シ

ステムを認めるか、非常通報装置（ボタンを押す

だけで合成音声により自動的に 119番通報する装

置）の導入や自火報発報後即時の通報（確認前通

報）の承認等を検討していくことが必要になるだ

ろう。
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もちろん、一次安全ゾーンにどの程度の性能を

期待するかも重要な検討要素である。

3) 火災の拡大速度の遅延

火災拡大速度を遅くすることは、初期消火に失

敗した場合の次善の策として極めて重要であり、

そのための内装不燃化や防火区画の重要性は建築

基準法の基本理念であるとともに、自衛消防活動

の基本事項として従前から指導されてきた。

初期消火に失敗した後、一定時間内にすべての

入園者を一次安全ゾーンに避難 ・救出するプログ

ラムを実施するのであれば、この「一定時間」を

極力引き延ばすことは、従来にも増して重要にな

ってくる。

そのためには、建築基準法で要求している内装

不燃化や防火区画だけでなく、各室単位、数室単

位に区画できるような建築構造上の配慮、と、その

区画を閉鎖する行動プログラムが必要である。

5 マニュアルの考え方

マニュアルは、 3のような基本的な考え方に基

づき、以下のような機成でまとめられている。

I) 基本的な対応事項の標準化

火災が発生した場合の対応事項の基本は、建物

によってそれほど大きな違いがあるわけではなく、

対象用途（この場合は社会福祉施設と病院）を決

表 l 出火区画の限界時間

条 ｛牛
スプリ ンクラー設備

鼓置の場合

出火区画の基増 内装制限がなされている場合 9分

時間

(T1, 1) 内装制限がなされていない場合

各室不燃化
就寝室から有効な

バルコニ一等によ 6分出 区画を形成
り避雛させる場合

火 する場合
l区画等の 上記以外の場合 3分

区 確保

(T1, 2) 
各室戸区画

就寝室から有効な
函 バルコニ一等によ 4分

を形成する
り避錐させる場合の

場合

延 上記以外の場合 2分

長 2寝具販の
寝具類に防炎製品が使用されて

防炎化
いる場合時 ( T1, 3) 

間 3初期消火 初期消火において屋内消火栓を

(T1, 4) 使用する場合

めて実態をよく観察すれば、ある程度の標準化は

可能である。

このマニュアルでは、基本的な対応、事項を以下

の 9つに整理している。

① 自火報の受信機による出火場所の確認

② 出火場所に行き現場の状況の確認

③ 消防機関への通報

④ 初期消火

⑤ 防火戸の閉鎖による出火区画、隣接区画等の防火

区画の形成

⑥ 就寝室やリネン室等の廊下に面する関口部の戸の

閉鎖による室区画の形成

⑦避難指示と誘導

⑧ 自力避難困難者の安全ゾーンへの搬送

⑨ 消防隊への情報提供

2) 限界時間の股定

火災が発生して初期消火に失敗した場合は、あ

る時間が経過すると、火と煙により一定の範囲の

空聞が危険な状態になると考えられるので、施設

職員は、危険になると考えられる時間までに、危

険になると考えられる空聞から、すべての入所者

を避難させなければならない。

このマニュアルでは、危険になると考えられる

時間を「限界時間」と呼ぴ、危険になると考えら

れる空間を①出火区画、②出火区画と同一階の隣

接区画、③出火区画の上階にある隣接区画、の 3

スプリンクラー設備

設置でない場合

5分

2分

4分

2分

2分

l分

l分

l分

つに分けて、そのそれぞ

れについて限界時間を設

定している。

( I ) 出火区画の限界時

問（表 l参照）

出火区画の限界時間の

設定の原則は、次のとお

りである。

① 内装制限 （壁、天井

等の不燃化）がなされ

ていると限界時聞は長

くなる。

出火区画の限界時間 （Ti)=(T1, I)+ (T1, 2) + (T1, 3) + (T1, 4) 

② スプリンクラーが設

置されている場合は、

スプリンクラーを延焼

防止設備とみて、限界
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時間を最大限（ 9分）に見積る。

③就寝室から（中廊下を使わずに）バルコニー

を経由して避難させる場合は、出火区画にとど

まって救出に当たれる時聞が長くなると考えら

れるため、各室の区画性能に応じて限界時間を

延長することができるものとする。

④寝具類が防炎化（難燃化）されている場合は、延

焼速度を遅くする効果があると考えられるので、

限界時聞を延長することができるものとする。

⑤初期消火に屋内消火栓を使用する場合は、消
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た壁・天井等と防火戸により小面積に区画され

れば、スプリンクラー設備と同等の効果がある

としているが、この考え方は、スプリンクラ ー

設備の延焼防止設備としての側面を評価してい

ること

④ すでに建設省の「建築物防災対策要綱」等で、

スプリンクラー設備を設置した場合の延焼防止

性能を 9分とした例があり、消防庁の「旅館・ホ

テル等における夜間の防火管理体制指導マニュ

アル」においても、同様の扱いをしていること

火によって延焼速度を

遅くする効果があると

考えられるので、限界

時間を延長することが

できるものとする。

(1) s Fなし・各室戸区画、各室不倫化区画なしの場合

極めて有効な消火設備

であるスプリンクラー設

備を、あえて延焼防止設

備とみて限界時間を設定

することには議論がある

ところであるカ人

① スプリンクラー設備

の効果を、初期消火の

成功、失敗、という形で

とらえると、限界時間の

設定は安全側（初期消

火に失敗するとみる）に

せざるを得ないが、ス

プリンクラー設備の初

期消火の成功率が極め

て高いことを考慮する

と、現実的ではないこと

② スプリンクラー設備

の効果を初期消火の成

功率という形でとらえ

るより、延焼防止性能

という形でとらえるほ

うが、自衛消防活動の

マニュアルには適して

いると考えられること

③ 消防法施行規則第13

条では、内装制限され

品 図 出火区画的範囲 ~Iii)一階的糊区画的制昌上階隣接区画的範聞
出火階 直上階

凡 Oは各室戸区画限界時間
(2) s Fなし 各室区画有りの場合 ．は各室不燃化区画限界時間

例 （ ）はパルコニ避維なし限界時間

(3) s P有り 各室区画有りの場合（s F有りの場合は、上階限界時間的政定はない）

(4) s P有』｝ 各室区画なしの場合（SF有リ的場合は、上階限界時間的設定はない）

図 l 建物条件による限界時間の例
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等の理由から、限界時間を設定し、その値を 9分

としているのである。

また、バルコニーを利用した場合に各室の区画

性能により限界時間の延長時間を変えているのは、

「各室の開口部を閉鎖する」という行動プログラ

ムを実行すれば、炎や煙は各区画を次々に突破し

ないと拡大できないと考えられるため、延焼拡大

防止性能は、その区画性能によって決まると考え

られるからである。

なお、バルコニーに避難させた自力避難困難者

を出火室の開口部（ここから火炎が噴出する可能

性がある）からどの程度遠ざける必要があるか、

という点についても議論があるところであり、そ

の距離が長くなるほど安心できることは間違いな

いが、このマニュアルでは、スプリンクラー設備

が設置されているか、各室の区画性能が高い（各

室不燃化区画）場合は出火室の開口部から 5m以

上、区画性能がある程度ある（各室戸区画）場合は

出火隻の隣の室の開口部から 5m以上、それぞれ

遠ざける必要がある、としている（図 1参照）。

ちなみに、各室に戸がないとか、障子やふすま

程度の仕切りしかない場合は、 1つの防火区画内

のすべての室が一定時間のうちに延焼してしまう

と考えざるを得ないため、それに接するバルコニ

ーのどこに避難させても危険である、としている

表2 出火区画と周→皆の隣接区画の限界持問

条 f牛
スプリンクラー設備

設置の場合

隣接区画の基準時間 （T田， 1) T1(9～12分）＋ 4分

隣接画区

区画等の確保
(T,, 2) 

。コ 各室不燃化区画または各室戸区画を形 4分

延長時間 成して就寝室からバルコニ一等に避難

させる場合

隣接区画の限界時間 （T,)= (To, 1) + (T,, 2) 

表 3 出火区画の上階にある隣篠区画の限界時間

条 ｛牛
スプリンクラー設備

設置の場合

隣接区画の基準時間 （T,, 1) 

隣接画区

区画等の確保

(T,, 2) 隣接区画の限界時間

σコ 各室不燃化区画または各室戸区画を形 は訟定しない

延長時間 成して就寝室からバルコニ一等に避難

させる場合

隣接区画の限界時間 （T,)= (T,, 1) + (T,, 2) 
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が、垂直避難を後回しにする避難救出プログラム

である以上、やむを得ないだろう。ただし、この考

え方は開口部から噴出する火炎の輯射熱からの防

御に重点を置いているものであるので、バルコニ

ーの形態や遮蔽物の存在によっては、 「5m」とい

う以外にさまざまな工夫の余地がありそうである。

( 2 ) 出火区画と同一階の隣接区画の限界時間

（表 2参照）

出火区画と同一階の隣接区画の限界時間の考え

方は、次のとおりである。

① 防火戸の区画性能を 3分とみ、スプリンクラ

－設備が設置されている場合は、さらに 1分加

算する。

② 各室の戸を閉鎖してからバルコニーを利用し

て避難する場合は、限界時聞を 3分延長できる

ものとし、スプリンクラー設備が設置されてい

れば、さらに 1分加算する。

ここで、各室不燃化区画でも各室戸区画でも限

界時間が閉じであるのは、火災がこの程度の進展

段階であれば、隣接区画に及ぼす危険因子は火炎

よりも煙であると考えられるためであり、火炎に

対する区画性能の差は、この段階の限界時間には

影響しないと考えられるからである。

( 3) 出火区画の上階にある隣接区画の限界時間

（表 3参照）

スプリ ンクラー設備

設置でない場合

T1( 2-9分）＋3分

3分

スプリ ンクラー設備

設置でない場合

T1 (2～9分）+8分

3分

出火区画の上階にある

隣接区画の限界時間の考

え方は次のとおりである。

① スプリンクラー設備

が設置されていれば、限

界時聞は設定しない。

②竪穴区画の区画性能

を8分とみる。

③ 同一階の隣接区画と

同様、各室の戸を閉鎖

してからバルコニーを

利用して避難する場合

は、限界時間を 3分延

長できるものとする。

3) 検鉦と改善

このマニュアルでは、

各施設ごとに限界時間を



設定した後、通常の夜間の勤務体制の状態で自火

報を発報させ、すべての対応行動を実際に行って

もらい、消防機関がそれに要した時間を測定する

こととしている（入所者すべてがこれに参加でき

ない場合は、一定の計算式によって、測定時聞を

補正し、完了時聞を推定する）。

出火区画と隣接区画のそれぞれの区画内で行わ

なければならない対応行動が、すべて各区画ごと

の限界時間内に完了すれば一応合格であるが、完

了しない場合は、その対応行動の内容（活動プロ

グラム）をはじめ、その施設のハード・ソフト両

面の安全対策を検討し、対応行動が限界時間内に

完了するよう、改善策を検討する必要がでてくる。

この「検証と改善」という考え方が、このマニ

ュアルの最大の特徴である。

これまでの消防の規制や指導は、往々にして「～

をしなければならない」という対策の羅列になり

がちであったが、このマニュアルでは、建築構造

や防災設備のグレードから物理的に決まってくる

「限界時間」と「危険な空間からその限界時間内

に全員を退避させないと危ない」という客観的事

実を提示することが消防機関の第一の仕事であり、

次にその施設の実態を見ながら、いかにしてこの

命題を解決するかを縮設の職員とともに考える、

というのが消防機関の第二の仕事になるのである。

職員の行動を無駄のないものにするような活動

プログラムを工夫するとか、そのプログラムを容

易に実行できるよう反復訓練するといった比較的

簡単な方法で限界時間内に対応行動が完了できれ

ばよいが、なかにはハード面でのなんらかの対策

や夜間の防火管理体制の強化などにまで踏み込ま

ないと、完了できないものもあるかもしれない。

その場合でも、消防機関は、対応行動の合理化

方策（自動火災報知設備の受信機や放送設備のマ

イク等の各階寮母室への設置、非常通報装置の設

置等）や限界時間の延長方策（防火戸の設置や各

室のドアの改善、内装の不燃化、防炎布団の使用

等）のための方法論は提示するが、「～を設置しな

ければならない」とは決して言わない。

消防機関は、あくまでも「限界時間内にクリア

できなければ危険である」という事実を提示する

ことと、そのための方法論をアドバイスすること
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に徹し、どのような方法を選択するかは施設側に

ゆだねるのである。

6 東京消防斤管内における

検証の試行結果

このマニュアルの原案が出来上がった昨年11月、

東京消防庁ではマニュアル作成委員会に協力し、

秋の火災予防運動の機会をとらえて、当庁管内76

の消防署すべてにおいて、管内の福祉施設または

病院のいずれか 1施設を選んで、マニュアル原案

に基づく検証を試行してみた。

図 2は、その試行結果の一部であり、横軸に出

火区画の限界時間、縦軸に出火区画の対応行動の

所要時間をとって、 76施設すべてについてプロッ

トしてみたもので、図中で「限界線」とある45度の

線より下にプロットされれば合格、上なら「改善

の要あり」というわけである。

これを見ると、限界時間内に収まっているもの

は、特別養護老人ホーム71%、病院78%、その他

の福祉施設83%となっており 、第 1回目の検証の

結果としてはまずまずであるが、限界時間を 2分

以上超過しているものも 9施設（11%）あり、うち

2施設については10分以上超過しているなど、今

後の改善指導の難しさを今から予感させられるも

のもある。

これらの76施設についてはすべて、建築構造、

防災設備、夜間体制等の実態と、建築計画図面お

よび活動プログラムが手元にあるので、所要時聞

が限界時間を超過したものについては個別に分析

ずみであり、改善策についても検討している。

紙数に限りがあるのでここでは紹介できないが、

総じて区画性能が弱いものが多く、特に福祉施設

の場合は、せっかくバルコニーがあるのに各室に

戸がないため「バルコニー避難」のメリットを生

かせないものが目立った。

また、この種の施設では、少なくとも水平避難

（出火区画と防火戸を隔てて反対側の区画に避難

させること ）を考慮する必要があり、そのために

は、建築基準法の面積区画とは関係なく、各階の

廊下の中央付近に 1枚は防火戸が欲しいのである

が、階段部分の竪穴区画用の防火戸以外にはまっ
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たく防火戸がないものも多かった。

このような施設では、活動プログラムを作成す

ること自体が難しく、結果的にはクリアしている

ものでも、詳細にデータを見ると、対応行動に悪

戦苦闘している様子が伺える。

また、防火戸が設置されているものでも、「火煙

の拡大を防ぐ」という本来の意味を忘れて、「法令

上規定されているためやむなく設置している」と

思われるものが少なからずあり、そのような防火

戸は、配置のバランスが悪いため、防火区画の大

きさが不揃いで、時間ロスの大きな原因になって

いfこ。

全体として言えることは、建築設計者の配慮、不

足が目立つ、ということである。

この穫の施設では、少ない人数（時には 2-3

人）で何十人もの自力避難困難者を火爆がまわる

前に助けなければならないという事態があり得る

のであるから、このマニュアルと閉じではないに

しても、「火災が発生した時にどうするか」という

問題について、なんらかのコンセプトを持って設

計すべきだと思うが、「建築基準法や消防法に適合

していれば防火安全性については免罪符がある」

と言わんばかりの設計が自につくのである。

他の用途の建物の場合はいざ知らず、この種の

施設については、弱者に対する日常の利便性につ

。

）

5

2
所
要
時
間
分

l

限界時間外

限界線

限界時間内

。 10 限界時間（分）15

実地数限界時間内限界時間外

31 22(71%) 9 

27 21(78%) 

18 15(83%) 

76 58(76%) 18 

＠特別養謹老人ホーム

凡例 O病 院

。その他的施股

合計

図2 社会福祉施設等のマニュアルに基づ〈検証結果褒 76対象（出火区画内）
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いての配慮、機能性、合理性、見た目の美しさや

明るい雰囲気などといった要素と同等以上に、こ

の問題についても考慮に入れることが設計者の責

務であるはずであるが、結果的にこのマニュアル

をクリアしているものの中にさえ、「なるほど」と

思われるようなものは少ないように見受けられた

のは残念である。

7 今後の方針

当庁では、自治省消防庁の方針に沿い、延べ面

積 1,000M以上の社会福祉施設（187施設）と延べ

面積 3,000m＇以上の病院（ 334施設）を 「特定検証

対象物」としてリストアップし、各消防署の実態

に応じて1992年 6月末日までに 1回以上検証を行

うこととし、その他については1994年 12月末日ま

でに検証を行うこととしている。

このマニュアルのような指導方法は当たり前の

ようにみえるかもしれないが、実際にやってみる

と、限界時間の設定や適切な活動プログラムの作

成、より安上がりな改善方法のアドバイスなどの

ために、消防職員にかなりの知識と能力が必要と

されることはもちろん、検証の実施にも相当の労

力が必要となり、消防機関にとっては大きな負担

である。

今回、福祉施設と病院を対象として、あえてこ

の困難な途を選択したのは、多数の既存の施設が

明確な防災コンセプトのないまま設計されており、

一方、多くの施設では、他の用途に比べてはるか

に熱心に消防訓練を行っているにもかかわらず、

方法論が明確になっていなかったため、その努力

が相当程度無駄に費やされている可能性があるか

らである。

今後、このマニュアルに基づく検証と改善指導

を繰り返す過程で、「初期消火に失敗した時どう

すべきか、また、そのためにどんな準備をしてお

けばよいか」という戦略を施設職員に教えていく

とともに、検証を積み重ねてノウハウを蓄積し、

既存の施設の防火安全性能の向上を図るだけでな

く、この種の施設を設計するための設計指針にま

で高めていければ、と考えている。

（こばやし きょういち／東京消防庁指導広報部指導課長）
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災害メモ

合火災

es・20 神奈川県厚木市の横浜高

級捺染工所工場で火災。 I棟約

1,300m'全焼。消火中の付近住民 1

名ショ ック死。・6・21 長野県長野市の民家1階

台所付近から出火。 l棟約80m'全焼。

父娘3名死亡。・7・4 東京都目黒区の金属プレ

ス工場井伊製作所l階機械置き場付

近から出火。 H掛旬130m•全焼。隣接

工場約860m'も全焼。消火作業中の

2名負傷。漏電らしい。

合爆発・5・1 東京都港区の飲食店1階

調理場付近て都市ガスが爆発。調理

場132m'全壊a 従業員や客等15名重

軽傷。東京ガスの検査員が床下を点

検しようとふたを開けた際に、腐食

した配管からもれてたまっていたえf

スが噴き上げ、コンロの火に引火し

たらしい。

es・2 三重県四日市市の三重総

合高等職業訓練校鋳造実習室で、ア

ルミ溶解炉が爆発、 i容けたアルミが

飛散。生徒等25名負傷。溶解炉の中

に異物が入っていたらしい。

• 1 ・ 3 北海道札幌市のアパート

2階でプロパンガス爆発、炎上。 1

棟約180m'全焼。隣接住宅兼倉庫な

ど計H掛り740m'も全半焼。 1名死

亡、 3名負傷。

・7・10 和歌山県和歌山市の大岩

石油青岸油槽所で、アクリル骨量エチ

ルエステルの入ったタンクが爆発、

炎上。 1(激mの火柱を上げて燃え続

け、約12時間後に鎮火。

＊陸上交通

es・ 21 埼玉県草加市の国道4号

で、乗用車カ吠す向車線にはみ出し、

反対側から来た乗用車など計4台に

次々と接触、横転。 2名死亡、 4名

重軽傷。

es・18 神奈川県川崎市のJR南

武線武蔵中原ー武動j噌筒の踏切で

乗用車が上り電車に衝突、大破。脱

線した車両が近くの駐車場に突っ込

み、乗用車13台を押しつぶした。 5

名重軽傷。遮断機の下りている踏切

を無理に通過しようとしたもの。・6・24 京都府田辺町の国道307

号で、ワゴン車がセンターラインを

越え、対向車線のガードレールに接

触後、ミニバイク 3台を次々とはね

飛ばし、 4名死亡、 6名重軽傷。飲

酒運転。・7・10 山梨県南都留郡山中湖村

の私道で、乗用車がコンクリートプ

ロック製ゴミ収集場に激突、大肱

4名死亡。スピードの出し過ぎて・ハ

ンドル操作を誤ったらしい。・7・17 東京都文京区の都道不忍

通りで、乗用車がコンクリート製電

柱に激突、大破。 2名死亡、 2名重

傷。・7・18 岡山県久米郡中央町の県

道で、乗用車が集団下校中の児童の

列に突っ込み、 12m暴走して電柱に

激突。 1名死亡、 I名重体 11名重

軽傷。・7. 24 宮城県黒川郡大和町の県

道で、家族8名が乗ったワゴン率が

対向車線にはみ出し大型トラ ック と

正面衝突、大破。 5名死亡、 2名重

体、 2名重軽傷。
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• 1 ・ 30 奈良県山辺郡山添村の名

阪国道で、路側帯に停車中の乗用車

にトラ ックが追突。 2台とも炎上。

4名死亡。居眠り運転らしい。

合航空

es・30 沖縄本島南部喜屋瑚甲沖

の太平洋で、米海兵隊普夫間基地所

属CH46ヘリコプター（乗員22名）

が夜間訓練中に墜落、水没。 14名行

方不明。・7・6 静岡県伊東市の山間部に

自家用ヘリコプター（乗員3名）が

墜落。全員死亡。霧に巻かれて方向

を見失ったらしい。

合海上・5・2 愛媛県今治市沖の来島海

峡で、自動車運捌昔オレンジコーラ

ル号（7,628t・18名乗車却とタンカ

ーサムロックオウチョウ（2.785 t・

18名剰!II.）が衝突。オ号は乗用車913

台と部品とともに沈没。重油 220l 

流出。・6・5 新潟県佐渡島沖てにイカ

釣り船第23宝漁丸（19.96t・4名乗

車!II)と貨物船ライチヒンスク（4,531

t）が衝突。宝漁丸は沈没。全員行

方不明。・6・9 北海道根室市の標津漁港

南300mで、しゅんせつ作業中の千

代号（1,200 t . 7名乗車!II.）が、シケ

のため消波ブロックなどが敷き詰め

られた海岸に座礁咽船底に穴があき

浸水。排水作業中の船長等3名死亡。

合自然・5・1 長野県北アルプス・北穂

高岳の北穂沢て雪崩。 14名が巻き込

まれ、 l名死亡、 3名重傷。・7・13 6月末以来群発地震が続

いた伊東市沖て稀底噴火（グラビア

ページへ）。

• 1 ・ 16 福井県丹生郡越前町の国
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道305号で崖崩れ。マイクロパスの

15名死亡 （グラビアページへ）。

＊その他

es・22 川崎市宮前区の野川健康

センタービル建設工事現場で土砂崩

れ。 5名死亡、 2名重軽傷。補強用

のH鋼材の埋め込みカVG充分だった

らしい。

• 1 ・ 11 千葉県長生郡長南町の民

家で、酸欠て骨子3名死亡。台所の

瞬間湯沸かし器から風呂場に、ゴム

ホースで長時間湯を引いていて酸欠

状態となったらしい。・7・12 千葉県長生郡長南町の民

家で、湯沸かし器の不完全燃焼によ

る一酸化炭素中毒。親子3名死亡。・7・15 東京者間I田市の市立小山

村械で、 473名が食中毒。制虫校方

式の給食が原因らしい。・7・17 愛知県名古屋市の世界デ

ザイン博白鳥会場で、白鳥センチュ

リープラザのエスカレータ一手摺り

が急にストップ。児童等か将棋倒し

となり、 36名負傷。・7・27 愛知県名古屋市の県営住

宅で、 4階一室のベランダから母子

3名が転落。 2名死亡、 1名負傷。

手摺りに干した布団に乗って遊んで

いた子供を降ろそうとして一緒に転

落したらしい。

＊海外

es・10 米・メーン州のジャクソ

ン研究所で火災。飼育中の実験用マ

ウス約500,000匹焼死。ガン、免疫な

ど基礎医学研究に支障がでるのでは

ないかと心配されている。

es・29 中国・湖南省玩江で川鉛

が転覆。 55名死亡。.5・30 フィリピン ・ミンダナオ

島の金鉱山で、集中豪雨による大規

模な地滑り。 13の坑道が陥没。押し

つぶされた坑口付近の民家から火災

70 

が発生し計150軒が炎上。13名死亡

確認、 500名以上生き埋め。・6・4 ソ連パシキル自治共和国

で、液化tiスのパイプラインからえf

スが漏洩。通過中の列車が巻き添え

（グラビアページへ）。・6・7 スリナム共和国の首相1パ

ラマリポ付近で、スリナム航空Dc 
8型旅客機（乗員乗客182名）が墜落。

約170名死亡。.6・17 東独・シェーネフェルト

国際空港で、インターフルーク航空

イリューション62型旅客機 （乗貝乗

客113名）が離陸に失敗、炎上。 14名

以上死亡、 39名以上重軽傷。

.6・26 ノルウェー沖メドページ

ィ島南350kmで、 ソ速の原子力潜

水鑑が火災、沈没。・7・10 中国・四川省で8日から

集中豪雨。重度市周辺では揚子江が

氾濫。 137名死亡、 10名行方不明、 432

名負傷。同省東部渓口地区でも崖崩

れがあり、 14名が死亡するなど、 10

日現産計約200名死亡。

•1 ・ 19 米・アイオワ州のスーゲ

ートウェー空港で、緊急着陸したユ

ナイテッド航空DClO型旅客機 （乗

員乗客293名）が着陸に失敗。付近の

トウモロコシ畑に突っ込み炎上、大

破。死者・行方不明者109名。後部エ

ンジンの爆発て飛ばされた金属片が

尾翼付近に穴を開け、油圧系統を損

犠したらしい。・7・21 フィリピン・ ニノイアキ

ノ国際空港で、フィリピン航空圏内

線BAClll型旅客機 （乗員乗客98

名）が滑走路をオーバーランし、空

港外の高速道路を走っていた車数台

に衝突、大破。地上の8名死亡、 91

名負傷。・7・27 リビア・トリポリ空港付

近で、大様航空DClO型旅客機 （乗

貝乗客199名）が着陸に失敗、墜落。

67名死亡確認。

編集委員

赤木昭夫 NH K解説委員

秋田一緩 災害問題評論家

安倍北夫 聖学院大学教授

生内玲子 評論家

大塚1噂保 科学警察研究所交通部長

川口正一 東京消防庁予防部長

小柳茂 日産火災海上保険側

野村英隆 日本火災海上保険附

宮沢清治 日本気象協会調査役

森宮康 明治大学教授

..後1a

．今年は、台風の当たり年とかで、

各地での水害・土砂崩れが大変心配

されるところですが、当協会も、協

会だよりでご案内したように、各地

で防災シンポジウム等を開催し、地

域の防災意識の高揚に努めていきた

いと思っております。．予防時報も

来年で創刊40周年を迎えることと

なりました。その問、編集に携わっ

た先生、先遣諸氏、出稿に協力いた

だきました先生、また、ご購読いた

だいております皆様に心から感謝い

たします。40周年を記念しまして「シ

ンポジウム」や本誌の 「特別号」を企

画しておりますので、次号には詳細

をご連絡したいと思っております。

これからも、ご意見、アイデア等ご

ざいましたらお寄せください。50周

年に向け頑張ります。 （土谷）

予防時報 創刊19畔（摂）
⑥159号 平成元年10月1日発行

発行所

社団法人日本損害保険協会
編集人 ・発行人

防災事業室長山田裕士

101東京都千代田区神田淡路町2-9
合 （03)255-1211（大代表）

本文記事 ・写真は許可なく複製、配

布することを禁じます．

制作＝附阪本企画室



平成元年 6月30日18時過ぎ、伊豆半島東方沖を震源域と

する群発地震が発生。 7月4日9時ごろから活発化し、9

日11時9介マグニチユード 5.5の地震が起こり、伊東市で

は震度 5を記録。水道管の破裂や屋根瓦の落下等の被害が

出て 18名が負傷した。

地震活動は翌10日ごろから衰えを見せ沈静化の見方が強

まっていたが、 11日20時38介ごろから、これまでの群発地

震とは異なる微動が断続的に観測されたため、 12日、火山

噴火予知連絡会は緊急の拡大幹事会を開催。微動はマグマ

に関係しているなどの会長のコメントが発表された。

間欠的な微動が続くなか、 13日18時33介ごろ伊東市沖約

3 kmの海底て・噴火。18時4日分一45分の問に連続6回の噴火

も観測され、噴煙を伴った水柱が目撃された。

14目、火山噴火予知連絡会は、今後の火山活動の推移に

ついては厳重な警戒が必要であるとの統一見解を発表。15

日には海上保安庁の自航式ブイ「マンボウ」が、噴火地点

付近の海底で火口を発見（「手石海丘」と命名）した。

この噴火後も微動は断続的に続き、また、 6月30日から

7月22日までの地震発生回数は23,749固を数えたが、次第

に鎮静化し、 8月7目、地震予知連絡会は事実上の終息宣

言を発表した。

。毎日新聞社

豪雨禍川崎て崖崩れ
救出中に二次災害も
平成元年HII 悶午前 3縛15~ごろ、神奈川県目臨海区蟹

ケ谷の民家裏手の切りたった虚が高さ25m樋IOmにわたっ

て厳落。モルタル2疎開書て住宅の l階節分が崩れ落ち、－

lt3名が土砂の下敷きとなった。書察・消訪客員らが救出

作割憶に当たり、約 11時間後間じ現渇で再ぴ土砂が崩れ、殺

っていた 2 階量IS~が押し流されると共に救出作集中の 17名

が生議壊めとなり、消防署負3名が死亡、 5名が軍傷を負

った。量!2B午前、生き緩めとなっていた家族会員は遺体

で発見された。

現場の傾斜地は関東ローム層で、 1日未明からの集中叢

爾による雨水がしみ込み、岡ローム層のでFにある囲い地盤

の務第3紀層の聞に溜り、これが潤滑油の役割jをして置さ

を増したローム層が崩れ落ちたらしい。

事責kの起きた斜面は、建殺省の急傾斜地盤崩犠危険簡所

にはリストアップされていたが、急傾斜地の指定はうけて

いなかった。



平成元年7月16日午後、福井県丹生郡越

前町玉Jllの越前海岸沿いを走る菌道305

号で、岩盤が幅約40m、高さ約25m、厚

さ約 5m （置さ約2,500t）崩落。コンク

リート製の臼ツクシヱツド（落石防護ト

ンネル）の天井を破って走行中のマイク

ロパスを直撃。慰安旅行帰りの商店主ら

15名全員が死亡した。

この崩落の衝穆t主役針強度の 100倍以

上に遣しており、同月 19目、建設省は各

地方建設局と都道府県にロックシエツド

の緊急点検を指示した。

ガ
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プ
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ン
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中
台
車
巻
き
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1989年6月3日23時14分（日本時間 4日4時14分）ソ連

ウラル山脈中央部、 パ、ンキール自治共和国の首都ウフ ァ一

一チ工リャーピンスク州アーシャ聞のシベリア鉄道に平行

したガスパイプライ ンで故障がありガス漏れ事故が発生。

通りかかったシベリア鉄道の旅客列車のパンタグラフから

出た火花で一瞬のうちに爆発。広大な森林が瞬く 問に炎に

包まれ、 I km離れた列車も炎上した。5日 （現地時間）ソ

連民間防衛隊本部は死者・行方不明者462名、負傷者706名

と発表した。



刊行物／映画ご案内

防災誌

予防時報（季刊）

防災図書

地震列島にしひがし（尾池和夫著）

とつぜん起こる大地震！ あなたの地震対策は？

女性のための Safety& Care 

災害絵図集ー絵でみる災害の歴史 （印刷実費 700円）

（英訳付き 1,000円）

労働安全衛生の基礎知識ー労災リスクを考えるー

電気設備の防災

リスク・マネジメン卜

倉庫の火災リスクを考える

クイズ防災ゼミナール

（印刷実費200円）

大地震に備える一行動心理学からの知恵一（安倍北夫著）

理想のビル防災ーピルの防火管理を考えるー

人命安全一ピルや地下街の防災ー

目のつけどころはここだ！ ー工場の防火対策ー

ピル内の可燃物と火災危険性（浜田稔著）

コンヒ．ユータの防災指針

危険物施設等における火気使用工事の防火指針

石油化学工業の防火 ・防爆指針

石油精製工業の防火・防爆指針

高層ホテル・旅館の防火指針

業態別工場防火シリーズ

印刷および紙工工業の火災危険と対策

製材および木工業の火災危険と対策

織布、裁断・裁縫、帽子製造工業の火災危険と対策

プラスチック加工、ゴム・ゴム材加工工業の火災危険と対策

菓子製造、飲料製造および冷凍工業の火災危険と対策

電気機械器具工業の火災危険と対策

染色整理および漂白工業の火災危険と対策

皮革工業の火災危険と対策

パルプおよび製紙工業の火災危険と対策

製粉・精米・精麦およびでんぷん製造工業の火災危険と対策

酒類製造工業の火災危険と対策

化粧品製造工業の火災危険と対策

映画

大切です／ 救急車を待つ時間「応急手当の知識」

〔26分〕（ビデオ）

火災ーその時あなたは〔20介〕（ビデオ） (16mm) 

稲むらの火〔16分〕（ピデオ） (IGmm) 

絵図に見るー災害の歴史〔21介〕（ビデオ）

老人福祉施設の防災〔18分〕（ビデオ）

羽ばたけピータン〔16介〕（ビデオ） (16mm) 

しあわせ防災家族（わが家の火災危険をさぐる）

〔21分〕（ビデオ） (16mm) 

森と子どもの歌〔15介〕（ビデオ） (16mm) 

あなたと防災 身近な危険を考える

〔21介〕（ビデオ） (16mm) 

おっと危いマイホーム〔23介〕（ビデオ） (16mm)

工場防火を考える〔25介〕（ビデオ） (16mm) 

たとえ小さな火でも（火災を科学する）

〔26分〕（ビデオ） (16mm)

わんわん火事だわん〔18分〕（ビデオ） (16mm)

ある防火管理者の悩み〔34分〕（ビデオ） (16mm) 

友情は燃えて〔35分〕（16mm)

火事と子馬〔22介〕（ビデオ） (16mm) 

火災のあとに残るもの〔28分〕（ビデオ） (16mm) 

ふたりの私〔33介〕 (16mm)

ザ・ファイヤー・ Gメン〔21介〕 (16mm) 

煙の恐ろしさ〔28分〕 (16mm) 

パニックをさけるために（あるビル火災に学ぶもの）

動物村の消防士〔18分〕（16mm)

損害保険のAB C 〔15介〕 (16mm)

〔21分〕 (16mm) 

映画は、防災講演会・座談会のおり、ぜひご利用ください。当協会ならびに当協会各地方委員会〔北海道＝ (011)231-3815、

東北＝ (0222) 21-6466、新潟＝ (0252）’23-0039、横浜＝（045)681-1966、静岡＝ (0542) 52-1843、金沢＝(0762) 21-1149、

名古屋＝ (052) 971-1201、京都＝ (075) 221-2670、大阪＝ (06) 202-8761、神戸＝ (078) 341-2771、広島＝ (082)247-4529、

四国＝ (0878) 51-3344、九州＝ (092) 771-9766〕にて、無料貸し出ししております。

摂 日本損害保険協会
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日本損害保険協会の防災事業

交通安全のために

・救急車の寄贈

・交通安全機器の寄贈

・交通遺児育英会への援助

・交通安全展の開催

・交通債の引き受け

火災予防のために

・消防自動車の寄贈

・防火ポスターの寄贈

・防災シンポジウムの開催

・防災講演会の開催

・防火標語の募集

・防災図書の発行

・防災映画の制作・貸出

・消防債の引き受け

今年の防火ポスターです；
そのレは松本典子さん。

設 日本損害保険協会
〒101東京都千代田区神田淡路町2-9
電話03(255) 1 2 1 1 （大代表）

朝日火災 第一火災

オールステート 大東京火災

共栄火災 大同火災

興亜火災 千代田火災

ジェイアイ 東亜火災

住友海上 東京海上

大正海上 東洋火災

大成火災 同和火災

太陽火災 自動火災

日産火；

日新火；

日本火；

日本地i
富士火j

安田火j

（社員会社so音j
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